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    午前10時00分   開議   

○議長（中平浩志君）  ただいまから本日の会議を開

きます。 

 直ちに本日の議事日程に入ります。 

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～ 

    日程第１ 一般質問   

○議長（中平浩志君）  日程第１、一般質問を行いま

す。 

 順次質問を許します。政和会代表、佐々木栄幸君。 

    〔政和会代表佐々木栄幸君登壇〕 

○13番（佐々木栄幸君）  私は、政和会を代表し、市

政をめぐる全般にわたり、市長並びに教育長に質問い

たします。 

 第１番目は、障害者の雇用対策について。 

 市職員の採用状況、市内企業団体の採用状況及び就

業可能な障害者数を、身体障害者、知的障害者、精神

障害者別にお伺いします。 

 ２番目は、災害対策について３点。 

 １点目は、災害対策に関するマニュアルが作成され

ていると思いますが、内容についてお伺いします。 

 ２点目は、避難所に指定されている久慈老人福祉セ

ンターは、東日本大震災には20名程度の避難者ほか野

田村からの避難者も利用しました。この建物は建築さ

れてから40年以上が経過しているため老朽化が激しく、

避難用物資も準備されていませんが、整備の考えをお

伺いします。 

 ３点目は、毎年発生する大雨やたび重なる豪雨災害

等により床上・床下浸水や県道への冠水等が見られる

長内町大平地区の雨水排水路整備について、長内川へ

のポンプ排水設備を設置するなど抜本的な整備が必要

と思いますが、考え方をお伺いします。 

 第３番目は、久慈版地方創生について３点。 

 １点目は、石破地方創生担当大臣の講演によると、

地方創生は「今だけ、ここだけ、あなただけ」をどう

やってつくるかが課題だと言っています。当市での取

り組み内容についてお伺いします。 
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 ２点目は、国は事業費の２分の１を地方に負担する

よう求めましたが、当市としてどのような対応を考え

ているかお伺いします。 

 ３点目は、「久慈市まるごと「あまちゃん」のま

ち」を標榜し、久慈へ行くと「北限の海女」と出会え

るまちづくりを地方創生事業の計画に盛り込むべきと

思いますが、考えをお伺いします。 

 第４番目は、震災からの復興について。 

 地方負担となる復興事業の事業名と負担額、また、

新たな財源負担となるが、他事業への影響についてお

伺いします。 

 第５番目は、「ふれあいトーク」における地域課題

について。 

 平成26年10月12日に開催されました大尻町内会並び

に久慈市漁業協同組合大尻漁業生産部との「ふれあい

トーク」において要望されました、大尻町内幹線道路

周辺の災害危険箇所整備及び大尻地区海岸沿いの大型

漂流物撤去等に対する対応状況をお伺いします。 

 ６番目は、光ファイバーについて。 

 光ファイバー本線が市内全域に網羅されたことによ

り、合併時にうたわれた各戸の軒先まで接続すること

が可能な状況になってきましたが、今後の取り組み内

容をお伺いします。 

 ７番目は、希望郷いわて国体について。 

 希望郷いわて国体開催における当市のおもてなし内

容と準備体制についてお伺いします。 

 第８番目は、子ども・子育て支援について４点。 

 １点目は、子育て支援対策として第３子以降保育料

無料化の施策が高く評価されています。産み育てる環

境をよくし、少子化対策を積極的に推進するために、

今後は第２子以降の保育料のさらなる無料化を図るべ

きと思いますが、お考えをお伺いします。 

 ２点目は、日曜日、祝祭日、雨天時に未就学児が利

用できる遊び場、遊具、施設が少ないと思われますが、

整備計画についてお伺いします。 

 ３点目は、市が実施した子育て支援ニーズ調査では、

認定こども園の利用希望が２割ほどあるとのことであ

ります。また、平成28年度には久慈幼稚園が認定こど

も園に移行する予定とも聞いています。利用希望数に

は約70人が不足であり、さらに久慈幼稚園では移行に

伴い130人から100人に定数を縮小する計画と聞いてい

ます。市として早急な対策が必要と考えますが、認定

こども園の新設についてお考えをお伺いします。 

 ４点目は、最近、「森のようちえん」なる自然体験

型保育の取り組みが全国的に散見されますが、当市に

も当てはまる条件があると思いますが、お伺いします。 

 第９番目は、宇部川地区ほ場整備事業について。 

 宇部川地区ほ場整備事業の整備の進捗状況と完成見

通しについてお伺いします。 

 第10番目は、新規就農者について。 

 県の新規就農者は３年連続増加とのことですが、久

慈市における新規就農者の増減の動向と要因について

お伺いします。 

 第11番目は、観光振興について３点。 

 １点目は、久慈市の観光客の入り込み状況について

お伺いします。 

 ２点目は、秋まつりへのゲスト招致の進捗状況につ

いてお伺いします。 

 ３点目は、市民総参加型秋まつりとするための環境

づくりの一環として、久慈市魚市場を３日間休場する

考えについてお伺いします。 

 第12番目は、第２期中心市街地活性化基本計画につ

いて。 

 久慈駅前整備に係り、市がＡ案にしたいと考え３条

件を示した相手方が条件をクリアしたにもかかわらず、

Ｂ案で進めることとした協議の内容を具体的にお伺い

します。 

 第13番目は、道路問題について３点。 

 １点目は、三陸沿岸道路について。本年２月に元木

沢町内会等から出されていた請願が議員の改選により

審議未了となりました。高架式への工法変更を求める

内容でありましたが、市長の見解をお伺いします。 

 ２点目は、県道野田長内線について。今後の整備計

画についてお伺いします。 

 ３点目は、市道川又橋場線について。市道川又橋場

線ののり面の立木一部伐採をしましたが、今後も継続

整備するかお伺いします。 

 第14番目は、いわての川と海岸ボランティア活動等

支援制度について。 

 制度の概要と利用状況をどのように捉えているかお

伺いします。 

 第15番目は、総合防災公園整備について。 

 津波や土砂災害等の非常時におけるアクセス道の整

備計画をお伺いします。 
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 第16番目は、久慈市の歴史マップについて。 

 これまで文化財指定のものについてマップが作成さ

れてきましたが、今後は歴史の掘り起こしをすること

により新たなる地域振興の取り組みにもなりますこと

から、資料を整理し久慈型のわかりやすい歴史マップ

の作成に取り組むべきと思いますが、考えをお伺いし

ます。 

 以上で、登壇しての私の質問を終わります。 

○議長（中平浩志君）  遠藤市長。 

    〔市長遠藤譲一君登壇〕 

○市長（遠藤譲一君）  政和会代表、佐々木栄幸議員

のご質問にお答えをいたします。 

 最初に、障害者の雇用対策についてお答えをいたし

ます。 

 まず、市職員の採用状況についてでありますが、身

体障害者が６人、精神障害者が１人となっております。

これは障害者の雇用の促進等に関する法律に基づく地

方公共団体の法定雇用率2.3％を達成しているもので

あります。 

 次に、企業等における採用状況等についてでありま

すが、平成27年７月末時点での久慈公共職業安定所管

内における障害者の就労者数は、身体障害者が92人、

知的障害者88人、精神障害者36人、発達障害者４人、

合計220人であり、求職中の障害者数は、身体障害者

64人、知的障害者33人、精神障害者48人、発達障害者

３人、合計148人であると久慈公共職業安定所から伺

っております。 

 次に、災害対策についてお答えいたします。 

 まず、災害対策に関するマニュアルについてであり

ますが、昨年、内閣府より避難勧告等の判断・伝達マ

ニュアル作成ガイドラインが示されたことに伴い、当

市における津波や土砂災害等の「避難勧告等の判断・

伝達マニュアル」を作成し、運用しているところであ

ります。 

 その内容は、津波注意報が発表された場合の海岸堤

防より海側にいる方へ避難指示などを発令すること、

大雨警報や土砂災害警戒情報が発表された場合には、

気象庁の土砂災害警戒判定メッシュ情報などにより、

避難勧告などを発令するなどであります。 

 今後におきましても、市民に対して迅速な情報提供

を図るとともに、避難勧告等に関しましても空振りを

恐れず早めの発令を行うなど、市民の安全・安心のた

め万全を期してまいります。 

 次に、久慈老人福祉センターの整備の考え方につい

てでありますが、当施設は、老人福祉の増進に資する

ことを目的に昭和49年に建設され、現在は社会福祉法

人久慈市社会福祉事業団を指定管理者に指定し、施設

業務を実施しております。 

 当施設の改修につきましては、久慈市公共施設等総

合管理計画にのっとり、市全体として検討を進めてま

いります。 

 また、災害時の避難用物資につきましては、災害時

において、必要な物資等を保管場所などから避難所に

搬送し、対応しているところであります。 

 次に、長内町大平地区の雨水排水路整備とポンプ排

水設備の設置についてでありますが、当該地区の浸水

や県道の冠水の原因といたしましては、山側を流れる

用水路の勾配がないこと、水路断面が不足しているこ

と、県道横断部及び下流部の断面が小さいことなどさ

まざまな問題があり、抜本的な整備が必要であると認

識しております。 

 現在、当市におきましては、雨水排水計画に基づき、

川貫地区の雨水排水ポンプ場の整備を進めているとこ

ろであり、大平地区につきましても、できるだけ早期

に整備できるよう努めてまいります。 

 次に、久慈版地方創生についてお答えをいたします。 

 まず、地方創生の当市での取り組み内容についてで

ありますが、昨日の創政・公明クラブ代表、二子議員

にお答えいたしましたとおり、市民会議や市政懇談会

におけるワークショップを開催するなど、市民の皆様

の声をお聞きしながら、久慈市が抱える地域課題を解

決し、人口減少と地域経済縮小の克服、さらに、ま

ち・ひと・しごとの創生とそれらの好循環の確立に向

け、人口ビジョン及び総合戦略からなる「久慈市ま

ち・ひと・しごと創生総合戦略」の10月末の策定に向

けて取り組んでいるところであります。 

 次に、事業費の地方負担に係る当市の対応について

でありますが、国では地方創生の柱として平成28年度

に創設する新型交付金について1,000億円を超える規

模、事業費ベースでは2,000億円で概算要望され、新

型交付金を利用する事業は２分の１を地方が負担する

旨の報道がなされているところであります。 

 当市といたしましては、総合戦略に盛り込む予定の

事業は、持続可能な社会基盤の構築、雇用の創出、久
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慈市への人の流れづくり、結婚・出産・子育てへの支

援策など、長期的視点に立った、当市の創生に必要な

事業でありますことから、地方負担の有無にかかわら

ず展開すべきと捉えておりますが、厳しい財政状況で

もあることから、新型交付金のみならず、有利な財源

の確保も視野に入れ、積極的に取り組んでまいります。 

 次に、「北限の海女」と出会えるまちづくりを地方

創生事業の計画に盛り込むべきとのお考えについてで

ありますが、議員ご指摘のように、久慈市全体であま

ちゃん効果を生かしたまちづくりを進めることは重要

であると認識をいたしております。また、ＮＨＫ連続

テレビ小説「あまちゃん」では「北限の海女」だけで

はなく、琥珀やまめぶ、久慈秋まつりなどのさまざま

な当市の資源を全国に発信することができたと認識し

ております。 

 今後は、もぐらんぴあのリニューアルオープン、ふ

るさと納税推進のためのＰＲ活動、希望郷いわて国体

におけるおもてなしなど、さまざまな場面において

「あまちゃん」を活用するよう、前向きに検討してま

いります。 

 次に、震災からの復興についてお答えをいたします。 

 国では、平成28年度からの５年間を復興・創生期間

と位置づけ、復興事業と整理されるものでも、地域振

興策や将来の災害への備えといった全国共通の課題へ

の対応との性質をあわせ持つ事業については、被災自

治体においても一定の負担を行うものとするという方

針を示し、三陸沿岸道路を除く直轄事業、復興交付金

の効果促進事業及び社会資本整備総合交付金の復興枠

などにおいて、自治体負担を求めております。 

 当市における主な対象事業といたしましては、久慈

市総合防災公園事業、三陸高潮対策事業に伴う湊橋架

け替え事業などがあり、平成28年度以降、約6,000万

円の負担が新たに発生するものと見込んでおり、財政

状況が厳しい当市にとりましては、重い負担になるも

のと認識しております。 

 また、国の直轄事業であります久慈港湾口防波堤の

整備などにも県の一部負担が求められており、事業の

おくれが懸念されているところであります。 

 市といたしましては、今後、新たな地方債の活用な

ど有利な財源の確保に努めるとともに、岩手県市長会

や岩手県沿岸市町村復興期成同盟会などと連携しなが

ら、財政支援措置の継続及び早期の復興事業の完了を、

国・県に対して強く要望してまいります。 

 次に、大尻地区での「ふれあいトーク」における地

域課題についてお答えをいたします。 

 まず、大尻町内の幹線道路周辺の災害危険箇所整備

についてでありますが、町内会からの要望としては、

防護柵の高さの改善、のり面に対して擁壁の設置及び

見通しが悪い箇所の改善などの要望があったところで

あります。 

 今年度、要望のありました区間の一部について、

ガードレールのかさ上げを行ったところでありますが、

当該箇所には筆界未定地の箇所もあり、構造物の整備

が困難な状況であります。 

 今後におきましても、維持工事等で対応できる箇所

もあることから、財政状況等を勘案の上、町内会等の

ご協力をいただきながら、問題の解決に取り組んでま

いります。 

 また、大尻地区海岸沿いの大型漂流物撤去等につき

ましては、漁港区域を除きます自然海岸の管理は県で

行うことになっておりますので、要望の趣旨を県北広

域振興局に伝えております。 

 次に、光ファイバーの整備についてお答えをいたし

ます。 

 昨年度、国の復興予算を活用して実施いたしました、

久慈市超高速ブロードバンド基盤整備事業によりまし

て、市内全域でのインターネット環境が整備されたと

ころであります。 

 今後は、観光や特産品などの産業分野の情報発信の

ほか、ＩＴ関連企業が市内で事業展開しやすい環境の

整備や新たに起こす起業支援など、情報基盤を活用し

た雇用の創出にも取り組んでまいります。 

 また、情報を効果的に探索・評価・活用する能力、

いわゆる情報リテラシーの向上を目的としたタブレッ

ト教室の開催などを通じ、より多くの市民がインター

ネットサービスの利便性を享受できるよう努めてまい

ります。 

 次に、希望郷いわて国体開催における当市のおもて

なし内容と準備体制についてお答えをいたします。 

 希望郷いわて国体は、東日本大震災復興支援への感

謝と久慈市を全国にＰＲする絶好の機会と捉えており

ます。市民との協働・連携により取り組みを進めてま

いります。 

 取り組みの内容といたしましては、きれいな町でお
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迎えするクリーンアップ運動、たくさんの花でお迎え

する花いっぱい運動など、地域・団体での取り組みを

進めるほか、選手・役員への手づくり記念品作製や手

づくり応援のぼり旗による競技会場装飾など、市民総

参加によるおもてなしの取り組みを進めてまいります。 

 そのほか、競技会場周辺、駅前周辺及び商店街等で

の歓迎装飾、駅前及び競技会場内への総合案内所設置

などの取り組みについても計画しているところであり

ます。 

 準備体制につきましては、市実行委員会を中心に各

種団体、関係機関等と連携して準備を進めてまいりま

す。 

 次に、子ども・子育て支援についてお答えをいたし

ます。 

 まず、第２子以降の保育料無料化についてでありま

すが、子育て世代の負担軽減を図り、少子化対策の一

環となるよう、市独自の支援策として、本年度から新

たに世帯内第３子以降保育料の無料化に取り組んでい

るところであり、子育て中の保護者の皆様からも評価

いただいているものと捉えております。 

 ご質問のありました第２子以降の保育料の無料化に

よるさらなる軽減拡充につきましては、本年度から第

３子以降保育料の無料化に取り組んだばかりであり、

その実施状況の検証を踏まえるとともに、財政状況等

を勘案しながら検討を進めてまいります。 

 次に、日曜日、祝祭日、雨天時の未就学児が利用で

きる遊び場等の整備計画についてでありますが、市内

には、休日や雨天時でも親子で安全に利用できる施設

として、しあわせＳＵＮつどいの広場、市民体育館幼

児体育室などがあり、子供の遊び場や子育て親子間の

交流の場として活用いただいております。 

 新たな遊び場等の拡充には多額の費用が見込まれ、

限られた財源の中では厳しい状況にありますので、例

えば、既存の施設の日曜日等の開所や公園・公共施設

等を整備していく場合に親子連れで活動できるような

機能を盛り込むなど、休日や雨天時対応の安全な遊び

場、交流の場を提供できるよう検討してまいります。 

 次に、認定こども園の新設の考え方についてであり

ますが、当市では、子ども・子育て支援事業計画に基

づき、不足が見込まれる教育・保育提供量に対する確

保策を講じてまいりますが、久慈幼稚園におきまして

は、次年度の認定こども園への移行の際に、定員数を

縮小する予定であると伺っているところであり、事業

計画に比べて教育・保育提供量が大きく不足する見込

みとなっております。 

 ご質問のありましたとおり、認定こども園について

は、ある程度の利用希望ニーズが認められており、ま

た、久慈幼稚園の定員縮小により、幼児期の教育の受

け皿にも不足が生じる見込みとなっていることから、

新たな認定こども園の施設整備も含めて、今後の教

育・保育の提供確保策を検討し、事業計画で目標年度

としております平成29年度までに適切に対応してまい

ります。 

 次に、森のようちえんについてでありますが、近年、

自然体験活動を基軸とした子育て、保育、乳児・幼少

期教育の総称として「森のようちえん」の活動が広ま

っており、この活動は森だけではなく、海、川、野山、

畑、都市公園などさまざまなフィールドが活動場所で

あり、また、幼稚園だけでなく保育園、学童保育、育

児サークルなどの実施主体があると認識しております。 

 年間を通じてほぼ毎日森などで保育を行う通年型、

普通の幼稚園や保育所が年間に数回から数十回程度、

森などに出かける融合型、任意団体がイベント的に実

施する行事型など多様な活動スタイルがありますが、

行事型の自然体験活動につきましては、現在、当市の

保育所等においても市内外のフィールドを活用し、園

外保育活動として取り組まれているものと認識してお

ります。 

 次に、宇部川地区ほ場整備事業についてお答えをい

たします。 

 整備の進捗状況と完成見通しについてでありますが、

平成28年５月末までに、全工区の区画整理工事を完了

し、その後、暗渠排水工事、補完工事を実施し、平成

30年度の換地処分をもって事業完了予定であると、県

北広域振興局から伺っているところであります。 

 次に、新規就農者についてお答えをいたします。 

 当市では久慈地方新規就農者確保・育成アクション

プランにおける毎年の新規就農者確保目標数と７人と

し、直近３カ年における実績数は、平成24年度に９人、

25年度に７人、26年度に７人の方が就農し、確保目標

を達成しております。 

 このことは、就農相談窓口の設置や国の青年就農給

付金をはじめ、同アクションプランに基づく、県・市

の支援事業の展開、農業雇用の場があることなどが要
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因であるものと認識しております。 

 次に、観光振興についてお答えをいたします。 

 まず、観光客の入り込み状況についてでありますが、

本年７月末現在の主要８施設観光客入り込み数は、約

48万5,000人となっており、昨年同時期と比較し、約

４万3,000人、8.2％の減となっております。 

 一方、今年４月よりＢＳ再放送されております「あ

まちゃん」や、小袖海女センターのオープン等の影響

によりまして、小袖海岸においては、昨年より15.4％

の増の入れ込みとなっております。 

 次に、秋まつりのゲスト招致についてでありますが、

昨日も創政・公明クラブ代表、二子議員にお答えいた

しましたとおり、中日のパレードには大友良英あまち

ゃんスペシャルビッグバンドに参加いただく予定とな

っております。 

 なお、「あまちゃん」の出演者であります能年玲奈

さんにつきましては、スケジュール調整中とのことで

あり、現在、先方からの返事を待っているところであ

ります。 

 次に、久慈秋まつり期間中における久慈市営魚市場

の休場の考え方についてでありますが、例年、秋まつ

り最終日であるお還りにつきましては、日曜日となる

ことから、休場となっているところでありますが、お

通り、中日につきましては、開場日となっております。 

 ご提言のありました３日間休場の考え方についてで

ありますが、この時期は盛漁期に当たり、卸売業者、

漁業者ともに１年のうちで最も忙しい書き入れどきの

時期に入ることから、３日間全ての休場は難しいと卸

売業者であります久慈市漁業協同組合から伺っている

ところであり、実現は難しいものと考えております。 

 次に、第２期中心市街地活性化基本計画についてお

答えをいたします。 

 駅前整備をＢ案で進めることとした経緯についてで

ありますが、市が示した３条件のうち、抵当権等の抹

消については、現段階で金融機関等抵当権設定者との

協議が整っておらず、確約書の提出が難しいこと。ま

た、テナント等の退去につきましては、一部入居者と

の間で、事業完了期限である平成30年以降までの契約

が締結されており、借地借家法の判例で解約申し入れ

に必要な正当な理由の範囲が狭く、円滑な退去に懸念

が残ることから、条件クリアを確実に担保できるもの

がないと判断したところであり、さらには、今後の事

業日程等も勘案し、Ａ案を断念するとの最終判断を駅

前ビル所有者に伝えたところであります。 

 次に、道路整備についてお答えをいたします。 

 まず、三陸沿岸道路についてでありますが、三陸沿

岸道路は、復興のリーディングプロジェクトとして、

震災からおおむね10年以内の完成を目指し整備が進め

られており、災害時の対応だけでなく、観光振興や地

域経済の活性化など、多大な整備効果が見込まれてお

ります。 

 当該箇所の自動車専用道路は、地形や沿道状況、施

工性や経済性を総合的に考慮し、盛り土工法により計

画されていると三陸国道事務所から伺っております。 

 請願にありました、既存の市道及び県道による東西

のアクセスにつきましては、三陸国道事務所を交えた

地元説明会において、おおむね理解をいただいたこと

から、市といたしましては、現在の計画で早期完成に

向けて取り組んでまいりたいと考えております。 

 次に、県道野田長内線についてでありますが、昨日

の創政・公明クラブ代表、二子議員にお答えいたしま

したとおり、小袖から大尻までの道路整備につきまし

ては、現在、全17工区を計画しており、うち平成26年

度までに８工区が完了し、今年度は１工区が完了予定

であります。平成30年度までに、全工区を完了する予

定であると県北広域振興局から伺っているところであ

ります。 

 市といたしましても、地域住民の皆様や観光で来ら

れる方々の安全が確保されるよう、引き続き県に対し

て要望してまいります。 

 次に、市道川又橋場線についてでありますが、当該

路線は、現在、山根町馬渡地区の工事を進めていると

ころであります。 

 のり面立木の一部伐採については、冬期間における

着雪による倒木や支障となる立木などを伐採し、交通

の安全を確保したところであります。 

 今後におきましても、交通の安全に支障となる立木

等がある場合には、伐採を行うなどにより、適切な道

路の維持管理に努めてまいります。 

 次に、いわての川と海岸ボランティア活動等支援制

度についてお答えをいたします。 

 この制度は、岩手県の管理する河川または海岸にお

いて、地域住民がボランティアで行う清掃等の環境美

化活動を支援する目的で、県が平成20年に制定したも
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のであり、活動を実施した団体に対して、ごみ袋など

の物品の支給等を行っているものであります。 

 この制度の利用状況でありますが、久慈川、長内川、

夏井川において、平成20年度から平成26年度までに、

約20回の環境美化活動が実施され、平成26年度には、

久慈川美化活動ボランティア推進協議会において、久

慈川左岸の三日町橋から大川目大橋までの灌木の伐採

等を実施しております。 

 最後に、総合防災公園整備についてお答えをいたし

ます。 

 現在、浸水被害が大きかった湊・大崎地区において、

復興交付金事業により、避難路４路線と避難道路１路

線の工事が完了し、大崎本通り線など６路線を事業実

施中であり、これらは今年度中に完成する予定となっ

ております。 

 また、大湊中通り線につきましても、一部狭隘部分

の改良を行い、当公園へのアクセスを改善していく予

定であります。 

 以上で、政和会代表、佐々木栄幸議員に対する私か

らの答弁を終わります。 

○議長（中平浩志君）  加藤教育長。 

    〔教育長加藤春男君登壇〕 

○教育長（加藤春男君）  政和会代表、佐々木栄幸議

員の久慈市の歴史マップについてのご質問にお答えを

いたします。 

 久慈型の歴史マップの作成に取り組むべきとのご提

言でありますが、教育委員会では現在、久慈市のさま

ざまな歴史・文化に関して、地図を含めた情報をデー

タベース化し、インターネットで発信する事業を久慈

文化遺産活用地域活性化実行委員会とともに取り組ん

でおり、年度内に文化財等に関する情報をホームペー

ジ上で公開する予定であります。 

 来年度以降におきましても、随時、歴史・文化情報

等の追加・更新を行い、内容を充実させてまいりたい

と考えております。 

 それらのデータを歴史マップ等の地域振興に生かす

方策等については、関係機関等と協議・研究してまい

ります。 

 以上で、政和会代表、佐々木栄幸議員に対する私か

らの答弁を終わります。 

○議長（中平浩志君）  再質問、関連質問を許します。

13番佐々木栄幸君。 

○13番（佐々木栄幸君）  それでは、再質問を何点か

させていただきます。 

 最初は、１番目の障害者の雇用対策について。 

 久慈市は、障害者、精神障害者の保健手帳を持って

いる人は約326人、また自立支援医療の精神通院医療

費公費負担制度を利用している人は約500人近くいる

と見られます。そのほか、入院をしている人を含める

と、まだまだふえます。 

 2011年７月に生活習慣病のがん、脳卒中、急性心筋

梗塞、糖尿病の四大疾病の中に、新たにこの精神疾患

を加え、五大疾病ということが厚生労働省の諮問機関

で決定されています。 

 そこで、精神障害者の就職、就業施設を個人的に建

設してやるには、かなりの労力が必要です。９月１日

の新聞でも報道されましたが、精神障害者は特に就業

が不利と思われます。 

 また、精神障害者の社会適応訓練事業、俗に言う職

親制度というものがありますが、久慈市にも22カ所あ

ります。そういう中で、このような場所への雇用場所

のあっせんとか、また久慈市が中心になり第三セク

ター方式等の考え方をお聞かせください。 

○議長（中平浩志君）  和野生活福祉部長。 

○生活福祉部長（和野一彦君）  障害者、精神障害者

の雇用対策というご質問でございました。 

 全国的に第三セクターで実施されている障害者職業

能力開発訓練施設というものは、これは全国に４カ所

あるというふうに認識はしております。この施設につ

きましては、日本を代表するような大企業や、あるい

は大都市、それから都道府県が出資して運営されてい

るものと認識をしております。 

 障害者の職業的自立に向けて必要な能力開発や職業

訓練などのカリキュラムが、官民それぞれの強みを生

かした形で提供されていることにつきましては、非常

に大事なものだなというふうには思っておりますが、

当地域がおかれている社会的環境とは、これは大きく

異なっているというふうに解釈しておりますので、こ

れにつきましては今後の検討課題とさせていただきた

いというふうに思っております。 

 以上です。 

○議長（中平浩志君）  13番佐々木栄幸君。 

○13番（佐々木栄幸君）  そういう中におきまして、

社会適応訓練事業、俗に言う職親制度でありますが、
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ここに対しても県と市と両方のほうから、利用者にあ

っせんして進めていただけるような形はとられないも

のか、お聞きしたいと思います。 

○議長（中平浩志君）  和野生活福祉部長。 

○生活福祉部長（和野一彦君）  いわゆる職親制度で

すが、精神障害者につきましては、社会適応訓練事業

として県が行っているものでございまして、これにつ

きましては、昨年度は14名の実績がございます。こう

いうふうなことにつきましても、積極的に事業者に対

して働きかけを行うなどしてまいりたいというふうに

考えております。 

 以上です。 

○議長（中平浩志君）  13番佐々木栄幸君。 

○13番（佐々木栄幸君）  そのようによろしくお願い

します。 

 それから次に、２番の災害対策について。 

 最近、大雨注意報、警報等が頻繁に出されて、久慈

市へのレーダー情報等での関係で、大雨警報の土砂災

害の避難勧告が初めて数カ所に出されたようですが、

根井とか小久慈の誂子、その経過と避難状況、また今

後の避難対策の見直しや再チェックが必要だと思われ

ますが、また消防団にも連絡が入りましたけども、そ

のときの対応方法について、今まではそのような研修、

研究はなかったように思われますので、これから順次、

そのような対応をとっていくべきじゃないかと思いま

すけども、お願いします。 

○議長（中平浩志君）  勝田総務部長。 

○総務部長（勝田恒男君）  災害対策についてという

ことで、災害対策マニュアルで、こないだ７月１日に

土砂災害警戒情報で避難勧告を出した件についてのご

質問でございます。 

 まず、経過ということでございましたけれども、土

砂災害警戒情報が発表になりましたのが６月27日の22

時34分でございます。警戒本部を設置いたしまして警

戒をしたわけでございますが、翌日６月28日の１時20

分になりまして土砂災害警戒情報が発表されました。

そして、勧告を出しましたのが６月28日の１時20分に

勧告を発令しております。 

 避難の状況でございますが、避難勧告の対象が86世

帯209名でございます。避難所が日吉町公民館と滝地

区の農村センターを開設いたしました。日吉町公民館

への対象地区は、誂子と横合でございます。それから、

滝地区の農業センターへは、滝と根井と小田瀬、この

地区の方々に対して勧告を出して避難所を指定したと

いうことでございます。 

 避難人数でございますけれども、日吉町公民館に１

人が避難をしたということでございまして、滝地区の

農村センターは、避難者はございませんでした。そう

いった状況でございました。 

 避難勧告の対応、初めて出したわけですけども、そ

れに対する反省点といいますか、避難所の開設ですと

か、あと連絡網がまずい部分がございまして、それら

を踏まえて今後は改善をしていきたいというふうに考

えているところでございます。 

 以上です。 

○議長（中平浩志君）  13番佐々木栄幸君。 

○13番（佐々木栄幸君）  先ほど消防団の対応につい

てもお聞きしたんですけども、今までは津波等の避難

訓練は行われてきてるんですが、今、全国的にこのよ

うな土砂災害がなされてきておる中で、久慈市でもそ

ろそろといえば変な話ですけども、土砂災害に対する

警戒訓練、避難訓練等もやっていってもいいんじゃな

いかと思います。 

 というのは、消防団にも連絡があったんだけども、

どのような対応をすればいいかというのが、その辺の

マニュアル的なものはないように思われますが、いか

がでしょうか。 

○議長（中平浩志君）  勝田総務部長。 

○総務部長（勝田恒男君）  土砂災害に対する訓練と

いうようなお話でございます。確かに初めての勧告で

ございましたので、さまざま課題は残りました。 

 訓練も実は山形地区で実施した例もございますし、

今回、小久慈地区からも要望ございまして、それにつ

いては日程調整をして、そういった訓練ではないんで

すが、避難のマニュアルの説明をしていきたいという

ことで、日程調整をして、今後行う予定としておりま

すし、今後におきましても、まず希望する地区、もし

くは危険がある地区に対しては、こちらから出向いて

ワークショップとか説明をしてまいりたいというふう

に思っておりますし、消防団との連絡体制等について

も、不具合のあった部分については、今後において改

善をしてまいりたいというふうに思っております。 

 以上です。 

○議長（中平浩志君）  13番佐々木栄幸君。 
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○13番（佐々木栄幸君）  それから次に、防災マップ

や指定緊急避難場所等の一覧が各家庭に配布されてい

ますけども、これはみんながみんな理解していないよ

うに思われますし、そういう声もあります。 

 そんな中で、ただ回すんじゃなくて、時間を見なが

らでもいいと思いますが、各町内地域を回ってワーク

ショップというか説明会を開いたほうが、より生かさ

れるものと思いますけども、お願いします。 

○議長（中平浩志君）  勝田総務部長。 

○総務部長（勝田恒男君）  各地区で避難の関係の説

明会というお話でございました。限られた人員で対応

はしておりますけれども、できるだけそのような形で、

時間がかかっても対応していきたいというふうに考え

ております。 

○議長（中平浩志君）  13番佐々木栄幸君。 

○13番（佐々木栄幸君）  それから、さまざまの災害

が想定されると思われますが、保育園児とか幼稚園児、

小中学生がそのときの緊急時の避難対応策は、どのよ

うに考えておられますか。 

○議長（中平浩志君）  勝田総務部長。 

○総務部長（勝田恒男君）  各小学校等でそれは避難

訓練として実施はしてると思いますが、こないだの津

波避難訓練では、湊小学校と協力して一緒に訓練を行

ったところでございます。そういった訓練を通じて、

子供たちに避難の仕方等について理解をしていただき

たい、そういうふうに努めてまいりたいというふうに

考えております。 

○議長（中平浩志君）  13番佐々木栄幸君。 

○13番（佐々木栄幸君）  それから、また、災害時に

限らず、災害とか普通の子供たち、小中学校と思うん

ですけども、そういうときに学校は休みになると。そ

れによって、お母さん方も、その子供たちを見るため

に休なきゃならないという状況が出てくるようであり

ますが、その辺の対応策というのは、行政のほうでは

どうにか考える余地があるでしょうか。 

○議長（中平浩志君）  勝田総務部長。 

○総務部長（勝田恒男君）  学校が休みのときの対応

はどうなるのかというようなご質問かと思いますが、

教育委員会のほうの校長先生の判断ということでござ

います。 

 以上です。 

○議長（中平浩志君）  13番佐々木栄幸君。 

○13番（佐々木栄幸君）  それでは、次に、老人福祉

センターの関係ですけども、ここは、もう40年以上と

いうか、50年近くというか、古いところでありますけ

ども、やはり大分老朽化が進んでいますので、その計

画の中でやっていってほしいという、早急にお願いし

たいと思います。 

 それから次に、災害についてのもう一つ、田高地区

の床上とか床下浸水の関係ですけども、ここは恐らく

田高地区の町内会で、市政懇談会等でも区長さんが要

望していると思うし、また、平成22年にも市長陳情し

ておりますが、毎回、大雨が降るたびに、今、市長か

らも答弁があったように、県道に冠水する状況にあり

ますので、工事をする、整備をする年度の計画があり

ましたら、お知らせ願えれば助かります。 

○議長（中平浩志君）  中居副市長。 

○副市長（中居正剛君）  まず最初に、久慈の老人福

祉センターの件でございますが、市長から答弁申し上

げましたとおり、今、市では、久慈市の公共施設等総

合管理計画、要するにこの前の事務事業説明でもご説

明申し上げましたが、市の施設の統廃合、それを進め

ていかなければならないというような状況でございま

す。 

 数字的には、40％程度の統廃合を進めなければなら

ないものだというように、考えているところでござい

まして、実際の部分については、この管理計画の中で

計画を練って、そして住民の皆様方にもご理解をいた

だくと、そういう手だてを今後していかなければなら

ない。 

 そういう中で、この老人福祉センターについても、

その計画の中で、どうあるべきかというのについては、

検討していきたいというように考えております。 

 それから、大平地区の雨水排水の関係でございます。

住民の皆様から何回も、その要望等をいただいており

ます。皆様には、大変なご苦労をおかけしているとこ

ろでございますが、これについても、今、何年度に着

手するという、そういう計画は持ち合わせておりませ

んが、できるだけ早期に着手できるように、一生懸命

頑張っていきたいと思っております。 

 以上です。 

○議長（中平浩志君）  13番佐々木栄幸君。 

○13番（佐々木栄幸君）  早期にやってくれるという

ことですけども、いずれ雨が降ると、毎回、道路にあ
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ふれてきますので、川貫が終わったら、できれば次は

そこというような希望を持ちたいんでありますけれど

も、よろしくお願いします。 

 それから次に、８番の子ども・子育て支援について、

検証したり財政事情を見てといえば、当然、そうなん

でありますが、もしやるとした場合の対象者というの

はどれくらい見ているか。また、そうなれば予算規模

がどのようになるのか、お知らせください。 

○議長（中平浩志君）  和野生活福祉部長。 

○生活福祉部長（和野一彦君）  第２子を無料化にし

た場合、その対象者数と額ということでございますが、

これは市内の代表的な保育所の状況から試算をしたも

のではございますけども、人数とすれば430人程度、

額とすれば１億円ちょっとかかるのでないかと試算は

しております。 

 以上です。 

○議長（中平浩志君）  勝田総務部長。 

○総務部長（勝田恒男君）  答弁の訂正をお願いした

いと思います。 

 先ほど、湊小学校と避難訓練を実施したということ

でございましたが、湊保育園の誤りでした。訂正して

おわびいたします。 

○議長（中平浩志君）  13番佐々木栄幸君。 

○13番（佐々木栄幸君）  今、試算をお聞きしました

けども、現在は第２子が半額ということであります。 

 例えば、今、全国では半額にしているところが、宮

城県の丸森町、それから山梨県の北杜市、これは条件

つきであるようです。 

 それから高知県の高知市とか青森県の平川市、滋賀

県の米原市で、久慈地区でいきますと、条件つきで種

市が第３子以降小学校に入る前２年間、４歳、５歳、

上の子はただし18歳未満と。あとは野田村はゼロ、１、

２が無料、普代村は全員無料と。そのかわり給食費、

教材はおやつ代が有料。これは恐らく担当者はご存じ

だと思います。 

 この間も、新聞に秋田県が来年からやるというふう

に報道されていますが、段階的に、例えば、今、半額

のものを３分の２とか、また４分の３とかにやってい

きながら、徐々に無料化にさせる方法もあると思いま

すが、考え方をお願いします。 

○議長（中平浩志君）  遠藤市長。 

○市長（遠藤譲一君）  保育料のご負担は、どの程度

負担いただくかということにつきましては、ただいま、

佐々木議員からお話もありましたように、無料にする

という選択肢と、一部市のほうで負担すると、方法と

してはいろいろあると思います。 

 やはり安心して子育てをしていただける、そういう

環境づくりが大事ですので、全額負担だと、先ほどお

話しました第２子以降、１億円程度の財源が必要にな

ると。 

 これは一旦、始めますと、途中でやめるわけにはい

かないと思っておりますが、その負担が大きいからや

らないということじゃなくて、ご提言ありましたよう

に、一部負担で進めるという選択肢もあるというふう

に思っておりますので、その点についても検討を進め

てまいります。 

 なお、秋田県のお話がございました。私も、新聞報

道を拝見しましたので、県の福祉にも先日、それを見

て、すぐ電話をいたしまして、ぜひ県のほうで、秋田

に負けないように取り組んでほしいという話をしまし

た。それを含めて、県のほうでも考えるという回答を

いただいているところであります。 

○議長（中平浩志君）  13番佐々木栄幸君。 

○13番（佐々木栄幸君）  ありがたいお話をいただき

ました。 

 ただ、県が施行するのが、いつなのかわかりません

けれども、その辺は相談しながら、もし長引くようで

あれば、やはり今言ったようにお互い負担しながら、

３分の２とか４分の３とかいうような条件のもとに、

また、兄が、姉がとかいう上限のつけ方もいろいろあ

ると思いますが、やはり産み育てやすい環境をつくる

ことによって、お父さん、お母さんのいい生活が、楽

な生活ができながら、子供たちを育てる環境もできる

と思いますので、お願いしたいと思います。 

 それから次に、雨天時とか日曜祭日の遊び場、遊具

が足りないということなんですけども、きのうの答弁

の中で、今度、駅前構想の中で図書館が移動すると。

そうすると、その図書館が空いてくるわけですが、そ

こを子供たちの遊び場にするという方法もあるかなと。 

 それからもう一つは、今度、今、総合運動公園が構

想されているわけですけども、その中に、子供たちの

遊び場をつくる考えもいいんじゃないかと思いますが、

考え方をお願いします。 

○議長（中平浩志君）  和野生活福祉部長。 
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○生活福祉部長（和野一彦君）  子供の遊び場の関係

でございますが、市長からもご答弁申し上げましたが、

今後、公園や公共施設等を整備していく場合に、親子

で遊べるような、そういうふうな機能を持った遊び場

というものを、遊び場あるいは交流の場を整備したい

というふうなことでございます。 

 例えば、今度、複合施設が駅前にできますけども、

その中に、そういうふうな機能を持たせるということ

も、検討していく必要があろうかと思いますし、また、

今、ご提言がありましたその運動公園の中に、そうい

うふうな機能をお持ちするということも可能かという

ふうに思いますので、そういうふうなことは検討して

まいりたいというふうに考えております。 

 以上です。 

○議長（中平浩志君）  13番佐々木栄幸君。 

○13番（佐々木栄幸君）  それでは、今、答弁があっ

たように、図書館の利活用とか、これから今後、建て

る予定の総合運動公園等に、ぜひそういう子供たちが

健全に元気に遊べる場を提供していただくことを確約

じゃありませんがお願いして、再質問は終わらせてい

ただきます。どうもありがとうございました。 

○議長（中平浩志君）  ４番黒沼繁樹君。 

○４番（黒沼繁樹君）  よろしくお願いいたします。

黒沼です。お手やわらかにお願いいたします。佐々木

議員の関連質問をさせていただきたいと思います。 

 きょうは、救急の日なそうでして、ちょっとその防

災関係のことを先にお尋ねしたいと思います。 

 15番に関連いたしまして、総合防災公園、35億円か

けまして、せっかくつくりますもんですから、ちょっ

とその辺のことで、できた後、31年ですか、完成予定

は。そのときに、こんな状態になりますということを

教えていただきたいんですが。 

 まず一つは、今、配付されています久慈市の指定緊

急避難所なんですが、総合福祉センターは今、土砂災

害のときに避難できないんですね。 

 それで、その周辺に防災公園が完成するんですけど

も、完成した際は、福祉センターに避難、隣の場所な

んですけど、できるような例えば工事とか対策をなさ

ってくださるのかどうかっていうことをひとつ教えて

ください。 

○議長（中平浩志君）  中森建設部長。 

○建設部長（中森誠君）  今現在、総合防災公園、発

注に向けて随時事務事業を進めております。その中で

は、通常の雨等では想定している部分ですけれども、

そういったものにつきましては対応できるというふう

に考えております。 

 以上です。 

○議長（中平浩志君）  ４番黒沼繁樹君。 

○４番（黒沼繁樹君）  そうしましたら、その隣の総

合福祉センターは、今のまま、土砂災害は避難できな

いってことになりますか。隣接しているんですよね。

教えてください。 

○議長（中平浩志君）  勝田総務部長。 

○総務部長（勝田恒男君）  確かに久慈市の指定緊急

避難場所一覧というのを配布してございまして、その

中では、久慈市老人福祉センターは、土石流とか地滑

りの場合の避難場所には指定されておりません。 

 福祉の村のほうですね、すみません、失礼しました。 

 久慈市総合福祉センター、こちらもやはり土石流で

すとか地滑りの場合には、バツ印がついておりまして、

利用不可というふうな状況になってございます。 

 これについて、ちょっと今、理由を申し上げられな

いんですが、さまざまな理由があろうかというふうに

思っておりますが、できるかどうかこちらのほうで内

部で検討させていただきたいと思います。 

○議長（中平浩志君）  ４番黒沼繁樹君。 

○４番（黒沼繁樹君）  じゃあ、それは別にしまして、

再度確認しますけど、防災公園は、土砂災害のとき避

難できますよね。それを確認させていただきたいんで

すけども。 

 それで、実は先ほど市長さんは、津波の際のアクセ

ス道路の件をご説明なさったんですけども、例えば大

雨洪水とかそういう土砂災害のときに、夏井川の対岸

からどのように防災公園へ避難したらいいんでしょう

かとか。あるいは昨日の台風のときに、雨で車のワイ

パーもきかないときに、今の夏井の道路事情の中で、

防災公園へどういうふうにして避難するんでしょうか

ということをお尋ねしたかったんです。 

○議長（中平浩志君）  中森建設部長。 

○建設部長（中森誠君）  今、つくっている総合防災

公園、これは津波の避難ということで計画をしており

ますけれども、平場につきましては、かなり山ののり

面のほうから離れております。これは土砂災害、こう

いったものについても大丈夫であると思っております。 
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 また、そこに通じる道路でございますけれども、今

現在、大崎本通り線、こちらのほうを発注したいと思

っております。これは、まず湊地区からの踏み切りの

改良が終わりました。また、今、土取場線等の改良工

事も発注予定となっております。これら一体となって、

湊・大崎地区からの避難する方の交通を確保するとい

うことで、今、進めているところでございます。 

 以上です。 

○議長（中平浩志君）  ４番黒沼繁樹君。 

○４番（黒沼繁樹君）  津波防災というところを強調

なさっているみたいなんですけども、総合防災公園と

いうことで、我々市民は、全ての災害に対しまして、

そこに避難してよろしいんだろうというふうに考えて

いるわけなんです。そうですよね。 

○議長（中平浩志君）  中森建設部長。 

○建設部長（中森誠君）  議員おっしゃりますとおり、

今現在、考えておりますのは、ここを整備する目的は

国のほうから、津波の対策ということで予算をもらっ

ております。 

 ただ、土砂災害等に対しましても避難場所となると

思います。ただ、それにつきまして、今後、消防防災

課のほうと協議していかなければならないということ

で、今現在、指定そのものについては、建設部だけで

はなくて、消防防災課、総務部のほうとも協議して、

指定していきたいというふうに思っております。 

 以上です。 

○議長（中平浩志君）  ４番黒沼繁樹君。 

○４番（黒沼繁樹君）  その辺を協議してといいます

か、市民が考えているように、大雨でも台風でも、避

難しなきゃならないときは避難できる場所に、そのよ

うにつくっていただきたいと思います。 

 それで、ここは車で避難する場所のはずなんですね。

そうしますと、今、私が言っているのは、どうやって

そこまで車でたどり着くんだと。津波のときはどの

ルートを行けば安全で行ける、何々のときはどのルー

トがいいというのを完成までに確立させていただけば、

ありがたいなと思います。 

 それで、津波というのは、いきなり来るわけであり

ませんでして、大きな地震が来るわけなんですけども、

そうすると、阪神の大震災とかそういうところを経験

したところによりますと、必ず地盤が盛り上がったり、

亀裂が入ったり、それから電柱が倒れたりしまして、

大概、車っていうのは通行できない状況になってしま

うんですけども、今の現状で、もうここに防災公園を

つくりましたということで、もう車が行けないとしょ

うがないというふうに思いますんで、浸水想定区域の

ところを電線地中化の計画を街なかじゃなくて、人命

尊重という意味で、そちらのほうに優先していただき

たいと思いますけども、お考えのほうをお願いいたし

ます。 

○議長（中平浩志君）  中森建設部長。 

○建設部長（中森誠君）  地震のときに、多分、液状

化だと思いますけれども、そういったことで電柱等が

倒れるという事例がありました。これにつきましても、

国のほうでは、今現在、学校周辺ということで、事業

を補助するということで事業が進んでおります。 

 ただ、今現在、浸水区域全体を電線地中化するとな

ると、膨大な事業費がかさむことになります。という

ことで、ちょっと大変難しいとは思いますけれども、

その辺避難できる、避難路となるようなところにつき

ましては、今後、その電線地中化だけではなくて、さ

まざまちょっと研究してみたいと思います。 

 以上です。 

○議長（中平浩志君）  ４番黒沼繁樹君。 

○４番（黒沼繁樹君）  ちょっとせっかく総合防災公

園つくりまして、どうやってそこまで避難するんだっ

ていう感覚が抜けているような気がしまして、せっか

くつくりました。車で行ってください。電柱が倒れま

した。行けませんということでは、ちょっと非常に多

額のお金を使い、事業費を使いまして。 

 それは今から同じ事業費の中でやってくださいとい

うことじゃないんですけども、つくったんだから、そ

こまでのアクセスは、こういうふうにしてありますと

いうことを市民に提示していただければありがたい、

またいい計画だなというふうに思うんですけども。 

 どうも、どこか遠くに公園ができました。で、どう

やって避難したらいいべというんじゃ、ちょっと情け

ないような気がしますので、その辺を考えていただき

たいと思います。 

 続きまして、14番なんですけども、確かにこれ、県

の仕事なんですが、実は私、過去にこれやったことが

ありまして、それは住みよい町ランキングというのを

毎年、東洋新報のほうで発表なさっているんですが、

久慈市は残念ながら800ぐらいの自治体がある中で五
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百何十番といって、下位を毎年低迷しておりました。 

 それで、その中の５つぐらい項目がありまして、快

適度というのが七百五、六十番目、本当にびりけつの

ほうなんですね。 

 それで、せめて河川敷といいますか、そういう緑化

できるところを緑化していったら、その快適度という

ところが500番になったり400番になると、全体で久慈

市のランキングが300番になるとか、そういうふうに

なると思うんですけれども。 

 それで、これが県の仕事なんですけども、久慈市と

しまして、例えば津波でさらわれてしまった湊の付近

の防潮林を今後、どうしていくんだろうと。あるいは、

湊の前浜の砂浜があるんですけど、これは今現在、十

府ヶ浦に続きまして、ほんの少しだけ負けておるんで

すけども、県下で２番目に広い場所なんですね。そう

いうところを例えば美化活動、あるいは快適度を上げ

るために、どういうふうに保護とか改良していきたい

と考えていらっしゃるかということを教えてください。 

○議長（中平浩志君）  中森建設部長。 

○建設部長（中森誠君）  河川の環境美化ということ

でございます。これは、市長のほうからも申し上げま

したとおり、久慈川、長内川、夏井川で、さまざま事

業を展開して、私どもも一緒になって灌木等の伐採等

に参加しております。 

 これは本当に今、一番やっているのは大川目地区な

んですけれども、これらは、灌木が生い茂ったところ

を何とか人が歩けるような形で、散歩できるような景

色にしたいということで、私ども、さまざまかかわっ

ております。 

 また、その湊の防潮林、前浜の砂丘ですね。砂丘と

いいますか砂浜、ここは県内でもかなり有数だという

ことで、野鳥をかなり観察する方が見えているという

のは、認識しておりますけれども、これらにつきまし

て、何かボランティア団体等がある場合には、そうい

った方々と一緒になって、環境美化に努めてまいりた

いと思います。 

 以上です。 

○議長（中平浩志君）  ４番黒沼繁樹君。 

○４番（黒沼繁樹君）  よろしくお願いいたします。 

 それで、先ほど住みよい町ランキングというのがあ

るんですね。これはやっぱりそういう例えばＫターン

というのを考えたときに、じゃあ、その人は何を思っ

て久慈市に来たいというふうに考えるかというと、

ホームページ見たりいろんな情報を知るんでしょうけ

ども、例えば、そういう全国ランキングというのを見

て、余り大した町じゃないなというふうに思うかもし

んないし、それともう一つ、人口減対策でいろいろと

支援事業をなさってくださっているのは、きのうから

拝聴していますけども、住みにくい、生きにくい町っ

ていうのは、もしかしたら全国版でランキングがある

かもしれない。 

 それは、多分、そういう東洋新報とかでは出してな

いんでしょうけども、自殺率とか、それが受け手にと

っては、生きにくい町だと、生きにくい県だと、どう

せＩターンする、Ｕターンするんだったら、マイナス

の少ないところに行きたいというふう判断になろうか

と思うんです。 

 それで、自殺対策の件を癩癩 

○議長（中平浩志君）  黒沼議員、岩手の川と海

岸癩癩 

○４番（黒沼繁樹君）  いいえ、すみません。別の件

です。 

○議長（中平浩志君）  どこの部分に関連ですか。 

○４番（黒沼繁樹君）  子育てとかそういう人口減の

ことで、ちょっと地方再生とか、そういうことでお尋

ねしたかったんです。 

 片一方では、こういうことで人口をふやしたり、減

を食いとめたいという方策があると思うんですけれど

も、その中で一番大切なことは、自殺対策じゃないか

なというふうに思っていましてお尋ねしたんですけど

も、お答えいただければありがたい。 

○議長（中平浩志君）  今の質問に関しては、子ど

も・子育て支援の質問要旨の中でということですか。 

○４番（黒沼繁樹君）  はい、そういうことで。 

○議長（中平浩志君）  ちょっと入っておりませんけ

ども。 

○４番（黒沼繁樹君）  要するに、人口減少に対しま

して、市のほうでいろいろ対策なさっていると思うん

ですが、一番、イメージの悪いものの対策はどのよう

になさっているんだろうかなということをお尋ねした

いんですけど。 

○議長（中平浩志君）  中居副市長。 

○副市長（中居正剛君）  ちょっと質問の意味がよく

わからないんですが、イメージが悪いと言われても、
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私どもは、久慈市は住みよい、安心・安全な町を目指

して、一生懸命頑張っているわけですから、イメージ

が悪いという質問、そのものはよく意味がわかりませ

ん。 

○議長（中平浩志君）  ４番黒沼繁樹君。 

○４番（黒沼繁樹君）  言葉足らずで。 

 実は最近、岩手県がワースト１になったんです。秋

田県を抜きまして。それは、久慈市は岩手県の中にい

ますんで、当然、外部の目には、そういうふうに映る

んではないかなと思った話だったんです。 

○議長（中平浩志君）  ちょっと待ってください。今

の質問はどこに関しての質問でございましょうか。こ

れについては、自殺対策は出ておりませんので、その

辺は配慮していただきながら質問していただきたいと

いうふうに思います。 

○４番（黒沼繁樹君）  どうしましょうかね。答えて

いただければありがたいんだけども、でなかったら撤

回いたします。 

○議長（中平浩志君）  黒沼議員、通告していなけれ

ば、この部分に関しては、答弁のしようがないという

ふうに思われますので、ご配慮いただきたいというふ

うに思います。 

 時間がございませんので、答弁を含めながらの質問

とさせていただきます。４番黒沼繁樹君。 

○４番（黒沼繁樹君）  すみませんでした。混乱させ

まして申しわけないです。 

 いろいろとありがとうございました。よろしくお願

いいたします。 

○議長（中平浩志君）  14番砂川利男君。 

○14番（砂川利男君）  それでは、佐々木栄幸議員に

関連して、何点かお尋ねをさせていただきます。 

 ６番目の光ファイバーについてお尋ねをいたします。 

 山形村と久慈市が合併するに当たって、大きな目玉

政策の一つだと私は理解していたんですが、各戸の軒

先まで光ファイバーを引いて、情報の過疎はつくらな

い、こういう説明を市民にして合併をいたした結果、

合併した途端に断念するんだと。約束がほごにされた

経緯をたどって今日まできている中で、光ファイバー

が、おかげさまで市内を網羅するに至る状況が生まれ

た。これは非常にありがたいことだなというふうに感

謝しております。 

 そこで、この当時の説明の中には、携帯電話がいた

るところで聞けるようにしたいいうお話を申し上げた

ところ、携帯電話を使うようにするにしても、光ファ

イバーというものがあることで、それが実現に有利に

働くという意味合いのものだから、どうしても光ファ

イバーをやるべきだという意味で、この形に踏みこん

だんだという説明を受けてきた。 

 したがって、インターネット等を使う方においては、

現在でも十分使える整備ができたと思うんですけれど

も、残念ながら、この携帯電話については、いたると

ころでまだ使えない地域が点在していると。 

 そういった意味を解消していくにも、この光ファイ

バーというものを活用の仕方をこれから期待できるな

という状況にございますので、この点については、ど

のような方向でお考えになっているか、お聞きします。 

○議長（中平浩志君）  一田総合政策部長。 

○総合政策部長（一田昭彦君）  携帯電話の不感地域、

まだまだ市内あるところでございますが、これの解消

につきましては、光ファイバー、ブロードバンドの基

盤整備事業で有利に働くことは事実でございます。 

 ただ、そういう部分ではありますが、あくまで業者

のほうにいたしますと、採算部分もございます。利用

者の部分もございます。そういう部分で採算的な部分

があれば、業者のほうも積極的に鉄塔等を活用して、

携帯の不感地域の解消に進むということでございます。 

 そういう部分で、我々も機会あるごとに業者のほう

に対しましては、今ある鉄塔なんかを活用しまして、

できるだけ不感地域の解消に努めてくださいというこ

とで要望をしておりますんで、今後ともできるだけ光

ファイバー、ブロードバンドの基盤整備が、より効率

的になれるように取り組んでまいりたいと思っており

ます。 

○議長（中平浩志君）  14番砂川利男君。 

○14番（砂川利男君）  この問題をもっとお聞きした

いんですけど、時間が割り当てがないので、別の機会

に議論させていただきたいと思います。 

 それでは、８番の④、森のようちえんについて、先

ほど答弁をいただきました。保育園、幼稚園、学童保

育、それぞれに体験型を取り組んでもらえるというこ

とで、大変これはすばらしいことだなというふうに感

じさせていただきました。 

 これをよその県の実態というものの例が、この農業

新聞に、たまたま今月載ったので、参考までに申し上
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げたいと思うんですが、もともとこの野外保育という

ものは、長野県が早いようでございまして、それで、

最近は鳥取県でも、県自体が里山自然保育認証制度と

いうものをつくりまして取り組んでおると。 

 そこで、団体等がこれを活用して、在籍児童のうち

の４割が県外から移住者という団体もあるというとこ

ろまで、この取り組みが成果が出ているというのが出

ておりますので、この人口減少に対する対策として、

即戦力となるのが、よそからの移住者が来てくれれば

一番手っ取り早いんですけども、そういった先行例で

非常に成果を上げているところが、島根県の海士町で

もそうでございますし、またこの近く、隣の鳥取県は、

今度は森のようちえんなるものを県が始めて取り組ん

で、在籍児童の４割がよそからの移住者という成果は

上がってきていると。 

 という意味から考えていった場合、当市も合併前は

山村入学制度を設けて、非常にいい方向に向くかなと

思ったら、これも残念ながらほごにされてしまったと。

それで、現市長さんが非常に関心を持って、考えて検

討してみたいというお話も、前にいただいたような気

もするんですけども。 

 そこで、私は繋の小学校は特殊なつくりで、中に泊

まることも、入浴をすることも、食事もつくることも

できるような複合型というか、すばらしい施設だと私

は聞いてきたような気がしているんですけども、こう

いったところを子供たちに開放して、やっぱり移住者

を、団体を呼び込んでいくために試験的に市内の子供

たちを対象にやってみる必要があるんでないかなとい

うふうに思うんですが、そういった意味では、どのよ

うな感想を持っておるかお尋ねします。 

○議長（中平浩志君）  和野生活福祉部長。 

○生活福祉部長（和野一彦君）  今、議員さんから、

森のようちえんについてのお話がございました。 

 確かに、移住という面でも、効果があるものという

ふうにも認識はしております。これにつきましては、

議員さんのご提言を踏まえまして、市といたしまして

も、ちょっと研究をしてみたいというふうに考えてお

ります。 

 以上です。 

○議長（中平浩志君）  14番砂川利男君。 

○14番（砂川利男君）  これも時間の関係で、別な機

会に議論させていただきたいと思います。 

 次に移らせて、16番の久慈の歴史マップについてお

伺いをいたします。 

 今までの取り組みとしては、この文化財指定マップ

というものをつくっていただいて、非常にありがたい

なというふうに思っているんですけども、これを今度

は歴史をわかりやすく簡単に見て、それに基づいて市

内をめぐれるというような、手がかりになるというよ

うな簡単なものを私は想定して、前にお話し申し上げ

た経緯がございますが、再度、この歴史マップという

ような形のものをおつくりいただきたいなという意味

で、今回は、山伏に焦点を当てて質問をさせていただ

きたいというふうに思います。 

 じゃあ、久慈にどれだけ歴史を掘り起こしていくと、

歴史があるんだという考え方は、考えてみたら、あん

まり目に見えるものもないし何もないとそういうふう

に思われるので、実はそうじゃないんだということを

申し上げたくて、教育委員会さんのほうにも答弁要請

もしてございますので、その中から参考までにお聞き

を申し上げたい。じゃあ、何が久慈が修験道にかかわ

りがあるんだと。 

 私は前に、この久慈は修験道の村だということを申

し上げた経緯がございます。そういった意味でお調べ

になって、答弁にお願いしたいということを申し上げ

てございますので、久慈に修験道というのはいろいろ

あるんですけれども、全部ご説明いただけば時間がか

かるので、久慈村についてちょっとお答えいただけま

せんか。 

○議長（中平浩志君）  加藤教育長。 

○教育長（加藤春男君）  今のは質問通告に入るんで

しょうか。 

○議長（中平浩志君）  今のは、砂川議員、修験道で

すか。これは歴史マップについてですよね。その辺を

踏まえて、質問要旨にあったような形での関連質問を

お願いいたします。14番砂川利男君。 

○14番（砂川利男君）  じゃあ、その前に私が何を説

明しようと思っておるのか、ちょっと教えてください。 

○議長（中平浩志君）  今のは誰に対しての質問でご

ざいましょうか。14番砂川利男君。 

○14番（砂川利男君）  今、教育長の答弁に対して、

何が関係があるんだと、関係がないようだというよう

なお話というふうに私は解釈したもんだから、私は前

後の説明をしないと、私が言わんとすることが理解い
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ただけないから、その話をしているつもりが、いきな

り核心をお話ししなさいというような意味に解釈した

もんだから、じゃあ、何を私が質問しようとしている

のかわかっておられて、そういう質問をしているのか

もしれないから、それを答えていただければ、私のほ

うで的確な質問をさせていただくのに都合がいいから、

そういう質問をしました。 

〔「じゃあ、反問権を使ってください」と呼ぶ者あり〕 

○議長（中平浩志君）  加藤教育長。 

○教育長（加藤春男君）  何を質問しているかわかる

かということのご質問のようにお伺いしましたけども、

先ほどの質問は、修験道の場所が久慈村に幾つあった

かということに聞こえましたが、この歴史マップの作

成に取り組むべきと思うが考えを問うということと、

どのような関連があるのかお伺いしたかったというこ

とでございます。 

○議長（中平浩志君）  14番砂川利男君。 

○14番（砂川利男君）  それでは、私のほうから具体

的に申し述べます。 

 久慈市が修験道の村なんだということを私は勝手申

し上げたんだけれども、一般的には何が修験道の村な

んだというのが普通だろうと思いました。そういった

意味で、久慈市にどれだけあるのかということを調べ

てみると、相当な数のものがあると。したがって、そ

ういったものを文献等を整理して、久慈市の歴史マッ

プの一部につけ加えていただくためには、歴史の経過

というものを知る必要があるのでないかなという意味

で、私は申し上げているつもりなんです。 

 そういった意味から申し上げますと、久慈市の修験

道を書いた「修験道霞職の史的研究」というもので見

れば、久慈村に南光院支配が23、南学院支配が38、大

川目に五つ、長内村に10、小久慈村に13、閉伊口村に

九つ、長久寺村に三つ、夏井村に七つ、小国村に10、

合計で120件のお寺ないしお寺に相当する院号を持っ

たものが存在したことが明らかになっている。 

 それが、例えば久慈村で申し上げれば、修験本山、

春日明神堂、新山権現堂、弁財天堂、南光院、本山修

験天台宗聖護院宮院家若王子配下、多宝院、浄覚院、

こういうのが120件余りあるんです。その中で、久慈

にあったとされる南光院、金剛院、杉本坊、ヨウガク

坊、大楽院、八代龍院というのは、総本山の京都の聖

護院というお寺を私は訪ねていって、これはコピーし

ました。 

 これが、聖護院に久慈市の修験道のお寺が登録され

た数です。大体18ぐらいあるんですけど、この中に久

慈の南光院、金剛院、杉本坊、ヨウガク坊、大楽院、

八代寺が入っている。それぐらい中央に密接な関係で

もって、久慈市は修験道の村だったということが言え

るんです。 

 ですから、そういったものを精査して、久慈市内の

歴史マップの一部に加えていただくという考え方もど

うですかという意味で申し上げるために、長たらしい

形になったんですけども、説明させてもらったという

ことなんですけど、ちょっと感想を聞かせてください。 

○議長（中平浩志君）  加藤教育長。 

○教育長（加藤春男君）  先ほど答弁申し上げました、

今の久慈市の文化財、歴史等について、いろいろデー

タベースをつくっております。その中には、本当に久

慈市の指定文化財は、例えば民俗資料、それから偉人

の資料、加えてジオパークの資料とか、台場や闘牛の

資料、近代化遺産の資料等、できるだけ教育委員会で

押さえているものは網羅するつもりでおります。 

 新たなもの、今言った修験道等についての研究につ

いては、いろんなところでなされているかもしれませ

んが、久慈市の教育委員会としてまとめているものは

今のところはございません。そういうものを含めて、

どんどん新しくできてきたものはデータベースに入れ

ていきたいというふうに思っております。 

 教育委員会だけではなくて、久慈には九戸歴史民俗

の会もございますし、民間の研究者もたくさんおられ

ますので、そういう方々が久慈の歴史を掘り起こして、

そしていろんなことがわかってきて、久慈の歴史がよ

り豊かなものになっていくということは大変すばらし

いことだというふうに思っておりますので、議員もそ

のように尽力されていることにつきましては感謝申し

上げたいというふうに思います。 

 そういうことを取り入れまして、久慈の歴史がわか

りやすいような地図をつくっていくということは大変

いいことだというふうに思います。これについては、

先ほど申し上げましたように、関係のところと一緒に

なって研究・検討してまいりたいというふうに思いま

す。 

 以上でございます。 

○議長（中平浩志君）  14番砂川利男君。 
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○14番（砂川利男君）  何か教育の先生に煙に巻かれ

たような気がするんですけども、最後に誤解のないよ

うに一言だけ説明をさせていただきます。 

 聖護院といえば、金閣寺とか、ああいう感じの有名

な寺でないから、その辺の大したことはないお寺だと

いうふうに誤解されても困ります。京都の回し者でも

ないから、安心して聞いてください。 

 寺には寺格というのがあるそうでございまして、門

跡寺院というのがございまして、宮院家門跡、ここに

若王子配下とありますが、宮院家という門跡の若王子

藩が当地方に影響力を持っていたと。ですから、聖護

院というお寺は千年の歴史のあるお寺でございますの

で、天皇が入って住職に住まわれたお寺でなければ、

門跡という呼び方をされておりません。ですから、お

寺の中で寺格が一段高いお寺の直結に我々久慈地方が

つながっていたという意味で、これをご紹介させてい

ただきました。 

 ですから、門跡というものにもいろいろございます。

その点については、今ここで触れる必要がないからや

めておきますけども、修験道の片りんとして皆さんは

聞いたことがないと思うんですけども、繋には大変な

清閑院ちどうというとてつもない力の持った方がおら

れたことになってございます。 

 飛ぶ鳥も念力で落とすぐらいのパワーを持っていた

ということで、この方は修験道の世界では日本の中で

も名が通っている方が繋の出身の方がおったというこ

とで、それぐらい当地方は修験道に関するものはつな

がりが深い歴史があるんだということを申し上げるた

めに、わかりづらい説明をおつき合いをいただいて、

大変失礼をいたしましたが、もう一回、歴史認識に対

する思い入れを聞かせてください。 

○議長（中平浩志君）  加藤教育長。 

○教育長（加藤春男君）  本当に議員には歴史のうん

ちくといいますか、深い知識をご披露いただきまして、

ありがとうございました。いろいろな方々の研究等を

もとに、教育委員会としても豊かな久慈の歴史を発掘

していきたいというふうに思います。きょうはありが

とうございました。 

○議長（中平浩志君）  23番大沢俊光君。 

○23番（大沢俊光君）  佐々木議員に関連いたしまし

て、何点かお尋ね、質問したいと思います。 

 まず最初に、９番、宇部川地区のほ場整備事業にか

かわってでございますが、先ほどの答弁では、28年の

９月に事業が完成する予定だと、そして平成30年には

換地を完了すると、全体のお話をいただきました。 

 私らはある意味では当事者なわけでありますけれど

も、全体がおくれております。ハード・ソフトあるわ

けですが、事業の進捗状況というのは、これに向けて

鋭意努力してもらっているわけですが、今、当事者と

して心配していますのは、ことし作付した分の収穫物

を処理するライスセンター、これがいまだに工事が着

手しておりません。 

 入札が終わったわけですが、敷地が二転三転した部

分がありまして、私どもとすれば、久慈市の施設であ

ります久慈市立園芸センター、ここを望んだりお願い

したいと思っているわけですが、市のほうでの対応も

そのことに沿ってくれるのではないかなと思っていま

すが、考え方なり進め方なり、支援の仕方、対応の仕

方などについてお尋ねをしたいと思います。 

○議長（中平浩志君）  浅水産業経済部長。 

○産業経済部長（浅水泰彦君）  宇部川地区のほ場整

備にかかわりましてのライスセンターの整備というこ

とで、先般、入札で施工業者が決定されたというふう

に伺っております。間もなく収穫時期になるわけでご

ざいまして、現行の園芸センターの用地の一画に整備

するということで、用地についてはご提供申し上げる

ということになっているわけですが、いずれ今年度、

間もなく迎える出来秋の部分で、ライスセンターがす

んなり使えるようなスケジュールには厳しいのかなと

いうふうに考えておりますが、いずれ対応といたしま

して、代替といたしまして、支障が生じないように支

援してまいりたいというふうに考えております。 

 以上でございます。 

○議長（中平浩志君）  23番大沢俊光君。 

○23番（大沢俊光君）  ぜひ、支障がないように、作

付したものを収穫できる体制についてはお願いをした

いと思います。 

 それから次に、行ったり来たりですが、３番の久慈

版地方創生の③、「あまちゃん」でブームを呼んでお

りますし、観光客がデータ的にとってみても、施設別

を私が調べた分があるんですが、25年度ではやませ土

風館に、延べですが、104万人もおいでいただいたと、

26年度に至っても91万人。 

 そのうち小袖地区に来たのが25年度で20万3,000人、
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26年度で10万人と、こういう対比してみますと、どち

らにも観光客は行ったり来たりがあるわけですが、や

ませ土風館というか、久慈の街なかに来て、そこで帰

っていく数が圧倒的だと、90万人、100万人と。 

 こういうことを考えますと、久慈にしかない観光資

源、地元の宝である海女物語、海女の歴史の掘り起こ

しが着々と官民両方で進んで、注目を浴びているわけ

ですが、この辺は久慈市全体で「あまちゃん」を契機

に捉えて、久慈に来れば北限の海女と出会える町だと、

今度は駅前開発事業もやるわけですが、土風館との町

の方、あるいは市民が望んでいる回遊性を高めるため

にでも、７月から９月までは小袖で素潜りの実演があ

るわけですが、それ以降の海女さんたちの対応などを

考えれば、12カ月サイクルでの観光の対応の中では、

こういう街なかを歩いてもらうと、こういうふうなの

なども含めた地方創生版の事業に組み込んだらどうで

すかという通告に対して、前向きに検討したいと、こ

ういう答弁をいただきましたけれども、この辺のここ

だけという、久慈の観光の北限の海女の街なかに来る、

土風館に来る、あるいはこれから駅前を整備すること

による回遊性を高める、実績のある100万人、90万人

が来る観光客の対応として考えたらどうですかという

提言でございますけれども、再度お尋ねしたいと思い

ます。 

○議長（中平浩志君）  中居副市長。 

○副市長（中居正剛君）  ただいまの久慈に来れば海

女と出会える、そういうまちづくりを目指すべきだと

いうご提言をいただきました。 

 議員さんおっしゃるとおり、そういう形が、例えば

京都なんかに行けば、街なかで舞妓さんを見れるとか、

そういう形で観光客の大きな魅力の一つになっている

という事例等もございますので、どういう形でただい

まの提言を実現できるか、内部でもって検討させてい

ただきたいと思います。 

 以上です。 

○議長（中平浩志君）  23番大沢俊光君。 

○23番（大沢俊光君）  ありがとうございます。 

 恐らく財源の問題も絡むと思うので、ひとつ国やら

関係する省庁に、創生事業の中で財源を確保しながら、

ぜひ実現してもらいたいと思います。 

 それから次に、12番の街なか市街地の活性化にかか

わるところでございますが、事務事業説明の中でお聞

きしましたし、新聞、マスコミ報道等で出ております

ので、ある程度はわかるわけですが、特徴として、事

業の進め方とすれば、見直しをした計画がいよいよ最

終章に入って、関係省庁に12月に協議されるというふ

うに説明を受けておりますが、この事業そのものがそ

もそも計画構想があったわけです。それを遠藤市長が

選挙戦を含めた見直しの公約の中で事が運ばれており

ますが、見直した計画の特徴なり良さなりというのが

どういうところに集約されているか、あるいは概況、

特徴、良さなどをご説明いただきたいと思います。 

○議長（中平浩志君）  遠藤市長。 

○市長（遠藤譲一君）  見直しを訴えて選挙戦、これ

も一つの争点にさせていただきました。中心市街地の

にぎわいを取り戻すんだという意味で、私はもっと市

民のその地区の方々だけではなくて、久慈の駅前は顔

ですので、そういう意味で市民の幅広いご意見をいた

だく場がもっと必要だというふうに考えておりました。 

 あわせまして、前回の計画ですと、図書館がサブの

本当にミニ図書館というふうでありまして、あとは集

会施設、貸しスタジオが入ったりというぐらいで、本

当にこれでにぎわいが、人が集まるだろうかという疑

問もあったので、これについてはもっと議論すべきだ

というふうに思った次第です。 

 今回は図書館、この事業のメーンが図書館整備とい

うことになっておりますので、全館を駅前に動かそう

というふうに訴えてまいりました。高校生の皆さんか

らよく言われているんですけども、久慈の駅前は、例

えば電車、あるいはバスの待ち時間にいるところがな

いと、居場所がないという話もありまして、川向こう

の図書館だとやっぱり遠いというふうな、非常に使い

づらいという話もありましたので、そういった観点か

ら、人を呼び込むためには中途半端な形ではなくて、

きちっと力を入れて重点的に取り組むと。 

 今回も、図書館についても、中身がさらに問題だと

思っておりますので、子育て中のお母さんが小さな子

供さんたちと、本の読み聞かせ等を含めて来ていただ

けると、本当に利用者がどんどんふえると、そういう

ふうな中身にしなければいけないと思って、今回は計

画をしております。 

 あわせまして、駐車場の整備も必要ですし、観光バ

スの駐待機所がないというお話も前からありました。

そこら辺のところと、事業費、これは当然考慮せざる
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を得ない状況であります。非常に厳しいという話を繰

り返し議員の皆様にもお話ししておりますが、限られ

た財源の中で、どうやって本当に人が集まってきてい

ただける、利用いただける、そういうゾーンにするか

ということを市民の皆様からも幅広くご意見をいただ

いて、それは高校生、若い方のご意見もしっかりとお

聞きしなくちゃいけないと、そういうこともありまし

て、アンケートも実施させていただきました。 

 アンケートの結果、多数に決めるということではな

かったんです。それも踏まえて、事業費と、あとは整

備の期間的な限定がありますので、もろもろ考慮した

結果、今回の手続に進んでいるところでございます。 

○議長（中平浩志君）  23番大沢俊光君。 

○23番（大沢俊光君）  大変期待をしております。私

も、当初の計画の中から、１階上乗せをして３階にし

て充実させるべきだという提言をした一人としては、

大変今の見直しの部分については期待をしておるとこ

ろでございます。 

 場所の問題なわけですが、これについても３要件が

あって、それにかかわるやりとりがあって、方向づけ

が示されたということですが、市民から聞くという話

の中と、関係者から聞くという流れの中で、この方向

づけ、Ｂ案でいくんだという方向づけが示されて間も

なく、久慈商店会の皆さんが要望書を出していると思

うんですけれども、内容をお聞きしながら、対応でき

る内容と考えておるのか、今後の考え方についてお尋

ねしたいと思います。 

○議長（中平浩志君）  中居副市長。 

○副市長（中居正剛君）  中活の基本計画にかかわっ

ての連合商店街から要望がございました。その内容と

いうのは、今の駅前ビルを解体し、そして周辺を更地

にして、そしてイベント広場を整備してほしいと、そ

ういう要望でございました、内容は。 

 それについては、現在、先ほど市長が申し上げまし

たように、Ｂ案で駅前の今の第２期計画をやっていく

んだということでございまして、要望の内容について

は今後の検討課題ということでのご回答を申し上げた

ところでございます。 

 以上です。 

○議長（中平浩志君）  23番大沢俊光君。 

○23番（大沢俊光君）  単純に申し上げますと、事業

そのものの進め方についてはそれでいいわけですが、

部分的に心配する部分は、耐震やら、年数から見て、

建物がずっと未来永劫残るようなことになりますと、

市長さんが言う久慈市の玄関だと、最も大量のにぎわ

いを創出しなきゃならない場所だということを考えま

すと、市長さんの答弁の中でも、駅前開発の見直しは

この事業をやって終わりではないんだと、こういうふ

うなお話をしたということがコメントとして当時の新

聞なんかにも載っていますが、ひとつ恐らく財源の問

題が一番だろうと思うんであります。 

 この辺あたりは、市長さんのスタンスとして、市民

の声、意見、関係者から聞くと、こういうスタンスを

とっておりますので、ぜひこういう商店会の皆さんが

まとまって思いやら考えを述べていることにつきまし

ては、この事業とはまた区分しながら、駅前開発のあ

り方について進めるべきだと、こう思うのであります

けれども、考え方をお尋ねいたします。 

○議長（中平浩志君）  遠藤市長。 

○市長（遠藤譲一君）  国との事業期間の設定との関

係がございます。お話しのように、総事業費の地元負

担の関係もございます。いろいろご意見はお聞きした

んですが、概算要望を出した後に連合商店街のほうか

ら更地にしてほしいというお話がありましたので、今

回はＢ案で進めるというふうに今はしております。 

 これで未来永劫終わりというふうにはなりませんの

で、Ａ案は、今の駅前ビルを無償で提供いただけるの

であれば、テナントも円満に出ていただいて、市の負

担がない形であれば、そこに複合施設を建てるという

のがＡ案だったんですが、連合商店街のご提案は建物

は建てないようにというふうなことなので、そこにつ

いては今回建てる話にはなっておりません。 

 今回はＢ案の形で進めるということになりますが、

これから次の事業計画を、また時代も動いていきます

ので、そういった状況を見ながらの課題としていきた

いと思っております。 

 広くご意見をお聞きするというのは基本的なスタン

スなんですが、やはりそれぞれ手続に間に合って出し

ていただかないと、進んでいるところが後から違うご

提言が出てくると、なかなかこちらとしても対応が難

しいということもございます。駅前ビルの取り扱いに

ついては、所有者の皆さんのお考えもございますので、

久慈市のものではありませんので、そういった危険性

等も含めて、あとはこれからの次の事業展開も含めて、
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検討課題になろうかというふうに思っております。 

○議長（中平浩志君）  23番大沢俊光君。 

○23番（大沢俊光君）  県北の拠点都市、そしてなお

かつ玄関、顔になる場所でございます。どうかひとつ

慎重審議にも、市民やら関係団体の要望、それぞれが

うまく折り合いがつくような形で進めることをご期待

申し上げます。 

 最後に、13番の２、県道野田長内線のところでござ

いますが、全体計画の話、工区など、いろいろ答弁を

いただきました。30年度が完成というふうな話でござ

いますが、関係者にすればもっと早く期間を縮めても

らいたいものだなという思いがあります。 

 ここは被災地なわけでありますが、県道の部分も津

波を受けたり、いろいろあったわけですが、国なり市

が進める流れの中で、復興事業に組み込まれるとか、

復興の支線路線などというふうな位置づけが国との中

でどういうふうになっていますか。県道だから県に全

て任せてあると、委ねますという考え方でしょうか、

事業の流れなどを教えてください。 

○議長（中平浩志君）  中森建設部長。 

○建設部長（中森誠君）  まず、県道野田長内線に関

連して、復興道路の取り扱いでございますけれども、

復興道路といいますか、復興交付金の事業になります

と、１件ずつ審査がございます。それは担当している

部署で提出するということになっておりますので、そ

れらが全部１件ずつ復興庁のほうと折衝いたしまして、

認めてもらうというふうな形になりますので、復興交

付金による事業は担当、ここの場合でありますと県と

いうことになります。 

 以上です。 

○議長（中平浩志君）  23番大沢俊光君。 

○23番（大沢俊光君）  県でも久慈市でも財源で大変

なわけですが、ひとつ国なり制度を使って、地域住民

なり観光スポットとしても重要な路線でもございます

ので、多角的な働きかけやら運動をして、ひとつ一年

でも早い完成を目指すようにお願い申し上げたいと思

います。 

 以上で、私の関連質問を終わらせていただきます。

ありがとうございます。 

○議長（中平浩志君）  24番濱欠明宏君。 

○24番（濱欠明宏君）  24番濱欠明宏でございます。

政和会代表の佐々木栄幸議員に関連をしまして、何点

かお尋ねをしますが、時間がお昼過ぎましたので、手

短に簡潔にしたいと思っております。よろしくお願い

いたします。 

 初めに、３番、久慈版地方創生についてであります。 

 市長からお話がありました。28年度は負担を求める

というふうなことでありまして、負担があっても有無

を言わさず、いずれ名乗りを上げていくんだと、地域

のために頑張るんだという話でした。 

 27年度の交付金事業は、当初は全額、国が交付金と

して出すという制度でありましたが、残念ながら28年

度は、市長答弁があったとおり、自治体に２分の１の

負担を求めるという制度に変わりました。27年度事業

について、交付金事業がもしあったとすれば、26年度

の中で国のほうに要望を出すわけですけれども、その

要望額、あるいは全額、国が交付するという観点から

いきますと、ある意味では積極的に事業の要求もした

んだろうと思うわけですが、まずその点をお聞かせく

ださい。 

○議長（中平浩志君）  一田総合政策部長。 

○総合政策部長（一田昭彦君）  27年度事業につきま

しては、26年度の補正予算で消費喚起・生活支援型、

いわゆるプレミアムつき商品券とか、あとは低額所得

者の商品券の配付とか、そういう部分で久慈での枠で

すと、たしか8,300万ぐらいだったと思っていました。

あとは、それから地方創生先行型ということで、こち

らのほうも例えば子育ての部分とか、26年度補正予算

の中で上げて繰り越しで使っております。子育て支援

とか、そのような事業に主に使っております。 

 以上です。 

○議長（中平浩志君）  24番濱欠明宏君。 

○24番（濱欠明宏君）  今回、28年度に向けて事業を

要求するというふうなことですが、市長は各部に多分

創生事業を出せというふうなことで指示していると思

いますが、現時点で何事業ぐらいに手を挙げて、事業

額とすればどの程度になっているのかというのをお知

らせいただきたい。 

○議長（中平浩志君）  一田総合政策部長。 

○総合政策部長（一田昭彦君）  これにつきまして、

先日の議員さんの事務事業説明会の中でも概略を説明

いたしました。まだ、その際でも具体的な事業名等は

まだ張りつけになっていなくて、今、担当課と協議中

でございます。 
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 これにつきましては、今月の末にいろいろな事業が

張りつけになって、そして総合戦略会議の中で説明す

るような形になりますが、近いうちに議員さんのほう

には全協か何かで、具体的な事業、それから予算規模、

そういう部分をお示ししたいと考えております。 

 以上です。 

○議長（中平浩志君）  24番濱欠明宏君。 

○24番（濱欠明宏君）  ４番の震災からの復興につい

てであります。 

 これについても、国は当初、全額交付金でやるんだ

ということでした。しかし、市長も答弁なさっている

ように、自治体が一部負担するという状況にもなった

というようなことで、総額6,000万円の影響が出ると

いうようなことであります。地方債を活用するという

ようなことで、復興をきちっとやっていくんだという

話がありました。 

 事業とすれば、総合防災公園、あるいは久慈の湊橋

の架け替えというふうなことが、久慈市の当面の負担

事業で6,000万円でありますが、個々にそれぞれ幾ら

かというふうなことをお知らせを願いたいわけであり

ます。 

 湾口防も非常にそういったことで県の事業なんだけ

れども、完成が平成40年がおくれる可能性が出てきた

というふうな話でありますが、そういったことについ

ても、いずれ国が先ほどの地方創生についてもであり

ますが、事業を一旦100％交付金事業だ、あるいは

100％国がやるんだと言いながら、途中で財源変更す

るというふうなことについてはどのようなお気持ちを

持っているか、お聞かせ願いたい。 

○議長（中平浩志君）  遠藤市長。 

○市長（遠藤譲一君）  復興関連のみならず、介護関

係とか、なかなか国のほうではこれから地方でしっか

りとやってくださいというメッセージが届きまして、

法律も制定するというのが多数ございます。 

 ただ、地方にすると、それは地方の状況に合わせた

事業展開をしたいと、これは地方分権の考え方とすれ

ばそのとおりなんですが、やはり地方で久慈市で事業

を進める上では必要な財源というものがございますの

で、それがついてこないと、あるいは減額をされると、

年を追って減っていくというふうなことがこれまでも

ございましたので、これについては県の市長会、全国

市長会も常に言っていますが、仕事を地方に任せると

いうことであれば、財源もしっかりとセットで国のほ

うで配慮してくれという話は常にしております。 

 今回はそれに類似したようなことでございますけど

も、これについては地元負担が決まった以上はやるの

みというふうになります。湾口防波堤につきましては、

県知事ともお話をしております。知事からは、県の負

担が出ると、これについては事業がおくれないように、

県としては万全の体制で財源を確保しますというふう

に言われておりますので、湾口防波堤が平成40年度を

おくれるということはないものと思っておりまして、

国に対しても一年でも早い完成をということで強く要

望を続けております。 

 なかなか国も当初約束したことをずっと守っていた

だければいいんですけども、国も非常に財源が厳しい

と、財政が厳しいという話はわかるんですけども、や

はり地方に仕事を渡す以上は、継続的な財源確保もし

っかりと約束どおり取り組んでいただきたいものとい

うふうに思っております。 

○議長（中平浩志君）  一田総合政策部長。 

○総合政策部長（一田昭彦君）  それでは、具体的な

市の持ち出し分でございます。 

 まず、総合防災公園につきましては、34億8,000万

のうち18億を除きました残事業が16億4,300万、市の

負担は4,107万と想定されます。 

 それから、湊橋の架け替え工事６億5,000万、これ

が市の持ち出し分が1,300万、それと宇部ほ場整備事

業７億4,630万、このうち市の持ち出しが119万円、そ

のほかに久慈川の幹線水路整備、久喜東漁場整備、そ

れから夏井漁場整備、久喜漁港整備事業等、合計で66

億2,255万と想定しておりますが、このうち市の持ち

出し部分となるのは6,140万ほどであろうと、現在の

ところ試算しております。 

 また、国の事業でございますが、湾口防波堤につき

ましては、これは今後どのような予算がつくかという

のはまだ決定でございませんので、27年度の事業費規

模で言いますと61億3,800万でございましたので、こ

れがそのまま来年の予算規模とすれば、県の負担額と

いうのは１億1,109万ほどと試算されます。 

 以上です。 

○議長（中平浩志君）  24番濱欠明宏君。 

○24番（濱欠明宏君）  次に、５番のふれあいトーク

による地域課題であります。 
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 ふれあいトークで、市長が大尻地内に入りまして、

いろいろと地域の意見を聞いたと。その際に、要望を

出されましたわけですが、その中で特にも冬場がこれ

から来るわけですが、支障木がいつ折れるかという懸

念、それから擁護壁ですけれども、これまたゲリラ豪

雨等が来れば、あそこは非常に水が流れ出ると、危険

な箇所だというようなことでの思いが強くて、こうい

ったことの要望もされたわけですけれども、土砂防護

壁、あるいは支障木、この辺についての具体的な進捗

状況についてお知らせください。 

○議長（中平浩志君）  中森建設部長。 

○建設部長（中森誠君）  大尻地区のふれあいトーク

での要望項目でございます。多岐にわたっておりまし

た。 

 まず初めに、市長のほうからお話ししましたとおり、

ガードレールのかさ上げ、こちらのほうは済んでおり

ます。それから、支障木等につきましては、これまた

地権者の方から了解を得て、地権者の方にできれば切

っていただきたいということで、これからまた地権者

の方に個々当たっていきたいと思います。 

 また、市長のほうからも答弁申し上げましたとおり、

擁壁のかさ上げをしたいところでございますけれども、

なかなか筆界未定地ということで、なかなかに了解を

いただけない、工事そのものが入れないというような

ところがございます。 

 また、一部でございますけれども、のり面といいま

すか、崖の部分で勾配を安定勾配に一回削ったところ

がございます。そこは、ただ住民の方で心配で擁壁が

欲しいと言っているようなところもございます。あれ

は、一応そこの土質を見て、これで大丈夫だというこ

とで、ネット等を張ったりして対応しておりますので、

崩落といいますか、そういったことはまずないという

ことで考えていただきたいと思います。 

 以上でございます。 

○議長（中平浩志君）  24番濱欠明宏君。 

○24番（濱欠明宏君）  支障木のほうは農林水産部だ

ったかなという感じはあるんだけども、置いておいて、

次に子育て支援でございます。 

 きのうも、学童保育についての過密状態等々、いろ

いろな問題点が出されました。いずれにしましても、

子育て支援というのは大きな今久慈市の課題だろうと。

市長は、副市長２人を１人にして、1,500万の財源を

確保しながら、いずれ第３子無料化にも踏み切れたと

いうふうな状況があります。 

 しかし、これはこれとして大きな第一歩なんですけ

れども、さらにきょうも第２子以降の話もありました。

そういう中にあって、認定こども園の新設の関係であ

ります。保育園、そして幼稚園、そして認定こども園、

この違いについて端的にお知らせください。 

○議長（中平浩志君）  和野生活福祉部長。 

○生活福祉部長（和野一彦君）  まず、保育園でござ

いますが、保育園は保育に欠ける児童ということで、

担当が厚生労働省になりますし、幼稚園は教育的要素

が強いということで、担当は文科省になります。認定

こども園は、幼稚園と保育園の両方をあわせ持った施

設というふうに考えております。 

 以上です。 

○議長（中平浩志君）  24番濱欠明宏君。 

○24番（濱欠明宏君）  きょうは数字もあるんですけ

れども、大きな枠組みの話をしますが、いずれにして

も市街地の保育園は過密状態であるというのはご承知

のとおりでありますし、市の遠隔地の保育園は今度は

定員を満たないというアンバランスな状況が続いてお

ります。 

 これも、働く若い人たちが子育てをするためには、

やっぱり働く場所に近いところに子供を預けたいとい

う希望があるわけでありますが、認定こども園の必要

性については先ほどの答弁でもありました。平成29年

度までには何とか、どの方向に行くかにしましても確

保して、支援環境を整えるという話でしたが、認定こ

ども園に関しては民間の方々もやる気をもって事業を

やりたいという方々もおられます。 

 そういった方々のお話を聞きながら、新設、あるい

は現状の保育園、あるいは幼稚園の関係もありますけ

れども、私はいずれ働く若者たちが安心して子供を預

けられる環境をいずれ久慈市は整える、これは市長の

大きな願いの一つでもあるわけですけれども、やる気

のある民間の活力を大いに期待するということも大事

でありますが、その点はいかがでしょうか。 

○議長（中平浩志君）  中居副市長。 

○副市長（中居正剛君）  市長からの答弁でも、受け

皿に不足が生じる見込みなんだということでございま

す。これらにかかわっては、今後、現行の保育園の増

設、あるいは新たな認定こども園の新設といいますか、
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どちらになるかわかりませんが、平成29年度までには、

いろんなご意見をお聞きしながら適切に対応してまい

りたいというように考えております。 

 以上です。 

○議長（中平浩志君）  24番濱欠明宏君。 

○24番（濱欠明宏君）  道路整備についてであります。 

 三陸沿岸の復興道路でありますが、元木沢町内等か

ら出された請願が、結果として改選を迎えたことで審

議未了になったというようなことでありまして、市長

からは、あちこちでもお話しなさっているんですけれ

ども、三陸沿岸復興道路は非常に大事だと、八戸、仙

台に一本化される道路、これは大きな物流の変化を起

こすと。これはぜひとも物流の変化を久慈市としては

受けとめて、そして市長が言っている４市町村で連携

しながら道の駅をつくって、そして所得向上にもつな

げていくんだという話をしております。 

 しかし、いずれ地域住民の声が、結果として議会が

委員会で、３月、６月議会を通して委員会審議をして

継続、継続になった。本当は８月６日までの任期の中

で、議会が今は一年中議会が開いているという状況の

中で、初めて閉会中に委員会が審査をし、結論を出し、

そして議会を招集して、前任期のみんながこのことに

ついて結論を出すべきだったと、私はそう思っている

わけですけれども、そういった意味では前議会におい

ては市民の信頼、市民から出された請願が本会議で審

査されなかったということは大きな私は信頼を失い、

汚点だったと思っております。 

 しかし、市長のお話があった、将来に向けての三陸

沿岸道路の必要性というようなことからいきますと、

国の設計でやることが結果として早期完成につながる

というようなことでありますので、これらについては

市長みずから地域に入っていって、そしてこういう請

願の状況だったけれども、市としてはこういう方向に

あるというふうなことでの理解を求める努力をしてい

ただきたいわけですけれども、その点についてお考え

をお聞かせください。 

○議長（中平浩志君）  遠藤市長。 

○市長（遠藤譲一君）  議会に対する請願の取り扱い

について、私がコメントする立場にはないというふう

に思っております。私が地元の皆様にお話しできるの

は、これからの久慈市の再生、この地域の復興、経済

振興のためには、三陸の高速道路は是が非でも早急に

八戸仙台間全線をつないでいただかなければいけない

と。そのために、久慈市としてもその方向で国に要請

を行ってまいります。 

 ただ、そうは言いましても、地元の皆様の不安感、

これは払拭しなければなりませんので、それについて

は事業主体である三陸国道事務所とも一緒になって、

地元の皆様にしっかりと安全であるということをご理

解いただけるような努力は今後とも続けてまいりたい

と思っております。 

○議長（中平浩志君）  24番濱欠明宏君。 

○24番（濱欠明宏君）  最後に、市道川又橋場線であ

ります。 

 のり面の伐採をしたというふうなことであり、答弁

ではいわば支障木、除雪等の障害になるというふうな

ことで伐採をしたものだと。これらが今後もあれば、

それを随時伐採し、整備していくというお話でありま

す。 

 立木であります。市ののり面の立木は市の財産だと

いうことになりますが、立木の処置はどうなったかと。

要は、切った人がどう処分したかと、あるいは市民の

財産でありますから、財産の管理としてはどうなって

いるのかというのをまずお聞かせください。 

○議長（中平浩志君）  中森建設部長。 

○建設部長（中森誠君）  支障木、立木の伐採した残

りということですけれども、その処理ということでご

ざいますけれども、枝等細かいところはのり面等の市

の土地の中に投棄いたしまして、幹といいますか、も

しかすればストーブ等に使えるようなところは、町内

会とか区長さん等とお話しして、町内のほうで処理を

お願いしているところでございます。 

○議長（中平浩志君）  24番濱欠明宏君。 

○24番（濱欠明宏君）  市道川又橋場線については、

今後ものり面の的確な伐採、そして川又橋場線がさら

に改良整備されることを望みながら、関連質問を終わ

りたいと思います。ありがとうございました。 

○議長（中平浩志君）  一田総合政策部長。 

○総合政策部長（一田昭彦君）  先ほど復興事業の市

の一部負担についてご説明しまして、訂正させていた

だきたいと思います。 

 復興事業の久慈市全体で66億2,255万、これは全体

事業費でございましたので、一部負担と対比するため

には残事業費で比較するほうが一般的だと思います。
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ということで、残事業費の合計は36億5,624万円でご

ざいます。これに対して市の負担が6,140万円ほどと

いうことで、訂正させていただきます。 

○議長（中平浩志君）  再質問、関連質問を打ち切り

ます。 

 この際、昼食のため休憩いたします。再開は午後１

時30分といたします。 

    午後０時20分   休憩   

癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩 

    午後１時30分   再開   

○議長（中平浩志君）  休憩前に引き続き、会議を開

きます。 

 一般質問を継続します。 

 次に、市民共同代表、小倉利之君。 

    〔市民共同代表小倉利之君登壇〕 

○３番（小倉利之君）  このたび市民の皆様方、多く

の方々のご支持をいただきまして、市議会議員として

議席をいただきました小倉利之と申します。また、こ

のたびは、早速の代表質問、一般質問をいただきまし

たことに、議員各位の皆様、そして、市民共同の皆様

に深く感謝を申し上げます。また、全てが初めての経

験でありますことから、これからもご指導をよろしく

お願いしたいと思います。 

 私は、これまで防災、あるいは地域づくり、ＰＴＡ、

職場、そして、家庭、各種ボランティアの領域におき

まして、多くの方々に育てていただきました。今、こ

の場に立っているのもその方々のおかげだと感謝して

おります。したがいまして、私のこれからの質問はま

さに会派名市民共同の名のごとく、市民の声、現場の

声、そして、若者の声として質問をさせていただきま

す。昨日以来、新人の二子議員、そして、岩城議員と

一部重複をいたしますけれども、通告に従いまして、

市民共同を代表して質問をさせていただきます。 

 まず、最初に、復興モニュメントについてお伺いを

いたします。 

 ＪＣ公園内に建立されました鎮魂の鐘ケルンがこの

たび久慈市のほうに寄附されましたが、今後どのよう

な活用策を考えているのかお伺いをいたします。 

 二つ目に、山形総合支所の移転についてお伺いいた

します。 

 支所の検討経過と移転時期についてお示しください。 

 次に、防災行政無線の難聴解消についてお伺いいた

します。 

 一つ目は、難聴地域の状況調査をされているとお伺

いしておりますけれども、その結果についてお示しく

ださい。 

 二つ目に、中山間地の小集落には戸別受信機をぜひ

とも設置すべきと思いますが、そのお考えについて伺

います。 

 次に、いわて国体の開催についてお伺いいたします。 

 競技会場、駐車場、そして、歓迎企画、あるいは宿

泊先の受け入れ等の体制についてお伺いをいたします。 

 次に、低炭素社会の構築についてお伺いをいたしま

す。 

 「低炭素・循環・自然共生」という地域創生実現プ

ログラム策定事業モデル地域に久慈地域が県内で唯一

選定されておりますが、その取り組み状況についてお

聞かせください。 

 次に、人口減少対策についてお伺いをいたします。 

 盛岡・宮古地域に開設予定のいきいき岩手結婚サ

ポートセンターについてでございます。これは、当市

においても設置すべきと考えておりますが、当局のお

考えをお示しください。 

 次に、学童保育について３点お伺いいたします。 

 一つ目は、市内における学童保育施設の設置数と利

用児童数についてお聞かせください。 

 次に、施設設置にかかわります市の具体的な支援内

容についてお示しください。 

 三つ目は、利用児童の保護者で組織されると思いま

すけれども、その父母会等に対し、市としてどのよう

な支援がなされているのかをお伺いいたします。 

 次に、粗大ごみの処理についてお伺いをいたします。 

 高齢者をはじめとする自家用車での運搬が困難な世

帯への対応策として、市として構ずるべきと思います

が、その対策についてはお考えがあるのかないのかを

お伺いいたします。 

 二つ目に、不法投棄が後を絶たないわけですけれど

も、具体的な対応策をどのように考えているのか当局

のお考えをお示しください。 

 次に、空き家対策についてでございます。 

 これは、空き家等対策の推進に関する特別措置法の

施行を受けまして、市として住民への制度周知を十分

に図るべきと考えておりますが、当局のお考えをお示

しください。 



－95－ 

 続きまして、久慈秋まつりの山車展示についてお伺

いをいたします。 

 お祭り中日にも山車を見たいという声が例年ありま

すことから、中心市街地の空き地等を活用し、山車展

示をする考えがないかお伺いをいたします。 

 次に、中心市街地の活性化について３点お伺いをい

たします。 

 一つ目は、第２期中心市街地活性化計画の進捗状況

についてお示しください。 

 二つ目は、Ｋターンを推し進めるため、中心市街地

出店費補助金、あるいは空き店舗対策チャレンジショ

ップ事業を充実・強化すべきだと思いますが、いかが

お考えかお聞かせください。 

 三つ目は、市内には音楽愛好家も多いことから、音

楽によるまちづくりを進めているところでございます

けれども、屋根つきの野外音楽堂を街なかに建設すべ

きと思いますが、その辺のお考えについてお聞かせく

ださい。 

 次に、土砂災害に係る区域指定についてお伺いをい

たします。 

 異常気象等によります土砂災害の危険性も高まって

おりますが、市内における警戒区域及び特別警戒区域

の指定状況についてお示しください。 

 次に、災害復旧工事に係る業務委託についてお伺い

をいたします。 

 これは、現在、業者選定に当たって、県内の被災自

治体では、随意契約が多い傾向にございますが、当市

としても、競争入札から随意契約へ移行する考えはな

いかお伺いをいたします。 

 次に、道路整備について、５点お伺いをいたします。 

 一つ目は、国道281号についてでございます。大川

目町第１地割、ここは久慈自動車学校前付近の山側で

ございますけれども、ここは歩道が分断し、雨天時に

は、横断管があふれまして、水が路面にあふれまして、

事故のおそれがあることから早期整備が必要と考えて

おりますけれども、用地取得等、整備に向けた取り組

み状況をどのように捉えておるかお聞かせください。

そして、大川目町森地区の歩道整備状況についてもど

のように捉えているかお示しください。 

 二つ目は、県道野田長内線についてでございます。

県道野田長内線の崩落箇所の復旧状況と今後の崩落防

止策についてどのように捉えているかお示しください。 

 三つ目は、市道整備について２カ所についてお伺い

いたします。一つ目は、市道中の橋栄町線の整備計画

についてお示しください。二つ目は、市道門前源道線

の街路樹の根上がりに起因する歩道のひび割れによっ

て、街路灯にも悪影響を及ぼしている状況ですが、そ

の対応策についてお示しください。 

 四つ目でございます。避難道路の確保、整備につい

てお伺いをいたします。災害時の緊急避難道路として、

下長内地区から小袖地区までのルート確保を急ぐべき

だと思いますが、整備計画があるかないかお伺いをい

たします。 

 五つ目に市道認定についてでございます。国道281

号から川貫第７地割に接続する市道は、地域住民の利

用率が高いことから早急に市道に認定すべきと思いま

すが、ご意見をお伺いをいたします。 

 次に、水路整備についてお伺いをいたします。 

 大川目町第３地割16番地周辺の地帯では、大雨洪水

のたびに、床上浸水に悩まされている現状でございま

す。水路改修を含めた浸水対策を講ずるべきだと思い

ますが、当局のお考えをお示しください。 

 次に、一部訂正をお願いいたします。15の②番でご

ざいますが、大川目町第20地割とございますが、ここ

を大川目町第22地割とご訂正をよろしくお願いいたし

ます。申しわけございません。 

 ２番目として、大川目町第22地割60番地１周辺は、

災害復旧時の排水フリュームが不良だったことや、一

部が土水路のままであることから、抜本的な排水路整

備が必要と思うが、当局のお考えをお聞かせください。 

 三つ目は、市道三日町大通り線、いわゆる三日町屯

所付近でございますが、ここは集中豪雨のたびに側溝

があふれ、道路が冠水することから、早急に水路バイ

パス工事を講ずるべきだと思いますが、当局のお考え

をお示しください。 

 次に、大川目公民館の管理指定についてお伺いをい

たします。 

 施設の管理運営を指定管理にすることは、大川目地

区のまちづくりには必要不可欠と考えております。昨

年度、市の説明会において地区住民から出された問題

等の解決に向けたその取り組み状況についてお示しく

ださい。 

 最後になりますが、総合運動公園構想についてお伺

いをいたします。 
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 構想策定にあたって、関係団体等にアンケートをと

ったようですけれども、その結果と内容についてお示

しください。また、現時点の構想実現の可能性と完成

見通しについてお伺いをいたします。 

 以上、17項目について質問をさせていただきました。 

 以上をもちまして、市民共同を代表しての登壇とし

ての質問を終わらせていただきます。どうもありがと

うございました。 

○議長（中平浩志君）  遠藤市長。 

    〔市長遠藤譲一君登壇〕 

○市長（遠藤譲一君）  市民共同代表、小倉利之議員

のご質問にお答えをいたします。 

 最初に、復興モニュメントについてお答えをいたし

ます。ＪＣ公園内に建立された鎮魂の鐘ケルンにつき

ましては、東日本大震災で犠牲になられた方々を追悼

するとともに、地域の復興のあかしとしてＮＰＯ法人

岩手・久慈ケルンの会により建立されたものでありま

す。市といたしましても、今年度、復興交付金事業に

よりまして、東屋の設置、駐車場の舗装、ベンチの設

置などの環境整備を予定しており、市民の憩いの場と

して、震災の記憶を風化させることなく、後世へ語り

継ぐ場所として活用してまいります。 

 次に、山形総合支所の移転についてお答えをいたし

ます。 

 平成24年度に実施いたしました耐震診断の結果、山

形総合支所及び山形総合センターは、必要な耐震基準

を満たしていないという判定でありましたことから、

来庁者及び職員等の安全確保や災害発生時における業

務の継続性の確保が喫緊の課題となっております。 

 これまで耐震改修工事や建て替えについて検討して

まいりましたが、維持管理費の増嵩や多額の工事費用

が必要となることなどから、山形総合支所を久慈市山

村文化交流センター「おらほーる」へ移転する方向で

進めてまいりたいと考えており、移転時期につきまし

ては、平成29年４月を目標としたいと考えております。 

 今後、地域住民の皆様からご意見等をいただきなが

ら検討を進めてまいります。 

 次に、防災行政無線の難聴解消についてお答えをい

たします。 

 まず、難聴地域の調査状況と結果についてでありま

すが、平成24年度に調査したところ81カ所158世帯の

難聴世帯があると捉えております。 

 また、中山間地の小集落への戸別受信機の設置につ

いてでありますが、デジタル波は山間部において障害

物があったり、距離が長くなると電波が弱くなること

から、戸別受信機での受信は難しいと考えております。 

 今後におきましては、電波の状況や設置場所などを

調査し、屋外放送塔の増設を基本としながらも、電波

の受信が可能なエリアにつきましては、戸別受信機を

設置した場合との経費比較も含めて検討し、難聴地域

の解消に向けて鋭意取り組んでまいります。 

 次に、いわて国体の開催についてお答えをいたしま

す。 

 まず、競技会場につきましては、先月行われました

リハーサル大会の検証をしっかりと行うとともに、国

際規格に更新した柔道畳の使用や本大会用の対戦表示

板による試合内容の表示、選手の動線を考慮した控室

などの配置等を行い、本大会に向けて検証・準備を進

めております。 

 次に、駐車場につきましては、会場及び会場周辺の

駐車場が狭小であることから、選手・役員等に限定し、

一般観覧者向けには、市役所、アンバーホールなどの

臨時駐車場を設け、シャトルバスの運行による輸送を

したいと計画しております。 

 次に、歓迎企画につきましては、花いっぱい運動、

クリーンアップ運動等の市民協働による展開、歓迎の

ぼり旗、商店街バナーフラッグ等の作成、さらには、

飲食店、宿泊施設向けのおもてなしセミナーの開催な

どに取り組んでまいります。 

 最後に、宿泊受け入れについてでありますが、柔道

競技の選手・役員だけで800人程度の宿泊が予定され

ており、市内の宿泊施設だけでは賄いきれない状況で

あることから、県から宿泊等に関する業務を受託して

おりますＪＴＢ等の事業者と協議を進めながら、近隣

町村を含めた宿泊を検討してまいります。 

 今後におきましても、国体の成功に向けて、関係機

関、団体等と連携して検討、検証等と行い、国体開催

に向けた準備に万全を期してまいります。 

 次に、「低炭素・循環・自然共生」地域創生実現プ

ラン策定事業の取り組み状況についてお答えをいたし

ます。 

 本事業は、昨日の新政会代表、岩城議員にお答えい

たしましたとおり、久慈地域４市町村において、主に

エネルギーを中心とした低炭素化をはじめ、地域の未
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利用資源を活用した新たな事業を創出するプラン策定

事業であり、地域、交通分野、再生可能エネルギー分

野、観光・潮風トレイル分野について、低炭素化社会

に向けた取り組みを検討しているところであります。 

 現在、基礎資料の収集や市民アンケート調査を実施

しているところであり、今後は調査結果等を踏まえな

がら、４市町村が連携して具体的なプランの策定につ

いて取り組んでまいります。 

 次に、人口減少対策についてお答えをいたします。 

 いきいき岩手結婚サポートセンターについてであり

ますが、内陸地域は盛岡市へ、沿岸地域は宮古市へ設

置すると岩手県から伺っております。設置場所につき

ましては、センターの利用が見込まれる人口の分布状

況とそれぞれの地域の移動時間を考慮し、最も利便性

の高い市町村へ設置することとして伺っております。 

 久慈地域につきましては、センターまでの移動距離

が長いことから、定期的に出張相談を実施すると伺っ

ておりますので、会員登録された方々の利便性が図ら

れるように支援してまいります。 

 なお、今後、新たなセンターの設置が見込まれる際

には、当市への設置について積極的に働きかけてまい

ります。 

 次に、学童保育についてお答えをいたします。 

 まず、学童保育施設の設置数と利用児童数について

でありますが、昨日の創政・公明クラブ代表、二子議

員にお答えいたしましたとおり、現在、学童保育所は、

７小学校区に８施設あり、その登録児童数は380人と

なっております。 

 次に、施設設置に係る市の支援内容についてであり

ますが、開設する学童保育施設の設置場所や施設方法

に応じた支援を行っており、これまで、施設建設のほ

か、施設改修費、備品購入費、施設借り上げ料に対す

る補助を実施しているところであります。 

 次に、父母会等に対する支援についてでありますが、

学童保育の運営主体となる父母会等に対しましては、

運営に係る経費として、年間平均児童数、開設日数や

開設時間、障害児の受け入れ状況に応じて、学童保育

事業委託料を支払っております。 

 また、父母会等がひとり親家庭の学童保育料や複数

同時入所世帯の２人目以降の学童保育料を減額する場

合、その経費に対して、１人当たり月額2,000円を限

度に補助しているところであり、今後におきましても、

父母会等に対する運営支援に努めてまいります。 

 次に、粗大ごみの処理についてお答えをいたします。 

 高齢者をはじめ、自家用車での運搬が困難な世帯の

対応策についてでありますが、現在、ごみ集積所に搬

出が困難な方につきましては、一般廃棄物処理業者の

依頼をお願いしているところであります。今後、高齢

者等、搬出が困難な方への対応につきましては、関係

機関と協議しながら検討を行ってまいります。 

 また、不法投棄につきましては、現在、環境パト

ロール員による巡回監視により不法投棄の早期発見と

未然防止に努めているところでありますが、依然とし

て、電気製品等の不法投棄が多く見られる状況であり

ます。市といたしましては、これまで監視カメラの設

置、警告看板の設置などを行ってきたところであり、

今後におきましても、関係機関の協力を得て、監視体

制の強化を図るなど、マナーアップと不法投棄をさせ

ない環境づくりに努めてまいります。 

 次に、空き家対策についてお答えをいたします。 

 空き家等対策の推進に関する特別措置法は、本年５

月26日に施行され、テレビ・新聞等により、税制面の

措置や最終的な行政代執行等の内容が報道されたとこ

ろであります。しかし、この特別措置法では、初めに、

空き家調査を行った後、空き家等対策計画の策定を経

て、その計画に基づく助言または指導を行った後、相

当の期間を設けて勧告や次の段階に進むこととされて

おります。 

 当市におきましては、特別措置法に基づく対策計画

を平成28年度に策定する予定であります。今後、市民

の皆様への周知を進めてまいります。 

 次に、久慈秋まつりの山車展示についてお答えをい

たします。 

 中日の山車展示につきましては、現在、各山車組の

自助努力によりまして土風館に１台、山車創作体験館

に２台、大神宮前に１台の合計４台を展示いただいて

おります。 

 一方、多くの観光客の皆様の要望は、一堂に展示さ

れた状態での観覧イメージが多いものと認識しており

ますが、久慈秋まつり実行委員会山車運行部会におき

ましては、人員対応が困難であるとされており、また、

展示場所とする中心市街地でのスペース確保も難しい

状況となっております。しかしながら、展示を望む声

も年々大きくなっていると認識しているところであり、
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今後におきましても、そのあり方、手法等について、

久慈市も参加している同運行部会等で検討を行ってま

いります。 

 次に、中心市街地の活性化についてお答えをいたし

ます。 

 まず、第２期中心市街地活性化基本計画の進捗状況

についてでありますが、久慈駅前広場整備事業等の

ハード事業につきましては、昨年度より見直しを行っ

ているところであり、現在は国庫補助に係る都市再生

整備計画の変更協議を行っている段階であります。 

 また、成功店モデル創出・波及事業、街なか居住促

進事業等のソフト事業につきましては、久慈商工会議

所や各団体と連携し鋭意取り組みを進めているところ

であります。 

 次に、中心市街地出店費補助金、空き店舗対策チャ

レンジショップ事業の充実・強化についてであります

が、中心市街地出店費補助金につきましては、これま

でも補助対象要件の緩和などの弾力的運用を行ってき

たところでありますが、今後は、中心市街地に不足し

ている業種の特定を行い、当該業種の全国公募を行う

など、積極的な出店を誘導してまいります。 

 空き店舗対策チャレンジショップ事業につきまして

は、事業主体の久慈商工会議所と連携し、その充実・

強化を検討してまいります。 

 次に、屋根つき野外音楽堂建設のご提言についであ

りますが、屋外のイベントスペースとして、第１期中

心市街地活性化基本計画において、旧県立久慈病院跡

地に中町イベント広場を整備したところであります。

各種イベントの際は、各主催者等が必要に応じて、臨

時ステージやテント等を設置して開催しているところ

であり、当面は、現在の状況で対応してまいりたいと

考えております。 

 次に、土砂災害に係る区域指定についてお答えをい

たします。 

 土砂災害に係る警戒区域等の指定状況でありますが、

市内には645カ所の土砂災害危険箇所が存在し、指定

に向けた説明会を順次行った結果、現在133カ所が警

戒区域に指定され、そのうち特別警戒区域は98カ所と

なっていると県北広域振興局から伺っております。 

 土砂災害警戒区域等の指定は、県が行うことになっ

ておりますが、市といたしましても、災害から生命、

財産を守り、住民の安全が図られるよう区域の指定に

向けて、県と連携しながら丁寧な説明を行うなど、住

民の理解が得られるよう努めてまいります。 

 次に、災害復旧工事に係る業務委託についてお答え

をいたします。 

 市が契約する売買、貸借、請負その他の契約につき

ましては、地方自治法第234条第１項の規定によりま

して、一般競争入札、指名競争入札、随意契約または

競り売りの方法により締結するものとされており、当

市におきましては、透明性、公平性、地域活性化等の

観点から、指名競争入札の方法による契約の締結を原

則として取り組んでいるところであります。 

 ご質問のありました随意契約につきましては、地方

自治法施行令第167条の２第１項の規定に該当する場

合に限り可能でありますが、緊急の必要により競争入

札に付することができないときも随意契約が可能とさ

れているところであり、今後とも、法令の定めに基づ

き、状況に応じて柔軟に対応してまいります。 

 次に、道路整備についてお答えをいたします。 

 まず、国道281号の歩道未整備区間についてであり

ますが、道路管理者であります県北広域振興局により

ますと、生出町地区の歩道整備につきましては、用地

取得が困難であることから未整備となっており、用地

の解決に向けて調整を行っているところではあるが、

早期の事業化は難しい状況であると伺っているところ

であります。 

 市といたしましては、県と連携し、歩行者の安全な

交通を確保するため、歩道整備の早期事業化が図られ

るよう取り組んでまいります。 

 次に、国道281号大川目町森地区の歩道についてで

ありますが、昨日の創政・公明クラブ、二子議員にお

答えいたしましたとおり、道路管理者であります県北

広域振興局によりますと、山口橋から盛岡方面につい

て、今年度用地交渉を行い、来年度以降に用地の進捗

状況を見ながら工事を行うこととしており、森前の交

差点から山口橋の区間につきましては、用地取得が難

航している状況であると伺っているところであります。 

 市といたしましては、歩行者の安全な通行を確保す

るため、引き続き要望してまいります。 

 次に、県道野田長内線についてでありますが、道路

管理者であります県北広域振興局によりますと、崩落

した大尻地区ののり面につきましては、応急復旧工事

を行い、現在は通行可能となっており、今年度中に本
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格復旧工事を行い、大型車通行止めの規制解除を行う

予定であると伺っているところであります。 

 市といたしましては、交通の安全が確保されるよう

引き続き県に要望してまいります。 

 次に、市道中の橋栄町線の整備計画についてであり

ますが、当該路線は、市道久慈夏井線から市道久慈小

通り線へ通じる路線となっており、久慈小、久慈中、

久慈東高校への通学路として重要な路線と認識してお

ります。 

 この区間は、市道と水路と民家が隣接していること

から、拡幅には多額の事業費を要するため、水路にふ

たをして、歩道として利用することが可能であるか検

討しているところであります。 

 今後におきましては、水路の鉄筋量を調査し、歩道

にできるか構造計算を行い、歩行者の安全を確保する

ため、市道全体の整備状況や財政状況等をも勘案しな

がら検討を行ってまいります。 

 次に、市道門前源道線の街路樹についてであります

が、当該路線の街路樹は、ニセアカシアを植樹してき

ており、このニセアカシヤの特徴といたしましては、

成長が早く、種子だけでなく、地下茎からも萌芽する

など非常に強い生命力を持っている樹木であります。 

 近年、根の影響による歩道のひび割れ等も見られる

ため、昨年度から、町内会のご協力をいただき、イチ

ョウとツツジに植えかえを行っているところでありま

す。 

 今後におきましても、財政状況等をも勘案しながら、

継続して植えかえを行い、歩道の維持管理に努めてま

いります。 

 次に、災害時の緊急避難道路として下長内地区から

小袖地区までのルート確保についてでありますが、災

害時等に海沿いを通らずに、小袖・三崎・久喜地区に

アクセスする路線の確保は重要であると認識しており

ますが、現在迂回路となっている市道二子小袖沢線は、

筆界未定地が多く、これ以上の拡幅整備は困難である

と考えております。 

 今後におきましては、新たなルートでの整備に向け

て関係機関とも協議を進めながら検討を進めてまいり

ます。 

 次に、国道281号から川貫第７地割に接続する私道

の市道認定についてでありますが、この道路は、地域

住民の皆様が資金を出し合い、地権者のご協力を得て

整備した地域住民念願の道路であると認識しておりま

す。当該道路の市道認定につきましては、当初から地

域住民の皆様と協議を重ねてきており、構造等の基準

は満たしております。市といたしましても、当該地区

と国道を結ぶ重要な路線であることから、町内会から

認定に必要な書類が提出され次第、早急に事務を進め

てまいります。 

 最後に水路整備についてお答えをいたします。 

 大川目町第３地割16番地周辺の浸水対策については、

当該箇所の南側には用水路が整備されておりますが、

近年、周辺環境の変化により、大雨時に冠水する状況

となっております。 

 雨水対策につきましては、洪水の被害状況や現地調

査等を踏まえながら、関係機関とも協議を行い検討し

てまいります。 

 次に、大川目町第22地割60番地１周辺の排水路整備

についてでありますが、当該区間は、上流側に治山ダ

ムの流路工が整備されており、下流側までの区間には、

天然の河岸と一部コンクリート水路が整備されている

状況となっております。排水路の整備につきましては、

洪水の被害状況や現地調査等を踏まえながら、財政状

況をも勘案しながら、整備について検討してまいりま

す。 

 次に、三日町屯所付近の水路バイパス工事について

でありますが、当該箇所には、道路側溝等が整備され

ておりますが、側溝に土砂等が堆積し、水の流れる断

面が不足している状況も見られるところであります。 

 今後におきましては、町内会等のご協力をいただき

ながら、側溝の清掃などを行い、道路の冠水状況や現

地調査等を踏まえながら、財政状況をも勘案し、整備

について検討してまいります。 

 以上で、市民共同代表、小倉利之議員に対する私か

らの答弁を終わります。 

○議長（中平浩志君）  加藤教育長。 

    〔教育長加藤春男君登壇〕 

○教育長（加藤春男君）  市民共同代表、小倉利之議

員のご質問にお答えをいたします。 

 最初に、大川目公民館の指定管理についてお答えを

いたします。 

 大川目公民館への指定管理者制度導入につきまして

は、地域が主体となったまちづくり活動を展開したい

との要請を受け、地域の自立と活性化を支援する考え
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から、昨年11月25日に住民説明会を開催したところで

あります。その結果、市民サービス低下への不安、も

っと時間をかけて庁内で検討すべき、説明不足等のご

指摘をいただき、地域全体での合意形成が不十分であ

ると判断し、平成27年４月からの導入を見送ったとこ

ろであります。 

 住民説明会で出された問題等の解決に向けた取り組

みといたしましては、公民館事業として、指定管理者

制度の先進地である北上市を視察研修したところであ

ります。 

 今後の取り組みといたしましては、地域との合意形

成が必要不可欠であることから、指定管理者制度の内

容や社会教育事業の推進方策につきまして、丁寧に説

明していくとともに、集落支援員のふるさと点検によ

る地域課題の掘り起こし等を行い、地域住民の自主的

な地域づくりのための各種研修会の開催を進めてまい

ります。 

 さらには、公民館のコミュニティセンター化を目指

すとともに、地域の条件が整ったところから、指定管

理者制度の導入を検討してまいります。 

 最後に、総合運動公園構想についてお答えをいたし

ます。 

 構想策定に当たって関係団体等に行ったアンケート

結果では、整備を希望する施設といたしましては、野

球場、陸上競技場、テニスコート、サッカー場等の意

見が多く、スポーツ・レクリエーションが楽しめる施

設、合宿等ができる宿泊施設等を望む声もあったとこ

ろであります。 

 また、具体的な候補地といたしましては、小久慈地

区、大川目地区、夏井地区、長内地区が上げられまし

た。特にも、やませの影響が少ない地区への整備を望

む声が多く上げられたところであります。 

 現時点の構想実現の可能性と完成見通しであります

が、平成29年12月に撤去予定となっている野球場を最

優先で整備すべきと考えております。他の施設につき

ましても、財政状況等を勘案しながら、早期の実現に

向けて鋭意努力してまいります。 

 以上で、市民共同代表、小倉利之議員に対する私か

らの答弁を終わります。 

○議長（中平浩志君）  再質問、関連質問を許します。

３番小倉利之君。 

○３番（小倉利之君）  再質問をさせていただきたい

と思います。 

 再質問に当たりまして、議場内スクリーンを使用し

たいので、議場のお取り計らいをお願いいたします。 

○議長（中平浩志君）  スクリーン等準備のため少々

お待ちください。３番小倉利之君。 

○３番（小倉利之君）  それでは、議場内ちょっと暗

くなりますけれども、スクリーンを使わせていただき

まして、再質問という形をとらせていただきたいと思

います。 

 １番目の復興モニュメントについて再質問させてい

ただきます。 

 東日本大震災から実はあさってで４年と半年が過ぎ

ようとしておりますけれども、いまだ仮設の不自由な

暮らしを強いられております方は県内にまだ２万

5,000人ほどいるということでございます。一日も早

い恒久的な住宅への入居となりわいの再生を祈念する

ものであります。一方、発災以来、昼夜を問わず、不

眠不休のもとに復興事業あるいはふるさと再生事業に

取り組んでこられました市の職員の方々に対しまして

は、深く感謝を申し上げるものでございます。 

 実は、この津波に関しますこのモニュメントでござ

いますけれども、津波といいますと、明治29年から津

波が実は100年の間に岩手県久慈市のほうに６回ほど

大津波が襲来しております。明治29年の三陸津波、そ

れから、昭和８年、それから、昭和35年のチリ沖、昭

和43年、十勝沖、そして、平成６年三陸はるか、この

間の平成23年３・11東日本大震災でございます。とい

いますと、ほぼ15年に１回の割合で久慈市に大津波が

襲来しているということになっております。 

 ということで、この絵をつけておりますけれども、

左側が、遠藤市長と竹下亘大臣が平成27年４月26日に

復興状況とか、今後の久慈市の課題について意見交換

されたシーンでございます。右側が３月11日のモニュ

メントに、３月11日２時46分の時間でございますけれ

ども、ステンレスの缶を太陽光が貫通した時間でござ

います。太陽光の貫通の下側、ここが実は元木沢の津

波水深9.8メーターでございます。天辺が平均15メー

ターとなっておりますけれども、この高さが久慈南海

岸、いわゆる久喜地区の津波水深でございます。 

 何を言いたいかといいますと、このたびいろんな整

備計画があるようでして、その中でソフト的なことを

これからどのような形で取り組んでいかれるのかとい
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うことに関しましてご確認をしたいと思います。よろ

しくお願いします。 

○議長（中平浩志君）  中森建設部長。 

○建設部長（中森誠君）  このケルンのある場所はＪ

Ｃ公園でございますが、今は現在、先ほど市長が答弁

いたしましたとおり、東屋の設置、それから、駐車場、

ベンチ、そういったものを整備いたしまして、環境の

整備を終えたいと思います。また、県のほうでも、隣

接する公園、こちらのほうの改修等進めると伺ってお

ります。これらによりまして、この公園の区域が、市

民の皆様の憩いの場として、そしてまた、ここはちょ

うど小袖に向かう路線でもありますので、これらをで

きれば市民が震災の記憶を風化させないで語り継ぐ場

所として、観光等にもできれば活用していきたいとい

うふうに思っております。 

 以上です。 

○議長（中平浩志君）  ３番小倉利之君。 

○３番（小倉利之君）  ありがとうございました。ぜ

ひともそういった観光拠点的な場所、それから、防災

教育の場としても有効にこれからも活用していただき

たいというふうに思ってございます。 

 次は、中心市街地の活性化について再質問をさせて

いただきます。11番の③についてでございます。 

 先ほど市長さんからは、当面は現行のまま活用して

いきたいというふうなご回答をいただきましたけれど

も、実は、ここは任意団体と音楽でまちづくり協議会

という方の主催で巽山音楽祭というのが先般盛大に開

催されたわけです。ことしは、雨のために土風館でや

りましたけれども、昨年は、ここに約1,800人の方々

が来場されまして、音楽されるプレーヤーの方、ある

いは来場者の合計の人数が1,800人ということでお伺

いをいたしました。これは、久慈市はもとより、観光

物産協会、あるいは商工会議所、あるいは市内報道機

関のご後援をいただきまして、あるいは市内各所のご

協賛で運営をしております。 

 実は、若い人たちは、手弁当で、あるいはオープン

のトラックに関しても、ほぼボランティアの形で運営

しているのが事実でございますので、実は、そういっ

たイベントとしてだけではなくて、ぜひとも中心市街

地に若い人たちが集える場所として、出会いの場とし

て、これから高齢者でも集える空間という位置づけを

もちまして、ぜひともシェルター的な防災施設を備え

た野外音楽堂ということで、久慈市のぜひとも自慢の

一つにしていきたいというふうに思って質問をさせて

いただきました。 

 実は、私もかだって会議に１回目に参加をさせてい

ただきましたけれども、その中でも、やはりこういっ

た若い人たちが多くいるなというのをそれぞれが感じ

ていたようでございますので、ぜひとももう一歩踏み

込んだ対策について、久慈市のほうでもぜひともご助

言をして、さらなる手を差し伸べていただきたいと思

いますが、その辺についてお聞かせください。 

○議長（中平浩志君）  浅水産業経済部長。 

○産業経済部長（浅水泰彦君）  ただいま議員から、

巽山音楽祭にちなみましての野外音楽ステージ屋根つ

きというふうなことでのご提言でございました。中心

市街地でいろいろな音楽イベント、土風館を中心とし

た形で活用いただいていると。そこに若者たちが集っ

ているということについては認識しておりますし、大

変ありがたいことだなと思っております。いずれ議員

からお話がございましたとおり、これから若者定住、

あるいは街なかのにぎわいという大事な課題を解決、

克服していかなければならないという中でのご提言と

して貴重なものだと考えております。 

 現状は、市長からご答弁申し上げましたとおり、イ

ベント広場、ここを仮設的な形で活用いただく、ある

いは巽山の公園内でのイベント等を行っていただいて

いるという状況にあるわけですが、あと中心市街地を

若干離れますと、旭町福祉の村に野外ステージがある

とか、そういった近隣にも活用できる場所があります

ので、そういった広がりも考えながら活動いただけれ

ばなおよろしいのかなというふうに思う面もございま

す。 

 あとはもう１点、ハード整備の部分で言いますと、

今駅前整備を中心とした第２期計画を実行段階にある

わけですけれども、午前中、市長からも答弁申し上げ

ましたが、この第２期計画で市街地活性化計画が完結

するものではないというふうなことでございますので、

今後長期的な視点の中でこういったご提言についても

検討してまいりたいと思います。 

 以上でございます。 

○議長（中平浩志君）  ３番小倉利之君。 

○３番（小倉利之君）  ありがとうございます。前向

きなご回答ありがとうございます。 



－102－ 

 ぜひとも中心市街地の河南側というのは、やはり浸

水地域等にもなっていると思いますので、ここは高台

にもなっておりますので、ぜひともそういった避難所

施設的な、連絡施設的なことでも活用していただいて

もいいのかなというふうに思っております。 

 次に、14番の（１）番についてでございます。 

 この地図は大川目町内の地図となっております。右

側の矢印の位置がこれからご説明をいたします14の

（１）国道281号という場所でございます。そして、

左下の矢印が、これは森前の位置でございます。 

 まず最初に、これが国道281号大川目第１地割とい

う地区でございます。皆様通ってらしてご存じかと思

いますけれども、ここはしばらく長らくの間、歩道が

寸断されておりまして、事故もたびたび、年に２回、

３回とある地区でございます。 

 といいますのは、歩道がなく、ないこと自体大変危

険でございます。右側に歩道がございますけれども、

これは幅が1.5メーター程度しかなくて、高校生の通

行にかなり支障を来しております。すれ違いができな

い状況にございます。 

 右側に沢ありというふうに書いてございますけれど

も、ここに実は沢水が横断する管がございますが、ほ

ぼ埋まっております。ですから、少しの雨でも路面を

流れるのは当然なわけですけれども、こういった危険

な箇所が県都盛岡から久慈市に向かう途中にあるとい

うことは、この迂回路もないわけですので、ぜひとも

ここについては、それは筆界未定で何人かの方々がい

らっしゃるかわかりませんけれども、早急に着手して

いただいて、早めの解決をお願いしたいと思いますけ

れども、さらなるご回答をよろしくお願いいたします。 

○議長（中平浩志君）  中森建設部長。 

○建設部長（中森誠君）  当該地区、自動車学校の前

でございますけれども、以前から、ここの地域は危険

であるという認識は持っております。以前から県のほ

うでも地権者の方と何回か会ってるというのは聞いて

おりますけれども、なかなかに進まなかったというの

は以前聞いております。 

 今後におきましても地権者の方と事業が早く進むよ

うに市といたしましては県に強く要望をしていきたい

と思います。 

 以上です。 

○議長（中平浩志君）  ３番小倉利之君。 

○３番（小倉利之君）  ありがとうございました。早

急な解決策といいますか、糸口を見つけていただきま

して、解決していただきたいというふうに思っており

ます。 

 次は、水路整備について再質問をさせていただきま

す。 

 15番の①でございます。この地区は先ほどご回答を

いただきましたが、上流側、生出町地区の河川敷寄り

なわけですけれども、上流側がこのほど水路整備が、

農業用水路なわけですけれども水路整備がされました。 

 この下流側が左下の写真となりますが、このように

各８世帯ほどございますけれども、こちらではこのよ

うに土のうやら何やら積みながらしのいでいる状況で

ございます。 

 この写真は最近撮ったわけですけれども、近いとこ

ろでは平成23年の９月23日の台風15号のときは、この

辺、水浸しになったわけです。原因はこの水路でござ

います。なぜこうなりましたかというと、その原因の

一因は下流側に木材屋さんがあるわけですけれども、

その横断管というのがヒューム管の660センチの直径

のものでございます。上流の水路は１メーター程度の

大断面でございます。当然流れないのは当たり前でご

ざいますが、こうしたことから水路があふれまして、

宅地のほうに行きます。 

 ということで、これについても予算の執行状況を見

ながら、あるいは財政状況を見ながらといいますけれ

ども、早急な対策を講じていただきたいと思いますが、

市長さんのお考えをお聞かせください。 

○議長（中平浩志君）  中森建設部長。 

○建設部長（中森誠君）  ご指摘の部分の水路、これ

は土地改良区で管理しているものと思っております。

議員おっしゃいましたとおり、前後が990センチで、

横断部分だけ60センチということになっておりまして、

ここで水が阻害されるというふうなことでございます。 

 これにつきましては、農政課のほうと一緒になりま

して、土地改良区、その他いろいろ協議してまいりた

いと思います。 

 以上です。 

○議長（中平浩志君）  ３番小倉利之君。 

○３番（小倉利之君）  ありがとうございます。よろ

しくお願いいたします。 

 これは先ほど地番ちょっと間違っておりましたけれ
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ども、15番の②番でございます。 

 大川目町第22地割で、ここ写真はちょっとございま

せんけれども、絵のほうで説明をさせていただきます

が、場所は大川目町の慈光寺の下流側の流域でござい

ます。通称、歴史的には堀川という川でございますけ

れども、この下流側、上流から治山の流路工でありま

した水路がやはり大断面で900、900で来ると、途中が

天然河岸といいまして、土の水路でございます。そし

て、下流が、これはまた農業用水路の排水フリューム

という小さい、こっちは60センチ角の矩形の断面とな

っておりますけれども、やはりここも上流から来る断

面と下流の断面の整合がとれないために少しの雨であ

ふれまして、畑、農地にあふれて、下側に水色の網か

けがございますけれども、こちらにダラダラと行って、

土砂流となって、常に困っているという状況の箇所で

ございます。 

 こういったことについても、先ほどと同じように、

上が大きくて下が小さいというようなのは、誰が見て

も、素人が見ても火を見るより明らかなわけですので、

こういったところについて、身近なところですけれど

も、手当てのほうをよろしくお願いしたいと思います

が、市当局のお考えについて、再度お伺いをいたしま

す。 

○議長（中平浩志君）  中森建設部長。 

○建設部長（中森誠君）  当該地区の越水といいます

か、水があふれる部分については、以前からも認識し

ておりまして、一部分でございますが600、600の水路、

これを設置しております。 

 ただ、場所によりまして、一番下流の水路に入る手

前50メーターから60メーター、それから中間地点の60

メーターから70メーター、ちょっとまだまだ手をつけ

てない部分があります。それ以降は治山ダムのほうで

つくった水路となっておりますけれども、これにつき

ましても市内の水路等全体的なものの中で、財政状況

等を勘案しながら検討してまいりたいと思います。 

 以上です。 

○議長（中平浩志君）  ３番小倉利之君。 

○３番（小倉利之君）  ありがとうございます。 

 時間がございませんので、先ほどの地区とも共通す

るわけですけれども、ここは、実は６月26日でござい

ましたか、三日町、砂子、千草の合同の自主防災組織

が立ち上がったことをもちまして、防災訓練をしよう

としたその日、大雨で、この日、この場所が水浸しに

なって訓練を中止したという経緯がございます。 

 我々消防団、私も消防団に入っているわけですけれ

ども、屯所付近から消防車両を出すことが困難でござ

いましたし、近くの方々は雨の降るごとに床下浸水、

トイレのくみ上げ等を毎回やっているというふうなこ

とでございました。 

 これについても水路バイパスということもございま

すし、これは先ほど市長さんの答弁ですと、地域住民

のご協力をいただいて水路清掃、側溝の泥上げという

ふうなことを言っておりますけれども、とても住民の

力では清掃しきれないほどの側溝のふたも大きいです

し、横断管については人力での除去は不可能なぐらい

埋塞、たまっております。 

 ですから、写真の右側の水が左側に横断できないと

いうふうな状況になっておりますので、これについて

も、先ほどの場所についても、あわせて改修といいま

すか、雨水対策についてお願いしたいというふうに思

っております。 

 これについては回答は要りませんので、そういった

ところがあるということをぜひとも把握、認識してお

いていただきたいというふうに思います。よろしくお

願いいたします。 

 以上で、私の再質問については終わらせていただき

ますけれども、最後に、総合運動公園構想について、

今いろいろご検討されているということでございます

が、いずれにしましても、大川目についても新しい候

補地として浮上してきたと思いますけれども、ぜひと

も、その工事費とか早期完成、あるいはやませもない、

浸水被害もない、そして、しかも担い手不足で農地の

提供も惜しみないよという地権者の声もございますの

で、ぜひとも盛岡の玄関口でもございます大川目町の

ほうも候補地としてぜひとも候補に選定をしていただ

きたいなというふうに思います。 

 そんな思いを寄せまして私の再質問を終わらせてい

ただきます。どうもありがとうございました。 

○議長（中平浩志君）  12番畑中勇吉君。 

○12番（畑中勇吉君）  それでは、市民共同、小倉利

之議員の一般質問に関連して何点か質問をさせていた

だきます。 

 質問項目の４番の国体開催について、まずお伺いを

させていただきます。 
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 久慈市での国体っていうのは、さきの国体が昭和45

年だったというふうに思っております。30年、40年に

１回に開催される、当市で開催されるスポーツの一大

イベントでありまして、全国から多くの方々がおいで

いただきまして、こういう方々から、ぜひ久慈市でい

い思い出をつくっていただき、また久慈市のいい印象

をお持ちいただいて、久慈市のリピーターになってい

ただければという、そういう思いで質問をさせていた

だきます。 

 まず、質問項目、質問の１点目は、国体競技の正式

種目、これは当地域は軟式野球、柔道、２種目なわけ

であります。そのほかに正式じゃないんですが、デモ

ンストレーション種目の野田村開催のウォークラリー、

洋野町開催のサーフィン、パークゴルフと、こういう

予定もございまして、これらの競技役員の想定される

参加者数といいますか、この期間どれぐらいになるの

かお尋ねをしたいというふうに思います。 

○議長（中平浩志君）  一田総合政策部長。 

○総合政策部長（一田昭彦君）  まず、正式種目であ

ります軟式野球及び柔道競技の参加数でございますが、

野球競技の参加は、参加32チーム、512人、これが選

手でございます。それと競技役員は275名ということ

で、現在787名を見込んでおります。 

 また、柔道競技の参加選手は、４種目で526人、役

員は135人、合計しまして661人を現在のところ見込ん

でおります。 

 また、お話のありましたデモンストレーション競技

でございますが、これは県民が参加対象になっており

まして、各種目協会が主管して競技が行われます。そ

れで現在聞いたところですが、まだ具体的な想定はし

てないと。ただ、開催日が、ウォークラリーが８月７

日、そしてサーフィンが９月４日、パークゴルフが９

月25日と、国体正式競技とは日程がずれていることも

ございます。 

 今、要綱を策定している途中のことだそうですが、

その要綱上でありますと、ウォークラリーですと200

人、それからサーフィン280人、パークゴルフ280人ほ

どを見込んでいるということでございます。 

 ただ、県内が対象でございますので、実施の町村で

はほとんど宿泊の部分は想定していないというような

ことで聞いております。 

 以上です。 

○議長（中平浩志君）  12番畑中勇吉君。 

○12番（畑中勇吉君）  私は昭和45年の岩手国体の印

象が大変残っておりまして、当時は花いっぱい運動、

今回も花いっぱい運動やあいさつ運動やいろいろな美

化運動等を国体に向けて、いろいろな機運の盛り上げ

と市民運動が行われるということなわけでありますが、

当時の国体に向けた運動は大変盛り上がってすばらし

いものだったと、また、訪れた方々からも大変好評で

あったというふうに思っております。 

 市のホームページでこの国体に向けた運動の内容に

ついては私も把握しておりますが、前回の岩手国体の

ような盛り上がりが市民全体に広がればと、こういう

ふうに思います。今後の取り組みをどのようにするの

かというのが１点目。 

 それからもう一つは、競技会場の実行委員会を組織

しているというお話でありますけれども、その実行委

員会の受け入れに向けた取り組みの状況についてお尋

ねをしたいというふうに思います。 

○議長（中平浩志君）  一田総合政策部長。 

○総合政策部長（一田昭彦君）  これから、ことし冬

季の国体が行われる盛岡市等のような形でのまだ盛り

上がりには欠けている部分がありますが、今後、市民

を巻き込んで市民全員でおもてなしをする、そういう

機運醸成も図りながら盛り上げていきたいと思ってお

ります。 

 具体的には、おもてなしということで、駅周辺や市

街地、会場周辺をきれいな花で飾る花いっぱい運動と

か、あとはクリーンアップ運動、それから手づくりの

記念品やのぼり旗作成、また、これから缶バッチとか

バナーフラッグとか、そういう部分で機運の醸成を図

っていきたいと考えております。 

 また、もう一つのご質問でありますが、実行委員会

の組織でございますが、構成は行政、市・県の行政、

それから市の体育協会、商工会議所、それから観光協

会などの各種団体からの委員で114名で構成されてお

ります。そして常任委員会、それから４つの専門委員

会、総務企画専門委員会、競技式典専門委員会、宿泊

衛生の専門委員会、輸送交通の専門委員会などで構成

されております。 

 具体的な取り組みは、主に先ほどお答えしたような

取り組みで進めております。 

 以上です。 
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○議長（中平浩志君）  12番畑中勇吉君。 

○12番（畑中勇吉君）  国体のリハーサル大会が先般

行われたわけであります。私も少ない時間でありまし

たが見させていただきました。 

 駐車場の関係でありますが、シャトルバスでのピス

トン輸送等を考えたいということでありますが、私は

この前のリハーサルのときの第２駐車場、大変ぬかる

んで、ズックで入れないような状況の駐車場でありま

したし、大会主会場であります市民体育館にほど近い

ところに駐車スペースがあればなということを考えま

して、市の河川公園、あるいは県の河川公園がすぐ近

くにあるわけでありますから、こういうところを有効

に活用をすべきだろうというふうに思いますが、その

点についてお考えをお伺いしたいと思います。 

○議長（中平浩志君）  一田総合政策部長。 

○総合政策部長（一田昭彦君）  ８月に開催されまし

たリハーサル大会の成果と反省でございますが、成果

としますと、来年に向けて大会運営、それから競技運

営で本番に近い形の人員を配置して検証することがで

きたと。それと、市民ボランティアとか中学生、高校

生などの補助員等、そういう部分での市民協力による

大会運営ができたというところであります。 

 反省としましては、ただいま議員お話のとおり、駐

車場の確保、それから雨天時の物販等の販売の部分の

場所、そういう部分とか動線などが挙げられます。 

 第２駐車場のぬかるみにつきましては、その後、駐

車場のほうを整地いたしまして、解消を少しはできる

のかなと思ってましたし、また、この間はいろいろ事

情がありまして使用できなかった近くの河川公園の部

分の駐車場なんかについても、今後協議してまいりた

いと考えております。 

 以上です。 

○議長（中平浩志君）  12番畑中勇吉君。 

○12番（畑中勇吉君）  皆さん注目のさきに行われま

した高校野球のワールド大会、18歳以下ですか、この

大会では岩手県の花巻東の高橋投手と、そして洋野町

の町職員ですか、高橋勝利さんが審判員を務められて、

大変ほほ笑ましい報道がなされたところでございます。 

 選手の強化はもちろんでありますが、それを支える

審判員、あるいは観客の皆さん一体となった機運の醸

成っていうのが極めて大事だろうと思いますが、私は

このリハーサル大会を見て、女子の審判員が１人も登

録されていなかったのではないかというふうに思って

おりますし、地元の審判員の名前も見当たらなかった

ような気がしております。 

 そういうことで、やはり柔道世界大会等では、女子

の審判員も大変起用されておりますし、そういう大会

であってほしいなと思いますし、また、地元の審判員

等が日本の最高レベルの大会で審判員等を務められて、

そのことがこれからの十段杯、あるいは選手の育成強

化等に寄与することになれば大変いいなというふうに

思うんですが、まだ１年あります、国体まで。 

 ですから、審判員の育成なり、どれくらい有資格者

がいるかどうかわかりませんけれども、そういう地元

の選手が活躍する、地元の審判員の出番が、この檜舞

台であるような大会であってほしいというふうに思い

ますが、市のほうでそういう部分についても支援をい

ただきたいというふうに思いますけれども、考えをお

聞かせいただきたいと思います。 

○議長（中平浩志君）  澤里教育部長。 

○教育部長（澤里充男君）  審判員についてというこ

とでございますが、国体における審判員ということに

なりますと、審判員のライセンスにはＡ、Ｂ、Ｃとあ

るというふうに伺っておりまして、Ａライセンスの審

判員が当たるということでございます。 

 それで、Ａライセンスの審判員、男性が1,100人ほ

ど、女性が60何名と、非常に女性のほうが少なくなっ

ているということなようでございます。 

 それで、その選定に関しましては、全柔連のほうで

国体の場合は選定をするということになっているよう

でございます。 

 それで、ちなみに東北ではＡライセンスの女性の資

格を持っているのは１名ということで、その１名は久

慈市在住の女性がライセンスを持っているということ

でございます。 

 それで、大会への登用ということでございますけれ

ども、そういった部分では、そういった選任に関して

は、女性とか、そういった地元の方々をできれば選任

していただけるように、そういったことについては要

請、話題にしていきたいと思います。 

 また、審判員の養成、いわゆる資格をとるような形

ですが、そういった部分についても支援をできる部分

があると思いますので、その部分については取り組ん

でまいりたいというふうに考えております。 
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 以上です。 

○議長（中平浩志君）  12番畑中勇吉君。 

○12番（畑中勇吉君）  先ほどの答弁で、宿泊施設が

不足だというふうなお話をいただいたわけであります

が、実は岩手県復興支援の関係で東京品川に本社があ

るルートインジャパン株式会社では、東北の被災地支

援に向けて100億を投じて、10のルートインホテルを

建設したわけであります。 

 岩手県では宮古、釜石、大船渡、陸前高田など、客

室が180から204までの大型ホテルが建設されましたが、

この当久慈市沿岸では、ただ１市このルートインのホ

テルが建設されていないと、こういう矢先に、実は、

昨年、一昨年ごろから、久慈市で、ルートインで用地

の選定の動きがあるというお話がありました。 

 当市として、ないしは当市の関係する機関、団体等

でルートインジャパンに対して、ホテルの建設等につ

いてアクションを起こした経過があるのかどうか、そ

のことによって国体等でも、もう１年しかないんです

が、間に合わないかもしれないのですけれども、これ

からの各種大会にも大いに役立つのかなというふうな

思いで質問をさせていただきます。 

○議長（中平浩志君）  浅水産業経済部長。 

○産業経済部長（浅水泰彦君）  ただいま議員からご

紹介のございましたホテルルートインジャパンに対し

てのアクションを起こした経緯があるかということで

ございます。 

 用地等、建設に向けた用地等のところを調査してい

るというふうなことについてはお伺いしているところ

でございますが、市としてそういったアクションを起

こしてきた経緯はないところでございます。 

 ただ、今お話がございましたとおり、国体に向けて

は宿泊がやはりかなり市内だけでは不足が見込まれる

というような状況がございますので、今後そういった

ことが可能かどうかということについては、情報を得

てまいりたいというふうに考えております。 

○議長（中平浩志君）  12番畑中勇吉君。 

○12番（畑中勇吉君）  私は、交渉に当たられた地権

者のほうから話を聞いた経過があるんですが、そのこ

とで若干お話させていただきたいんですが、ジャパン

のほうでは、土地は借りたいと、建物は３階程度のも

のを予定したいと、なぜ３階かというと、建設期間が

短いし、例えば福祉施設なんかの転用が可能だという

ふうなことをお話しておったというふうなことであり

ますし、あわせて久慈市にどうしても建設できなけれ

ば、今八戸市に一つルートインのホテルがあるんです

けれども、八戸市にもう一つ建てたいという話もして

おられたというふうなことを聞いております。 

 やはり、必要とあらば久慈市でもアクションを起こ

していいのではないかというふうなことも考えますが、

いかがでしょうか。 

○議長（中平浩志君）  中居副市長。 

○副市長（中居正剛君）  ルートインホテルの建設と

いうお話でございますが、先ほども部長から答弁申し

上げましたが、正式に市に対して建設しますよという、

そういうお話はいただいたことはございません。 

 市としても、今後そういう情報収集はしなければな

らない、やはり国体に向けてもホテルの数が足りない

という、そういう現状もございますので。ただ、今あ

るホテル、それらのホテル業界の関係もございますの

で、そこのところについては慎重に検討しなければな

らないものだというふうに考えております。 

 以上です。 

○議長（中平浩志君）  12番畑中勇吉君。 

○12番（畑中勇吉君）  この国体は文化プログラムを

実施して、企画をして、そして復興の感謝の意をおい

でいただく全国の皆さんにあらわすこと、そして文化

芸術の発信をするというのも大きな柱として取り組む

こととなっておりますが、当市としてどのような取り

組みをするのか。私とすれば、秋まつりや海女の実演

なり、闘牛大会等の全国に誇れる久慈市のイベント、

文化等をおいでいただいた方々に実演するなり、そう

することが感謝の意につながるのではないかというふ

うなことも考えますが、そうしたお考えがないかお尋

ねをしたいと思います。 

○議長（中平浩志君）  一田総合政策部長。 

○総合政策部長（一田昭彦君）  今の議員のお話の部

分は、県のほうでいわて国体文化プログラムというこ

とで実施要綱を策定してるところでございます。 

 これは来年28年の１月から12月までに行われるいろ

いろな各地域の行事なんかを宣伝しましょうというこ

とでございましたので、これから応募する部分もあり

ますが、久慈では、例えば今度の秋まつりとか、春で

あれば春まつりやつつじまつり、それから闘牛大会と

か、そういう部分をどんどん発信していきたいと考え
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ております。 

 以上です。 

○議長（中平浩志君）  21番髙屋敷英則君。 

○21番（髙屋敷英則君）  それでは、小倉利之議員の

一般質問に関連をいたしまして、２点ほどご質問を申

し上げたいと思います。 

 まず第１点目は、空き家対策特措法、これが実施さ

れるということで、先ほど答弁をいただいたんですが、

その内容について若干申し述べて確認をしたいと思う

んですが、これは住宅特例のために固定資産税が安か

った空き家の土地に６倍もの税金が課せられると、そ

ういうことになるというような、そういう内容。 

 さらに、空き家のまま放置しておく建物は、防災上

に問題があると判断された場合には50万円以下の罰金、

悪質と判断されれば強制撤去されて、その費用は持ち

主負担ということ、場合によっては財産が差し押さえ

られ、300万から500万の撤去費用が強制的に徴収され

るという、この法律は土地の流動化や町の環境保全な

どにもかなり有効なものであるというようなことで、

議員立法で成立したものでございますけれども、中身

が十分に精査されていないザル法だというような指摘

もございますけれども、ただいま申し上げたような、

この法律の中身であるということに間違いないかどう

か確認をしたいと思うんですが。 

○議長（中平浩志君）  中森建設部長。 

○建設部長（中森誠君）  空き家対策の推進に関する

特別措置法でございます。 

 これについての、まず第１点目、租税、税金の固定

資産税、これの減額分を６倍にということですけれど

も、これは空き家計画を策定いたしまして、その後、

指導・助言等を行い、それらを何回か行ってから勧告

という形です。勧告のときに、このような税金の処置

がなされるということになります。 

 それがまた相当の猶予を持ちまして、どうしてもそ

ういったものが対応していただけないというような場

合、そしてそれが市民生活等に影響が出るような場合、

議員おっしゃいましたように、市のほうで強制的に行

政代執行ができるというふうなことになります。 

 そして、その撤去に要した費用を請求することがで

きるということで、議員のおっしゃるとおりでござい

ます。 

 以上です。 

○議長（中平浩志君）  21番髙屋敷英則君。 

○21番（髙屋敷英則君）  これが実施されるには、先

ほど答弁でいただきましたけれども、相当の期間が必

要だと、調査期間等を含めて。そういうことでござい

ますけれども、これはある意味、末端の地方自治体に

とっては大変なことなんですよね。多くのトラブルが

生じる可能性があるし、あるいは強制的に撤去したと

しても、それでその撤去費用を回収できるとも限らな

いわけでございますので、そういう意味ではいろいろ

な多くのトラブルが発生する可能性があるということ

で、十分やはり徹底して周知をしながら、気をつけな

いとこういうことにもなりますよというような周知を

徹底すべきだというふうに思うんですが、一言だけで

いいですから、この件についてご答弁を。 

○議長（中平浩志君）  中森建設部長。 

○建設部長（中森誠君）  市長のほうからも答弁いた

しましたとおり、来年度以降につきまして周知徹底を

していきたいと思います。 

 以上です。 

○議長（中平浩志君）  21番髙屋敷英則君。 

○21番（髙屋敷英則君）  次に、これは通告の２番、

山形総合支所移転に関することでございます。 

 去る８月の28日に事務事業説明会があったわけでご

ざいます。そのときに１枚ものの資料をいただきまし

た。 

 理由は、これまでの経緯、そういうこと。それと理

由が書いてあるわけでございますけれども、その後、

当局のほうに聞き取りで調査を行ったわけでございま

すが、そのいきさつ、経緯等にちょっと補足をしてご

説明を申し上げれば、ここまで市が検討してきた内容

でございますけれども、これは耐震補強工事案という

ものが一番最初にあって、この補強工事には３億

5,000万かかるということで、しかも建物が44年経過

しているので、耐用年数が鉄筋50年でございます。残

り６年でございますけれども、その工事を多額のお金

をかけて工事をしても耐用年数が延びるわけではない

ということで、この考えを断念したということでござ

います。 

 そして、次に検討したのが改築案の工事案でござい

ますけれども、これはもちろん建物を縮小したという、

そういう前提でございますけれども、余りにも多額の

工事費がかかる、約７億かかるというようなことで、
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これは財政的に無理だということを判断して、これも

断念したと。 

 そして、耐震補強工事も断念、改築も断念、じゃあ

残るは何が残ったかというと、おらほーるへの移転、

この案でございます。 

 これは実際に移転をすると補修工事がかかるわけで

すが、実にこれが金額で言えば3,800万で済むんだと、

そういうふうな概算の見積もりが出ているようでござ

います。 

 こういうような状況があって、実は私、市民共同の

会派に所属をしているわけでございますけれども、市

民共同として、私個人ではなくて市民共同としてこの

支所移転の問題について、実は当局が考えているおら

ほーる移転案、これに対して代案を提出したところで

ございます。この代案には設計図もついております。

概算見積もり予算もついております。 

 おらほーるには3,800万の補修費、それで済むとい

うような金額でございますけれども、この代案にかか

る単純工事費、補修工事費というのも3,890万という

ことで、90万しか違わないという、こういう数字が出

ております。 

 ただ、共用するトイレの部分というものがありまし

て、そのことについては除いた工事費でございますけ

れども、この代案、実は中心市街地の久慈の町の今度

複合施設ができるわけでございますね。それに図書館

がメーンとして入るというような、複合施設に公的な、

そういう図書館が入るということでございます。 

 実は、この私たちの当局に提出した代案というのも、

ほぼそれに近いような内容のものでございます。 

 中身は、山形の川井の中心地にビックフットという、

そういう共同店舗があるんです。そこのビックフット

の店内に500平米を確保して、そこに支所を移転する

という、そういう内容の代案でございます。 

 おらほーるに支所が移転をする場合に、そこで確保

できる面積というのは412平米、ビックフットに行っ

たほうが80平米ぐらい広いということになります。工

事費が90万高いわけでございますので、80平米ふえた

分、おつりが来るとは思うんですけれども、実はそう

いうことで、個人ということではなくて、会派として

代案を提案をしたということでございます。 

 その後に、実は川井の自治会の役員会がありまして、

実は私も呼ばれて行ってまいりました。この支所の移

転案について役員の皆さんが協議をした結果、私も聞

いておりましたけれども、全員が支所移転、頭から移

転なのかと、そういうことではないだろう。今の耐震

工事で何とかしなければならない支所を動かす、そう

いうことではなく、自治会としては現在の場所に、小

さくてもいいから現在の場所に新築をしてほしいとい

う、こういう意見が圧倒的というよりも、全員がそう

いう意見でございました。 

 したがいまして、川井の自治会としては、これから

行われる住民説明会等あるわけでございますが、そう

いう中では、現状の場所に小さくてもいいから新設し

てほしい、新築してほしいと、そういう要望が出され

るものだと思っておりまして、私ども会派としては、

提案はいたしましたけれども、そのような状況である

ために、住民の皆さんの自治会の意向が新築という形

で出てきたわけですので、これの当局との話し合い、

あるいは今後の成り行きというものを注視していかな

ければならないなというふうに思っているわけでござ

います。 

 したがいまして、そういう状況の中にあるわけでご

ざいまして、私、この新築に７億かかるという当初の

当局の見積もりなんですけれども、この確認をしたい

んですが、この７億かかる見積もりってのは、まず新

築の試算の縮小した面積はどれぐらいで計算されたん

でしょうか、これが一つ。 

 それから、建物の構造っていうんですか、例えば鉄

筋でつくるのか、平屋をつくるのか、２階建てをつく

るのか、どういう構造でつくるのかっていうそういう

ような試算なのかということが２点目。 

 それから、その改築をしようとしたその案の中では

ボイラーの更新費というのがその中に入っているのか

ということ、これ３点目。 

 それから、４点目は解体費用が幾らかかるというふ

うに推定したのか。 

 この４点について確認の意味でちょっとお伺いをし

たいと思います。 

○議長（中平浩志君）  大森山形総合支所長。 

○山形総合支所長（大森正則君）  それでは、ただ今

のご質問にお答えを申し上げます。 

 まず、１点目の改築の計画といいますか、試算した

場合の面積についてでございますが、現在、山形総合

支所は3,000平米をちょっと上回るほどの支所と山形
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総合センターでございますけれども、それを1,700平

方メートルまで縮小するという案で試算をしたもので

ございます。 

 ２点目の構造とか階数でございますが、鉄筋コンク

リートづくり２階ということで、やはり避難所として

の役割もございますので、ある程度堅硬な建物が必要

ということで、ＲＣづくり２階を計画しておりました。 

 あと、ボイラーについては現在もう相当使えない状

態でございますが、新たにつくるとすれば結構な額が

かかるということでございまして、ボイラーだけでも

１億とかというお金がかかりそうだということになっ

ております。 

 それからあと解体費用につきましては、庁舎解体費

用、庁舎を建てるとすると、総合庁舎の向かいに車庫

があるんですが、そこを一旦解体するという費用もご

ざいますけれども、それと合わせれば、やはり庁舎の

ほうが6,500万程度、車庫の解体が1,200万程度という

ふうな試算はしております。 

 以上でございます。 

○議長（中平浩志君）  21番髙屋敷英則君。 

○21番（髙屋敷英則君）  ありがとうございました。

それにしても、現時点における結論というのはいずれ

の方法をとっても多額の費用がかかるんで、おらほー

る移転という、そういうことだと思うんですが、私は

あまりその考えに賛成ではないんですが、実は今回の

議会でも中心市街地活性化第２期、今度の駅前開発、

こういうお話を聞いているんです。街っていうのはや

っぱり田舎があって街が栄えるんです。街だけをどう

にかすれば街が栄えるっていうものではないというふ

うに思うんです。 

 そしてまた、山形の川井地区っていうのは国道沿い

に道の駅がありますし、平庭がありますし、それから

ある時期になると修学旅行生もたくさん来ます。それ

から、外国人でございますけれども、なかなかに若い

日本の女性の方はいないんですが、外国人の女性たち

も街を歩いている、そういう状況があって、これから

の田舎の暮らし、そういうものの自分たちのライフス

タイル、そういうものを考えたときにはやはり街の中

心地に、久慈の市街地と比べると本当に小さいわけで

すけど、小さいながらもやはりそこににぎわいを取り

戻していく、そして小さいながらもみんながそういう

自分たちのライフスタイルというものをつくりあげな

がら楽しく暮らしていけるというような、そしていろ

いろな多くの方々と交流できるような、そういうよう

な地域の未来像というものを考えたときに、そのビッ

クフットという共同店舗に支所が移転する。これは住

民の皆さんの利便性っていうのは非常に高くなる。そ

れから、そこに黙っていてもにぎわいが創出できる。

それを一つの核として、この山形の拠点である川井地

区の活性化というものを実現していくためには、本当

にこの代案のほうがむしろその多くの相乗的な効果っ

ていうものを発揮できるんじゃないかなというふうに

思ってそういう提案をしているわけですが、現在は様

子を見ているという状態、自治会がそういう新築案と

いうことでございます。 

 ただ、自治会はこういうことでございます。もし、

どうしてもおらほーる案、そういう形で当局が考えを

変えないのであれば、これは次には次善の策というも

のもやはり考えておかなければならない、そういうと

ころまで自治会では意見が一致をしているということ

でございます。 

 ただ、経費がかかるとか、そういう一面ばかりを強

調しておらほーるに移転をする、今だって不便を感じ

る人はたくさんいます、移転すると。これから10年、

15年経って、今は車で歩いている人も多いかもしれな

いけれども、そういう人たちもまた、600メートルか

800メーターの坂を上って行かなきゃいけないんです。

そして離れたところにあって、そしてまた街の中に空

き家がふえていく。しかも、行政の支所だった空き家

がふえたとか、それ以前に消防署分署、あの空き家も

放置しておるままです。それから、昔の郵便局もあり

ます。空き家対策、農協とか、あるいは会議所とか、

そういう団体が、あるいは組合が空き家を活用して、

やはりそういうところに街の中ににぎわいを取り戻す

ような大きな役割も一緒に果たしていけるならば、こ

れは大きなお金の1,000万、2,000万とか3,000万とい

うお金の問題ではなくて、大きな効果っていうものが

あるんじゃないかというふうに思うわけです。本当、

事務事業説明会でもありましたけど、公共施設の管理

運営に関する市の考え方が示されている、この縮絨と

いうことについても本当は議論したいところなんです。

きょうは、全然時間がありませんのでそっちのほうの

議論はまたいずれさせていただきますけれども、縮絨

っていうのは一体何だ、国語辞典にもない、漢和辞典
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にもない、古語辞典にはあるかもしれないけれど、こ

れは毛織物の処理の仕方の専門用語なんです。専門用

語から大学の教授が政治のほうにその言葉を持って来

て、それで公共施設のマネジメント、こういうものを

つくりあげた。久慈市の管理計画は、いわゆるそれを

応用したもの、そういうふうに思っておりまして、私

はそういう代案にもいいところがあるんだ、これから

の未来を開ける可能性があるんだよというふうに訴え

たいわけでございますが、一言でよろしいですから、

市長の見解も賜りたいなというふうに思います。 

○議長（中平浩志君）  中居副市長。 

○副市長（中居正剛君）  経済性だけを考えておら

ほーるへの移転を考えたのではないかというご質問で

ございますが、そういうことではなくて、おらほーる

の活用も一緒に考えてそういう移転の方向をまずはお

示しした。そして、そういう中から地域住民の皆様方

のご意見を伺いながら方向性を決めたい、そういうこ

とでございます。 

 以上です。 

○議長（中平浩志君）  遠藤市長。 

○市長（遠藤譲一君）  山形総合支所につきましては、

川井の皆さんだけのものではないと思っておりまして、

山形町全体の利活用も考えていかなければいけないと

思っております。 

 副市長が話しましたように、おらほーるにも数千万

の年間の管理費がかかっておりまして、近々にもおら

ほーる自体にも修繕をしていかなくちゃならない。そ

の利活用状況が非常に思わしくないというふうなこと

もございまして、もろもろトータルで考えていかなけ

ればいけないと思っております。 

 道の駅の問題もございますが、今回は方針を決めた

ということで、こちらとしては現時点ではこれがと思

っておりますが、これから地元の皆さんの意見をしっ

かりお聞きしながら、ただ市の財政も考えなければい

けないということもございます。ビッグフットは民間

の方の持ち物ですので、市の持ち物ではない、そうい

ったことをトータルでしっかりと意見交換をさせてい

ただきたいというふうに思っています。 

○議長（中平浩志君）  22番宮澤憲司君。 

○22番（宮澤憲司君）  それでは、我が会派の小倉議

員の質問に関連をして、何点か質問をさせていただき

ます。 

 質問項目の14番目の（３）市道整備についてであり

ます。 

 ２点になりますけれども、その第１点でありますが、

市道中の橋栄町線の整備計画についてお考えをいたし

ます。 

 この路線は市道というふうなことでありますし、ま

た久慈小、久慈中、東高校の通学路にも指定されてい

るという状況にあるわけですけれども、実際に今の状

況は市道といってもまだ４メーターの市道認定の基準

は満たしていない道路である。それから、もう一つに

は、やっぱり通学路というふうなことでありますと、

歩道も整備をしなければならないというふうに思って

おります。今の状況はそれもないということで、本当

に朝夕の通勤、通学時には大変窮屈をして利用してい

るというふうな状況でありまして、いつ事故が発生し

てもおかしくないという状況にもあるというふうに、

恐らく当局にも認識をしていると思います。というこ

とから、やはり安心・安全を確保するためには早期に

改良整備をする必要があるんではないかというふうに

思いますけれども、その考え方についてお聞かせをい

ただきたい。 

○議長（中平浩志君）  遠藤市長。 

○市長（遠藤譲一君）  この路線は通学路として本当

に久慈小、久慈中、東高校、生徒さん方が毎日使うと

いうふうな道路だと思っております。大きな水路がご

ざいますが、そこがふたが乗っていないので、そこが

使えない状況、狭いところを歩くということになって

ます。街路灯の整備もされていないので、夜間は真っ

暗な状況で、非常にこれは早急に何とかしなければい

けないと思っております。 

 先ほどお話申し上げましたとおり、その水路部分が

現状のままで歩道として使えるかどうか、強度の問題

もありますので、そこが現状のままで使えるのであれ

ば事業量、大分低廉なものになりますけれど、そこの

ところ調査をしておりますので、何とかあそこは安全

に歩道をつけて街路灯をしっかり整備して、やっぱり

子供たち安心して通れる、そういうふうな道路にしな

ければいけないというふうには思っております。 

○議長（中平浩志君）  22番宮澤憲司君。 

○22番（宮澤憲司君）  何としてもやはり安全・安心、

そして通勤、通学、これを本当に安心して通れるよう

な道路に整備をしていただきたい。 
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 答弁の中では、一応、水路の鉄筋量を調査をし、そ

してそれが通ればふたをかけて、歩道にしたいという

ふうな考えがあるようでございますので、その部分に

ついてもできるだけ調査が早く終了をして、そして工

事にかかれるようにしていただきたいし、また市長の

答弁の中でも市道全体の整備状況、それから財政状況

等を勘案しながらというふうな、すごくどういうふう

に捉えたらいいのか分かりませんけれども、財政状況、

この辺についてはやはりお金のことですからなかなか

難しい部分もあるかと思いますけれども、お金と命と

いうふうなことでやっぱりこれは天秤をかける必要が

あるのかなというふうに思いますので、その辺につい

てもご理解をいただきながら、できるだけ早く整備を

して、安心・安全をかなえるようにしていただければ

というふうに思っております。 

○議長（中平浩志君）  遠藤市長。 

○市長（遠藤譲一君）  今議会、一般質問でも道路関

係、側溝関係、議員の皆さんからたくさんのご要望が

ございます。 

 市内全域、本当にそういうふうに直さなければなら

ないところ、整備されていないところがたくさんござ

いますのですが、やはり財源には限りがあります。こ

れも現実でありますので、やはり優先順位をつけなが

らということで、整備しなくていいとは全く思ってい

ないんですが、やはりそこの物理的な財源の問題がご

ざいますので、そこは議員の皆様によくご理解いただ

きながら、本当に優先順位を考えながらどんどん直し

ていかなければいけないと思っておりますが、道路だ

けを整備するわけにはいきませんので、生活を守りな

がら介護、医療、教育、保育もやりながらということ

は、ご理解はいただきたいと思います。 

○議長（中平浩志君）  22番宮澤憲司君。 

○22番（宮澤憲司君）  今の市長の答弁もわかります

けれども、やはりこれは命がかかっている道路だとい

うふうに私は思っています。１回、調査をしてみれば

わかると思うんですけれども、通勤、通学時間帯に行

って見れば、おそらく車が渋滞するし、それから学生

が通るにはかなり窮屈をして通っているというふうな

現状もあるわけですから、その辺ももう１回再認識を

しながらお考えをどうかいい方向で考えていただきた

い。このように思っております。 

 それから、質問の２点目でございますけれども、市

道門前源道線の街路樹によるいろいろな障害が発生し

ている。その障害というのは、一応、根上がりによる

歩道の持ち上がり、それから歩道の舗装がひび割れを

している。そしてまた、この街路樹、ニセアカシアは、

これは私は前も話をした経緯がありますけれども、す

ごい成長が早いというふうなことで、これまでも何度

か剪定等もしていただいておりますが、なかなか根上

がり、ひび割れ、それから枝等によって、街灯の照明

が阻害されているというふうな現状にあるわけです。

そのことの解消についてはどのように考えておられる

のか、お聞かせをいただきたい。 

○議長（中平浩志君）  中森建設部長。 

○建設部長（中森誠君）  先ほど市長が申し上げまし

たとおり、このニセアカシア対策といたしまして、今

年度も町内のほうと話し合い、協議の場をもちまして、

今年度も引き続いて門前源道線、これらの植えかえを

町内会と一緒にやっていきたいと思っております。 

 町内会から今伺っているのは、東高校のほうから今

度は病院のほうに向かって、一緒になって進めたいと

いうことですので、ご理解のほどよろしくお願いいた

します。 

○議長（中平浩志君）  22番宮澤憲司君。 

○22番（宮澤憲司君）  今、東高校のほうから源道の

ほうに向かってというふうな考え方ということでござ

いますが、継続してやりたいというふうなことになっ

てましたけれども、あの路線、私、調査した結果では

あのアカシアがやっぱり150本以上あるように見てお

ります。そのように整備をするということになります

とかなりの時間がかかると思うんですけれども、最終

的な年度は大体何年ごろまでにというふうなお考えで

しょうか。 

○議長（中平浩志君）  中森建設部長。 

○建設部長（中森誠君）  ちょっとまだ予算のつき方

等もございますけれども、全体で大体５年ぐらいはか

かるんじゃないかなと思っております。 

 以上です。 

○議長（中平浩志君）  22番宮澤憲司君。 

○22番（宮澤憲司君）  ５年ぐらいというふうなこと

であります。あの路線の延長は大体何メーターぐらい

になってますか。 

○議長（中平浩志君）  中森建設部長。 

○建設部長（中森誠君）  路線の延長につきましては
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資料を取り寄せて回答いたします。 

○議長（中平浩志君）  22番宮澤憲司君。 

○22番（宮澤憲司君）  今、アカシアが、成長が早く

て根上がり等の悪影響があるというふうなことで、イ

チョウに切りかえているというふうなことで、ツツジ

だったか、ツツジ、それでイチョウの木も今、久慈市

にも実際には植栽されている箇所がないわけではない

ですけれども、10年、20年前にしたイチョウが本当に

街路樹の用をなしているだろうかというふうなことに

ついてちょっとお知らせをいただきたい。 

○議長（中平浩志君）  中森建設部長。 

○建設部長（中森誠君）  今回、ニセアカシアの植え

かえをするときにさまざま検討をいたしました。その

中で、やはり長泉寺のオオイチョウが久慈市では有名

であるし、これを広めていきたいという意向もありま

して、門前、この地域についてはイチョウが一番いい

のではないかということでイチョウに選定したわけで

ございます。 

 以上です。 

○議長（中平浩志君）  22番宮澤憲司君。 

○22番（宮澤憲司君）  その趣旨はわかりますけれど

も、本当にあのイチョウも割と成長が早いほうなんで

す。そしてまたそれが伸びる性質があるわけです。ま

たこのアカシアの二の舞を踏むような状況になる可能

性もあると思いますけれども、その辺についての考え

方はどのように考えておるのか、ちょっと聞かせてい

ただきたいし、先ほど言ったように久慈市の道路にも

街路樹としてイチョウを植えている箇所があったよう

に思うんですけど、それとイチョウの木が本当に街路

樹としての役割を果たしているのかどうか、その辺に

ついてもお知らせをいただきたい。 

○議長（中平浩志君）  中森建設部長。 

○建設部長（中森誠君）  イチョウについてでござい

ます。イチョウはちょうど市役所の前がイチョウの並

木になっております。これは皆様にかなり好評でござ

いまして、すごいきれいだと。ちょうどアンバーホー

ルの真ん前で、結構きれいに写真をとっていただいて

いるところでございます。 

 また、イチョウとニセアカシアの違いでございます

けれども、ニセアカシアは根からも生えてくるという

ことで、幹を切っただけでも死なない、根が張って、

道路から離れたところ、民地のほうから出てくるとい

うような性質もあります。本当にこれはなかなかに生

命力が強いところでございますけれども、イチョウの

場合はまだそういったことがないということで、比較

的、街路樹には向いているということで、全国的にも

結構植えられているということでございますので、ご

理解のほどをよろしくお願いいたします。 

○議長（中平浩志君）  22番宮澤憲司君。 

○22番（宮澤憲司君）  私考えるに大体700メーター

あるかなというふうには思っておりますけれども、た

だその700メーターを５年計画でやるということにな

りますと、私、ちょっと数学が弱いものですから、何

年ぐらいかかるかなと思って、そのことについてお聞

かせをいただきたい。 

○議長（中平浩志君）  中森建設部長。 

○建設部長（中森誠君）  失礼いたしました。門前源

道線の病院通りの前の延長でございます。病院のとこ

ろの交差点までで1,129メーター、それから先の区分

について390メーター、合わせて1,519.5メーターある

そうでございます。 

○議長（中平浩志君）  22番宮澤憲司君。 

○22番（宮澤憲司君）  私は毎日のように通ってるん

ですけども、1,500メーター本当にあるんですか。朝

にはいつも散歩しているんですけども、そんなにある

とは思っていませんでした。本当に認識不足で申しわ

けありませんでした。 

 それにしても、1,500ということになりますと５年

ということになりませば、大体割ればでると思うんで

すが、１年にどれぐらいできるのかちょっとお聞かせ

をいただきたい。 

○議長（中平浩志君）  中森建設部長。 

○建設部長（中森誠君）  まず、大体の延長でござい

ますけれども、今後５年ぐらいで何とかと思ってまし

たけど、１年大体300はいくと思います。失礼いたし

ました。昨年やったところが大体300に近い距離をや

っております。ということで、今回、昨年は県病の横

の通りをやっておりますので、今回は前の通りという

ことで300メーター近くは１年でいくということで、

残りが1,200ぐらいですか。そうすると大体５年ぐら

いでできるのではないかなということでございます。 

○議長（中平浩志君）  22番宮澤憲司君。 

○22番（宮澤憲司君）  それでは確認の意味ですけれ

ども、東高校のほうから、ことしは植えかえていくと
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いうふうなことで認識をしていいですか。 

○議長（中平浩志君）  中森建設部長。 

○建設部長（中森誠君）  東高校のほうからというこ

とで、町内会と協議をしているということです。そう

いった方向で町内のほうから要望があったということ

でございます。 

 以上です。 

○議長（中平浩志君）  再質問、関連質問を打ち切り

ます。 

 この際、暫時休憩いたします。再開は午後３時45分

といたします。 

    午後３時28分   休憩   

癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩 

    午後３時45分   再開   

○副議長（桑田鉄男君）  休憩前に引き続き会議を開

きます。 

 一般質問を継続します。 

 次に、日本共産党久慈市議団代表、小野寺勝也君。 

    〔日本共産党久慈市議団代表小野寺勝也君登壇〕 

○16番（小野寺勝也君）  日本共産党久慈市議団の小

野寺勝也です。改選後、初めての一般質問となります。

私ども日本共産党久慈市議団は、選挙前に市民アン

ケートを実施をし、市民の皆さんの要望、ご意見を聞

いてまいりました。寄せられた要望、ご意見につきま

しては、これからの一般質問や委員会の場を通じて順

次取り上げ、その実現に努めてまいりたいと思います。 

 それでは、市政をめぐる諸問題について市長並びに

教育長に質問をいたします。 

 質問項目の第１は、マイナンバー制度についであり

ます。 

 日本に住む人に一人残らず番号を振り、国が情報管

理するマイナンバー制度の本格的運用に向け、政府は

準備を加速しています。利用範囲を金融、医療に拡大

する法改定も成立をさせました。しかし、多くの国民、

市民は、この制度を詳しく知らず、むしろ情報漏えい

の不安を広げています。詐欺などの被害に遭う危険性

もあります。この危険性は決して杞憂ではなく、日本

年金機構の情報流出問題に見られるように、ひとたび

流出すれば大きな被害をもたらすことになります。政

府は、再発防止といっても漏えい対策にとどまり、外

部委託の拡大など個人情報保護に逆行する業務運営な

ど、根本的要因はそのままです。 

 お尋ねいたします。特定個人情報保護評価とシステ

ム改修のそれぞれの開始時期について。システム改修

費をどのくらい見込んでいるのか。そのうち国から措

置される費用はどれぐらいなのか。市内事業主のシス

テム導入経費はどれくらいと想定しているのか。また、

制度への理解はどの程度得られているのか、お尋ねを

いたします。 

 そして、この制度の中止または撤回、少なくとも実

施延期を国に求めるべきだと思いますが、お聞かせく

ださい。 

 質問項目の第２は、国保税の引き下げについてであ

ります。 

 国保税が所得に占める割合は14％と過大な負担とな

ってきています。さすがに政府もこうした事態に対応

せざるを得ず、国保事業の都道府県化を推進する意図

からではありますが、低所得者対策の強化のため、保

険料の軽減対象となる低所得者数に応じた財政支援を

拡充をいたしました。 

 当市の場合、増額分は2,700万円、低所得者１人当

たりにすると4,800円になります。もしこれを一般会

計からの繰り入れ削減に充当するとすれば、余りにも

市民軽視となりましょう。 

 お尋ねをいたします。保険者支援制度を活用して国

保税の引き下げを実現すべきと思いますが、その後の

検討状況についてお示しください。 

 質問項目の第３は、県立久慈病院の医師確保と病床

確保についてであります。 

 この問題は、さきの６月市議会でも質問をした経緯

があります。加えて、病床削減の動きもあるやにお聞

きをします。医師が不在であれば、当然病床の稼働率

も下がります。肝心の医師確保がされないまま、病床

の稼働率が悪いから病床を削減するということでは、

本末転倒ではないでしょうか。 

 医師確保に向けた取り組み状況と稼働率が低いこと

を理由とした病床削減の動きに対する市の対応策につ

いてお尋ねをいたします。 

 質問項目の第４は、地域循環型経済の構築について

であります。 

 ８月７日付けの地元紙の論説で、地域に暮らす人が

いる以上、消滅はあり得ない、人口減少対策は消滅の

呪縛から脱することから地域の将来を語ってほしいと

述べています。この点で市長もさきの施政方針演述で、
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木質バイオマスを活用した地域経済循環の実現を述べ

ています。私どもも、地産地消推進条例の制定や中小

企業振興法に基づく中小企業振興策の策定など提案し

てまいりました。また、ＴＰＰ交渉反対も主張してき

たところであります。 

 また、先般、生産年齢人口が減少し、税の縮小が推

測されるという考えも示されましたが、現に65歳以上

で元気で生産活動に従事しておられる市民も多くおら

れます。そして、このことは医療費や介護費の節減に

も通じるものではないでしょうか。少子高齢化社会が

当面避けられないとしたならば、ここのところに焦点

を当てた施策の展開も必要です。 

 お尋ねをいたします。地域内投資を繰り返し、仕事

と所得を生み出す地域循環型経済の構築を経済政策の

基本とし、施策の具体化を図るべきだと思いますが、

お聞かせください。 

 質問項目の第５は、駅前整備についてであります。 

 ここ二、三年、駅前整備をめぐって市議会でも市民

の間でも議論、検討がされてきましたが、ようやく整

備案が示されました。 

 お尋ねをいたします。全体事業費の規模をどれくら

い見ているのか。駅ビル取得にかわる交渉経過と見通

しについてお示しください。 

 質問項目の第６の土木行政についてであります。 

 １点目は、市道大川目線の秋葉地内の未改良部分、

このうち一部は３・11大震災前に測量調査を終えて整

備が待たれていたのですが、震災により延び延びにな

ったという経緯があります。整備の進捗状況について

お尋ねをいたします。 

 ２点目は、市道萩ケ丘配水場線はふたなし側溝が設

置されていますが、落ち葉やごみで側溝が詰まり、毎

月のように清掃作業が必要という状況で、早期な整備

が必要となっております。 

 ３点目は、田高地区の農業用排水路整備についてで

あります。この問題は、当議会でもたびたび議論され、

地域から請願も出されましたが、いまだに未解決のま

まです。以前に私は排水ポンプの設置の恒久対策と同

時に、当面の緊急対策もただした経緯がありますが、

その後の検討状況を含め、整備手法をお示しください。 

 質問項目の最後は、教育行政についてであります。 

 １点目は、いじめ問題についてです。 

 矢巾町立中学校の男子生徒みずから命を絶った事件

で、学校側は当初いじめという認識はなかったと言い

ます。しかし、自殺した生徒は、生活記録ノートにい

じめられ、死を考えていることを必死の思いで訴えて

いたのです。いじめられている、死にたいと何度も書

いたにもかかわらず、手だてがとられませんでした。

これでは子供たちは本当に救われません。学校側はも

とより、大人の真剣な対応が求められています。 

 お尋ねをいたします。市内小中学校におけるいじめ

の有無をどのように把握しているのか。いじめがいじ

めとして把握されない要因、またいじめが教師の間で

の共通認識とならない要因はどこにあるかと思うか、

お聞かせをください。 

 ２点目は、市立公民館についてであります。 

 公民館は本来、交流センターであり、まちづくりや

交流などの機能を発揮するために、公民館はそれに見

合う理念や条件をつくり上げてきました。目前の公民

館の現状はどうあれ、公民館は創作や学びの自由をつ

くっていく大事な拠点であることに変わりはありませ

ん。この教育機関、社会教育施設としての公民館の役

割をもし否定することになれば、社会教育の否定につ

ながるのではないでしょうか。 

 お尋ねをいたします。教育機関、社会教育施設とし

ての公民館の役割は、市民の学習する権利の保障の場

であると思いますが、その考え方をお尋ねをいたしま

す。 

 ２点目は、公民館職員には社会教育に関する一定の

専門性が求められると思いますが、その考え方につい

てお尋ねをいたします。 

 以上、７項目16点にわたって質問をし、登壇しての

質問といたします。よろしくご答弁のほどお願いいた

します。 

○副議長（桑田鉄男君）  遠藤市長。 

    〔市長遠藤譲一君登壇〕 

○市長（遠藤譲一君）  日本共産党久慈市議団代表、

小野寺勝也議員のご質問にお答えをいたします。 

 最初に、マイナンバー制度についてお答えをいたし

ます。 

 まず、特定個人情報保護評価とシステム改修の開始

時期についてでありますが、特定個人情報保護評価に

つきましては、市において平成27年５月20日に公表し

ております。システム改修につきましては、市と業者

により平成26年12月１日に契約を締結し、その後、順
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次公開される国等からの情報をもとに改修内容につい

て整理しながら、段階的に改修作業を進めているとこ

ろであります。 

 次に、システム改修費の見込みと国から措置される

費用についてでありますが、システム改修費用につき

ましては、平成26年度から平成28年度までの３年間で

約１億円と見込まれ、そのうち国庫補助金は約6,000

万円と見込んでおります。ただし、今後の法改正の内

容によりましては、費用が増加することも予想される

ところであります。 

 次に、市内事業主のシステム導入経費の想定と制度

への理解についてでありますが、市内事業主がマイナ

ンバーを扱う事務手続は、税務や社会保険などに限定

されており、これまでどおり手書きでも税理士事務所

などへの委託でも可能となっており、制度対応のため

にシステム導入を義務化されているものではないと認

識いたしております。 

 また、制度の理解につきましては、国においてもテ

レビなどさまざまな媒体を活用した広報に努めてはい

るものの、住民の理解度につきましては、新聞等でも

報道されているように不十分であると認識していると

ころであり、市といたしましても、今後関係機関と連

携しながら説明会の開催についても検討を進めてまい

ります。 

 なお、マイナンバー制度の導入につきましては、全

国市長会等を通じまして、情報漏えい防止対策の充実

などについて国に要望しているところであり、国にお

いてはそのような実情を踏まえ、適切に判断されるも

のと考えております。 

 次に、国保税の引き下げについてお答えをいたしま

す。 

 国においては、平成27年５月に市町村国保の赤字解

消や財政基盤の安定化による持続可能な医療保険制度

を構築するため、国民健康保険法等の一部を改正し、

保険者支援制度の拡充による財政支援を強化したとこ

ろであります。 

 制度支援の強化により、歳入につきましては約

2,700万円増加するものと試算しておりますが、当市

の国保財政は、近年、被保険者数の減少や医療費の増

大により、多額の歳入不足が生じておりまして、今回

の財政支援拡充によってもなお赤字の解消は見込めな

いことから、現段階におきましては、国保税の引き下

げは難しいと考えており、今後さらなる支援強化につ

いて、市長会等を通じて国に対して強く働きかけを行

ってまいります。 

 次に、県立久慈病院の医師確保と病床確保について

お答えをいたします。 

 まず、医師確保についてでありますが、昨日の創

生・公明クラブ代表、二子議員にお答えいたしました

とおり、県立久慈病院は、現在、４診療科の常勤医師

が不在となっておりますが、11月からは呼吸器科の常

勤の医師の配置が予定されていると県立久慈病院から

伺っております。 

 市といたしましては、岩手県や関係機関と連携して

取り組むとともに、当市にゆかりのある医師などの情

報収集を行っているところであり、今後、これら情報

を活用し、当市での就労につなげていきたいと考えて

おります。 

 また、今年度市内中学校３校におきまして、地域医

療人材育成事業を実施したところでありますが、来年

度は市内全中学校で実施するとともに、高校生向けの

人材育成事業につきまして関係機関と連携して進めて

まいります。 

 次に、病床確保について、平成27年３月、総務省か

ら示された新たな公立病院改革ガイドラインの中で、

病床利用率が３年間連続して70％未満の病院において

は、地域の医療提供体制を確保しつつ、病床数の削減

等について検討することとされており、県立久慈病院

におきましても、在院日数の短縮、人口減少等により

病床利用率70％未満が連続していることから、今後、

病院運営会議等で検討を進めていくと伺っているとこ

ろであります。 

 市といたしましては、今後の動向を注視しながら、

必要な病床数が確保されるよう、医療制度の充実につ

いて国や県、その他の関係機関に対して強く働きかけ

を行ってまいります。 

 次に、地域循環型経済の構築についてお答えをいた

します。 

 地域循環型経済につきましては、地域資源を積極的

に活用するなど、地域内での投資が繰り返し行われ、

雇用・所得が持続して生み出される経済であると捉え

ております。当市におきましても、地域資源の積極的

な活用や地域内投資は重要課題であると認識しており

ます。 
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 当市といたしましても、市内事業者のリフォーム工

事を奨励するための住宅リフォーム奨励事業の実施や、

商店街を形成する個店の魅力向上による地域経済の活

性化を図るための成功店モデル創出・波及事業費補助

金の交付など、地域循環型経済の構築に向け、これま

でも継続して取り組んでいるところであり、加えて久

慈市としても市内事業者への発注に努めているところ

でもあります。 

 今後におきましても、地域資源の活用や地域内投資

による雇用創出・所得向上に取り組むとともに、観光

交流等をはじめとした外貨の獲得による地域経済の活

性化についても引き続き積極的に取り組んでまいりま

す。 

 次に、駅前整備についてお答えをいたします。 

 まず、全体事業費についてでありますが、現在、国

庫補助事業に係る都市再生整備計画の変更協議を行っ

ている段階でありますが、厳しい市の財政状況を考慮

し、当初計画の事業費18億円余を目途に調整を行って

いるところであります。 

 次に、駅前ビル所得に係る交渉経過と見通しについ

てでありますが、６月８日に開催した駅前ビル所有者

に対する説明会において、無償譲渡等の３条件を提示

し、これに対し６月22日に所有者から拒否する旨の回

答書の提出があったところであります。その後、計５

回の協議を重ねたところでありますが、さきの政和会

代表、佐々木議員にお答えいたしましたとおり、抵当

権等の抹消及びテナント等の退去について、条件クリ

アを確実に担保できるものがないと判断したところで

あり、あわせて今後の事業日程等も勘案し、駅前ビル

跡地を整備エリアとする案を断念することとしたとこ

ろであります。 

 最後に、土木行政についてお答えをいたします。 

 まず、市道大川目線についてでありますが、当該路

線は、小久慈町秋葉地区から林道を経由し、大川目町

生出町地区へ通じるルートの一部となっております。

今年度は、このルートの生出町側である市道生出町線

を平成27年度内完了を目指し、工事を進めているとこ

ろであります。 

 秋葉地区の市道大川目線につきましては、全体延長

約570メートルのうち、約430メートルが整備済みであ

り、残り約140メートルが未改良となっていることか

ら、来年度以降に事業着手できるよう、地権者との合

意形成に努めてまいります。 

 次に、市道萩ケ丘配水場線についてでありますが、

当該路線は市道山岸線から萩ケ丘団地へ通じる路線と

なっており、側溝は老朽化し、一部破損している状況

となっております。 

 改修につきましては、市道全体の道路状況や財政状

況等をも勘案しながら検討してまいります。 

 次に、田高地区の雨水排水路整備についてでありま

すが、さきの政和会代表、佐々木議員にお答えいたし

ましたとおり、現在、浸水被害戸数も多く緊急性が高

い川貫地区及び門前、天神堂地区において、雨水排水

ポンプ場や雨水排水路の整備を進めているところであ

ります。 

 田高地区につきましても、下水道雨水排水計画に基

づき、できるだけ早期に整備できるよう努めてまいり

ます。 

 以上で、日本共産党久慈市議団代表、小野寺勝也議

員に対する私からの答弁を終わります。 

○副議長（桑田鉄男君）  加藤教育長。 

    〔教育長加藤春男君登壇〕 

○教育長（加藤春男君）  日本共産党久慈市議団代表、

小野寺勝也議員の教育行政についてのご質問にお答え

をいたします。 

 まず、市内小中学校におけるいじめの有無の把握で

ありますが、教育委員会では、各小中学校に対し１年

間に３回のアンケート調査を実施し、いじめの実態を

把握しているところであります。アンケート調査の内

容は、件数の報告、いじめの要因及び概要の具体的な

記載、学校の対応等であり、解消に至っていない場合

には、今後の指導のあり方等について、学校と連携を

図り、解消に向けた取り組みを行っております。 

 昨日の創生・公明クラブ代表、二子議員にお答えい

たしましたとおり、27年度の小学校におけるいじめの

認知件数は18件、そのうち解消は12件、中学校におけ

るいじめの認知件数は11件、そのうち解消は４件とな

っており、解消に至っていない事案については、現在、

解消に向けた取り組みを進めているところであります。 

 次に、いじめとして把握されない要因、またいじめ

が教師の間で共通認識とならない要因についてであり

ますが、いじめは大人の目につきにくい時間や場所で

行われたり、遊びやふざけ合いを装って行われたりす

るなど、大人が気づきにくく判断しにくい形で行われ
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ることが多く、その把握が困難な場合もあります。ま

た、いじめを発見したり、通報を受けた教職員が１人

で抱え込めば、学校の共通認識とはなりません。 

 いじめについては、ささいな兆候であっても、いじ

めではないかとの疑いを持って、早い段階から児童・

生徒に的確にかかわりを持ち、教職員が情報を共有し

ていくことが肝要であると考えております。 

 最後に、市立公民館についてお答えをいたします。 

 まず、教育機関、社会教育施設としての公民館の役

割についてでありますが、公民館は、日常生活に即し

た教育、学術、文化に関する各種事業を行い、住民の

教養の向上、健康の増進、情操の純化を図り、生活文

化の振興と社会福祉の増進に寄与することを目的に設

置されたものであり、社会の変化と地域課題に対応す

る人づくり、地域づくりを進める拠点施設であると認

識しております。 

 また、公民館は地域住民のために、学習機会を企画

し、提供する地域の学習拠点でもあることから、公民

館職員は社会教育事業を企画・実施するための生涯学

習・社会教育に関する専門的な知識が求められるとこ

ろであります。 

 以上で、日本共産党久慈市議団代表、小野寺勝也議

員に対する私からの答弁を終わります。 

○副議長（桑田鉄男君）  再質問、関連質問を許しま

す。16番小野寺勝也君。 

○16番（小野寺勝也君）  再質問いたします。 

 まず最初に、マイナンバー制度についてであります。 

 先ごろ政府では、年金情報漏れを地方自治体で情報

保全措置が十分になされているかどうか、調査をした

という報道があります。久慈市では、情報保全措置が

十分になされる体制だという認識でよろしいですか、

お尋ねいたします。 

○副議長（桑田鉄男君）  一田総合政策部長。 

○総合政策部長（一田昭彦君）  ただいまの国での調

査は、いわゆるアンケートだと思っております。アン

ケートにつきましては、こちらのほうの回答ですと、

情報のセキュリティ管理にやはり不安を感じていると

いうふうな回答はいたしております。 

 以上です。 

○副議長（桑田鉄男君）  16番小野寺勝也君。 

○16番（小野寺勝也君）  安全対策に不安だという気

持ちを今現在でもお持ちになっておるということです

ね。これは、私は国の責任だと思いますよ、基本的に

は。しかし、だからといって市として責任を免れるわ

けにはいかない。もし万が一、情報が漏れたら、これ

は市民から市の責任が問われることになるわけですか

ら、そういう立場でお尋ねしますが、特定個人情報保

護評価、ことしの５月にやったという答弁でした。そ

れでお伺いしますが、この特定個人情報保護評価、こ

の狙い、目的は何ですか、お聞かせください。 

○副議長（桑田鉄男君）  勝田総務部長。 

○総務部長（勝田恒男君）  評価の狙いということで

ございますが、特定個人情報ファイルを保有しようと

する、また保有する地方公共団体等が個人のプライバ

シーとの権利権益に与える影響を予測した上で、特定

個人情報の漏えい、その他事態を発生させるリスクを

分析すると、そのようなリスクを軽減するために適切

な措置を講ずることを宣言するものだというふうに書

いてございます。 

○副議長（桑田鉄男君）  16番小野寺勝也君。 

○16番（小野寺勝也君）  保護評価はそうなんですよ

ね。ところが、先ほどの答弁では保護評価をやったの

はことしの５月、公表したのは５月20日。ところが、

システム改修、昨年の12月からやっているんですよね。

これは逆じゃないですか。今の総務部長が答弁したマ

イナンバーの作業に入る前に大丈夫かと、安全性が確

保されるかどうかチェックをする、そういう流れ、仕

組みではないんですか、本来の法律上は。答弁聞くと、

逆になっているんですよね。これでどうして安全が担

保されるんですか、お聞かせください。 

○副議長（桑田鉄男君）  勝田総務部長。 

○総務部長（勝田恒男君）  評価の実施時期、システ

ム改修より遅いという、逆になっているということな

んですが、そのことにつきましては経過措置というこ

とで、システムの要件定義の前までに評価を実施する

こととされておりますので、そのような状況になった

というふうに捉えております。 

○副議長（桑田鉄男君）  16番小野寺勝也君。 

○16番（小野寺勝也君）  この制度について、個人情

報が漏えいする危険が大きいということで、各方面か

ら指摘をされて、政府が安全だと、その担保としたの

は、この保護評価制度なんですよ。これは政府が新設

した制度で、これを監督する第三者機関、特定個人情

報保護委員会、これがわざわざ昨年の４月に決めて、
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きちっとやって作業を進めるべきだということが指摘

をされている制度なんですよ。だから、これ逆にやっ

て、部長は端なくも安全性に不安があると言ったけど

も、こういう流れ自体、ものすごい不安を生じさせる

ものなんですよ。 

 それでは、重ねてお聞きします。改修システム、26

年から始めて27年、28年にもやると。26年の段階ある

いは27年度、改修について、この第三者機関の承認を

得ていますか。法律の第27条では、改修する際には第

三者機関の事前承認が必要だと、法律27条でうたって

いますよね、そういう手続を経ていますか、お聞かせ

ください。 

○副議長（桑田鉄男君）  勝田総務部長。 

○総務部長（勝田恒男君）  システム改修、法律に許

可といいますか、承認の定義があるということでござ

いますが、計画管理書をまず作成すると。フローを申

し上げますけれども、評価の流れでございますけども、

計画管理書をまず作成して、特定個人情報保護評価を

まず実施すると。そこにしきい値判断というのがござ

いまして、対象人数、それから取扱者数、特定個人情

報に関する重大事故の発生の有無に基づき、実施すべ

き特定個人情報評価の種類の判断をやって、行政の場

合、うちでやったものは基礎項目評価という項目でや

りました。その評価書を特定個人情報委員会、これは

国にございますけども、そちらに提出した後で公表す

るということで、それが５月20日付でなされておりま

す。そして、市のホームページにも同日掲載したとい

うことになります。 

 以上です。 

○副議長（桑田鉄男君）  16番小野寺勝也君。 

○16番（小野寺勝也君）  私が聞いたのは、改修シス

テム、その際に事前の承認が必要だと法の第27条でう

たってあるでしょう。それをやっていますかというこ

とを聞いたんです。評価の問題じゃなくて改修システ

ムの。 

○副議長（桑田鉄男君）  一田総合政策部長。 

○総合政策部長（一田昭彦君）  最初に市長の答弁で

お答えした部分ですと、まずは特定個人情報保護評価

は27年５月20日に公表していると。それと、このこと

じゃなくてシステム全体の改修につきましては、26年

12月１日の契約を締結して、その後、順次公開される

国からの制度、情報により随時更新、システム改修を

行っているという意味でございますので、この特定保

護情報の評価そのものがこの時期に改修になったとい

うことではございません。 

○副議長（桑田鉄男君）  16番小野寺勝也君。 

○16番（小野寺勝也君）  実際には、来月５日ですか、

番号が通知されるわけでしょう。来年の１月１日から

は制度がスタートする。そういう中にあって、さっき

の答弁でも来年28年度も改修するんだと。これでどう

やって制度がスタートできるんですか。しかも、そう

いう状況でやっぱり個人情報の漏えいの懸念は依然と

して拭い切れないわけでしょう。ですから、先ほど言

ったように基本的には国の責任ですよ。ですから、少

なくともこういう状況だと、実施時期を再検討してほ

しいという要望ぐらい上げなくては市民に対して責任

を果たすことにならないんじゃないですか。少なくと

もそういう対応はすべきじゃないですか。今のあなた

方の答弁を聞いても。いかがです。 

○副議長（桑田鉄男君）  一田総合政策部長。 

○総合政策部長（一田昭彦君）  そのシステム改修に

ついて若干お聞きになっている部分と合致しないかも

しれませんが、お答えしたいと思います。 

 まず、総務省関係ですと、住基台帳のシステムとか

地方税システムとか、あとは団体内の統合宛名システ

ムとか中間サーバー、そういう部分で５項目のシステ

ム改修があります。また、厚労省関係でも国民年金シ

ステムとか児童福祉システムとか国民健康保険システ

ムとか、そういうのを合わせまして８つのいわゆるシ

ステム変更がございます。また、そのほかのシステム

としましても、給与関係、それから中間連携サーバー

のセキュリティ対応とか給食管理システム、住基ネッ

トのＣＳの端末追加など４項目、そういう形でいろい

ろございます。 

 先ほどの保護評価の改修、これにつきましては評価

に合わせて継続していろいろ対応していくというよう

なことになります。 

 以上です。 

○副議長（桑田鉄男君）  16番小野寺勝也君。 

○16番（小野寺勝也君）  対応が逆になったり、まだ

これからということで、とてもじゃないが発足する体

制になっていないということは指摘しておきます。 

 そこで次に、民間企業の場合、先ほど答弁で手書き

でもいいから費用はかからないと。しかし、これは管
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理が悪くてもし外部に漏れた場合、15年以下の懲役、

200万円以下の罰金なんですよ。しかも、市の場合は

インターネットに接続しないで別の特定のラインでや

るということは可能かもしらん。しかし、民間の場合、

そういう設備投資まで求めるんですか。民間の場合、

インターネットを使うとなれば、漏えいの危険性が格

段に高まるわけでしょう。そういうことも含めて説明

をして、市内業者の協力、理解を得られると思ってい

るんですか、お聞かせください。 

○副議長（桑田鉄男君）  一田総合政策部長。 

○総合政策部長（一田昭彦君）  民間業者のほうは、

先ほど市長のほうからご答弁しましたとおり、言葉は

ちょっと乱暴かもしれませんが、システムを変更する

までもなく手書き等でも対応できる。というのは、お

わかりだと思うんですが、報酬等にかかる支払い調書

の作成にコードを書くとか、あるいは源泉徴収票、そ

れから雇用保険の資格取得届とか、そういう部分に使

うので、どちらかというと従業員から報告いただいた

マイナンバー番号をそちらに書き写すという作業にな

りますので、ただし今議員ご指摘のようにそういうこ

とであって、やはり情報漏えいの可能性も否めない部

分もありますので、ここら辺につきましては商工会議

所なんかともいろいろ協議いたしまして、必要があれ

ば市内の企業者、事業所向けにいろいろ説明会などを

行ってまいりたいと考えております。 

 以上です。 

○副議長（桑田鉄男君）  16番小野寺勝也君。 

○16番（小野寺勝也君）  事業費の問題で、およそ１

億かかると。しかも、6,000万で、結局4,000万は持ち

出しということになりますね。初期投資でもそうです

ね。それでは、いわゆる経常経費といいますか、制度

が動き始めて事務量としても結構の事務量がふえると

思うんですね。それで、年間を通じて経常経費どれぐ

らいと見積もっているんですか。それに対しての国の

措置はあるとすれば幾らぐらいですか。 

○副議長（桑田鉄男君）  一田総合政策部長。 

○総合政策部長（一田昭彦君）  経常経費につきまし

ては、資料を取り寄せ確認してお答えをしたいと思い

ます。 

 なお、いわゆるお話のとおり、システム改修に１億

円、そしてそのうち6,000万が国の予算、これはいろ

いろ改修の自治体の規模に合わせて頭打ちの助成でご

ざいます。ここら辺につきましては、国のほうでやは

り全額持つべきだということを機会を捉えて要望して

いるところでございます。 

 以上でございます。 

○副議長（桑田鉄男君）  16番小野寺勝也君。 

○16番（小野寺勝也君）  今までの聞いた中で、やっ

ぱり個人情報が果たして本当に守られるかどうか、あ

るいは財政的な負担の問題でも、あるいは事務量の増

大の問題でも、まさにこれでは大変なお荷物を背負わ

せられると、しかも漏えいになれば加害者責任が問わ

れるということになりますよ。少なくとも繰り返しに

なりますけれども、実施時期を繰り延べしてほしいと

いうことだけは、政府に今からでも強く要請するよう

求めて、次の問題に移ります。 

 国保税の引き下げについて、2,700万、市長、財政

全体では厳しい状況というのはありますよ。しかし、

昨年度決算でも4,000万弱でしたか、赤字補痾が。こ

としも予定では4,000万前後ということになるんです

か。かつて四、五年前は１億を超える赤字を補痾して

いた時期もあります。これはいろんな風邪の発生とか

状況によって違いますけれども、そういう状況はあり

ますけども、低所得者対策として来た、ふえた分が

2,700万、これを市の財政が大変だということだけで

市のポケットに入れてしまうと、市民には一円も還元

されないというのではいかがでしょう。何とか検討の

余地はないですか、お聞かせください。 

○副議長（桑田鉄男君）  和野生活福祉部長。 

○生活福祉部長（和野一彦君）  国保税の引き下げに

ついてのご質問でございました。国保税の現状でござ

いますが、現在、久慈市では１世帯当たり13万4,000

円ぐらいの課税額でございます。この額は県内33の市

町村中、20番目ということで、平均より低い額となっ

ております。また、いわゆる財政調整基金でございま

すが、この額は久慈市は、これは25年度末の数字でご

ざいますが、2,400万円ほどでございます。これも基

金額が多いところは10億円というところもございます

し、この額も県内では14市中の下から２番目というと

ころでございます。こういうふうな状況でございます

ので、インフルエンザが流行すれば、2,400万という

のはあっと言う間に飛んでしまう数字でございますし、

なかなか現在の状況では国保税の引き下げというのは

難しい状況にあるのかなというふうには思っておりま
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すけども、今後さらなる支援策について国等について

要望してまいりたいと考えております。 

○副議長（桑田鉄男君）  16番小野寺勝也君。 

○16番（小野寺勝也君）  国保税の問題については、

収支の問題もさることながら、政治姿勢のあり方の問

題としてお聞きしたかった点です。 

 次に、駅前ビルの問題について、事業費全体で18億

ということだと。当初、市長は18億円の規模として過

大すぎるのではないかという主張をされたと記憶して

いるんですが、そういう経過を含めて、先ほど18億と

言われましたけど、その整合性についてお聞かせくだ

さい。 

○副議長（桑田鉄男君）  遠藤市長。 

○市長（遠藤譲一君）  駅前整備につきましては、国

との調整作業が進んでおる段階での見直しをかけたと

ころでございます。復興需要等もございまして、資材

が高騰している、人件費も高騰しているということで、

当初前任の方がつくった案では駅に向かって東側のと

ころにも広げると、対象とするということでございま

したので、そのときの事業費見積もりがおよそ18億だ

ったんですが、今回、エリアの縮小をかけてなおかつ

18億で収まらないというふうな、かなり18億も厳しい

ところでありますけども、事業としては国との関係も

ありまして、これは中心商店街の皆さんのご希望でも

ありますので、やっぱり駅前の再開発はしなければい

けないという中で、事業費が諸般の事情の中では高騰

しつつあるということで、まずこの18億ということは

かなり見直しをかけても、かなりこれも厳しいという

ふうな状況でございます。ただ、これをできるだけ圧

縮しなければいけないだろうということで、総額はそ

れくらいをめどに事業化を進めたいというふうに考え

ている状況でございます。 

○副議長（桑田鉄男君）  16番小野寺勝也君。 

○16番（小野寺勝也君）  駅ビルを取得しないで駅前

整備はあるのかと、失敗ではないのかという指摘をす

る声もあるやに聞きます。 

 そこで、私はお聞きしたいのは、この駅ビル取得経

過をお聞きしましたが、調べてみたら、駅ビルに所有

権者２団体があるんですが、一つは3,000万円の根抵

当を設定してます。それから、もう一つの企業は

3,500万円の抵当権を設定している。そして、このう

ち1,500万円は、昨年の６月に抵当権を設定している

んです。 

 この流れを見ると、いわゆる提示した３条件、これ

は、とてもこの状況から見れば、土地も含んでます、

土地にも抵当権入っていますが、6,500万円の根抵当、

抵当権が設定されておって、明け渡して無償譲渡しろ

というのは、とてもじゃないが最初から無理だったと

いう話だったと思うんです。 

 そこで、私がお聞きしたいのは、３条件の中に駅ビ

ルの無償譲渡っていう条件ありましたね。その無償譲

渡の理由、根拠は、恐らく解体時に多額な費用がかか

るから、プラマイすればゼロないし足が出るというこ

とからの無償譲渡だったと思うんですが、それはどう

なんですか。 

○副議長（桑田鉄男君）  浅水産業経済部長。 

○産業経済部長（浅水泰彦君）  駅前整備に関わりま

して、駅前ビルの無償譲渡の条件提示の部分というこ

とでございます。 

 ここに関しては、今、議員からもお話があったわけ

ですが、いずれ、解体費等に相当な額が見込まれると

いう中で、活用するものではない物件ということにな

りますので、やはり、これは解体して新たに整備せざ

るを得ないということになりますので、そこの解体費

用と、それから残存価値という部分を勘案したときに、

やはり、これは少なくとも有償での取得はあり得ない

という判断によるものでございます。 

○副議長（桑田鉄男君）  16番小野寺勝也君。 

○16番（小野寺勝也君）  そこで、私は、例えば将来

取得する事態が生じた場合でも、この３条件は、少な

くとも堅持すべきだというふうに思うんです。 

 例えば、あのビル建物そのものを受けたって、解体

費に１億近くかかるわけですから、そういう点では、

やっぱり万が一やる場合でも、３条件は少なくとも堅

持すべきだと。同時に、いわゆる市が取得するような、

不動産取得する場合あります、そういうのと均衡のと

れるような、整合性がとれるような、そういう対応を

しなければだめだというふうに思うんです。 

 将来にわたってもこの点は堅持しないと、言葉は悪

いが、何とか市が欲しがっているんだから、少々高く

買ってくれるんじゃないかというような、もしあった

とすれば、やっぱり、それは市政全般にわたって好ま

しくないと思うので、その点についてお聞かせくださ

い。 
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○副議長（桑田鉄男君）  遠藤市長。 

○市長（遠藤譲一君）  駅前ビルでございますけれど

も、議員の皆様はご存じと思いますが、非常に老朽化

が進んでいるということで、耐震の対応をしなければ

いけない物件というふうに、県の振興局の建築担当か

らも指導が入っている、そういうふうな状況でござい

ます。 

 中心商店街にも、たくさんの空き店舗、空きビルが

ございまして、利用されてない状況の中で税の負担は

いただいているというふうなものもございます。 

 駅前の開発については、駅前ビルのあの場所は、非

常に重要な場所だとは思っているんですが、そうはい

っても住民感情もありますので、今、お話のありまし

たバランスの問題、ほかはどうなんだといったときに、

やはり市民の皆様に、しっかりと「なるほど」とご了

解いただけるような、そういう条件で対応しなければ

いけないというふうに思っておりまして、今回はＡ案

とＢ案と選択肢があるというふうに判断いたしました

ので、所有者の皆さんにご協力を、要するに市民の負

担がない形でご協力いただけるのであれば、解体は市

のほうで行いたいと思ったのですが、それは、なかな

か担保がないと、確実性もないと、期間整備計画の期

間もありますので、今回は、こういう結論になったと

ころでございます。 

 私が市政担当していただける間は、やはり、条件が

変わったということはないというふうに考えておりま

す。 

○副議長（桑田鉄男君）  小野寺議員のマイナンバー

制度についての保留中の答弁を求めます。一田総合政

策部長。 

○総合政策部長（一田昭彦君）  保留中の経常経費の

部分でございますが、現時点では、まだ試算できてい

ないということでございます。 

 あと、システムのランニングコストというのは、や

はり改修しておりますんで、これは増加するというの

は見込まれますし、ただ情報関連の開始、29年度、国、

それから他自治体との連携によって、若干、職員の事

務負担が減るのかなと、そういう形でございます。 

○副議長（桑田鉄男君）  16番小野寺勝也君。 

○16番（小野寺勝也君）  時間もないので、市長、病

床削減の問題。病院の運営協議会等、場があると思う

んです。少なくとも、私がしゃべってるとおり、医師

が不足する中で、稼働率が下がるというのは当たり前

なんですから、それを理由に下げるというのは、やっ

ぱり本末転倒だということで、強く運営協議会なり、

いろんな機会を捉えて、それをぜひ努力していただき

たいということをお願いしておきます。 

 次、教育長。いじめの問題でお聞きしました。そこ

で、私は、いじめはいじめとしてなかなか出てこない。

というのは、教育長の答弁の中で、遊びとかふざけと

かというのはありますよ。しかし、いじめられている

本人がいじめられていると思えば、それは、いじめな

んですよ。ですから、そういう悪ふざけだ、遊びだと

簡単に片づけないでやるっていうのが大事、それが一

つ。 

 それから、いじめがなかなか出てこないというのは、

私は、学校現場にいじめを出せば、報告すれば、先生

なり学校の評価が下がるという意識があるのではない

でしょうか。 

 実は、大人の社会にだって、いじめが、例を挙げれ

ば切りがないくらいあるわけです。子供社会だって、

単独であるわけじゃないですから、大人社会の、いわ

ば反映でもあるわけですから、ある意味、私はいじめ

は避けられないと思う、そういう点では。 

 そういう点では、やっぱりいじめを出す先生はだめ

な先生だと、いじめが出る学校はだめな学校だという

評価は絶対に、あるとすれば一掃して、いじめはいじ

めとして出して、教育長の言われたように、教師集団

の中できちんと協議して、集団で対応するという対応

がぜひとも必要だと思うんですが、改めてお聞かせく

ださい。 

○副議長（桑田鉄男君）  加藤教育長。 

○教育長（加藤春男君）  議員おっしゃるとおりだと

思いますが、教員というのは、一般論ですけれども、

やはり自分で物事を解決したいという気持ちがある教

員も、もちろんおります。 

 これは、皆さんも学校でそういうふうなことがあっ

たと思うんですけれども、教師の場合は、私も若いこ

ろはそうだったんですが、学級担任であれ授業であれ

部活動であれ、これはお前の仕事だと、自分の責任で

やると、こういう傾向が非常に強かったし、また、そ

ういう仕事でも実際あったというふうに思います。 

 ただ、それでいろいろな問題等も起こってきまして、

やはり、今ではチームとして取り組もうというふうな
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ことが大きく叫ばれておりますし、我々もそのように

言っております。 

 例えば、皆さんご存じかどうか、気がついているか

どうか、学校の教室というのは、昔は外から見えない

ようになっているんです。中学校とか、全部すりガラ

スで、中でのことは教師１人がしっかりとやると、こ

れが学校のシステムだったんです。ただ、今は、これ

全部ガラス張りといいますか、見えるようにしている

んです。これは、周りからもしっかり見てもらおうと、

みんなでやろうという一つのあらわれでもあるんです。 

 そういう意味で、今、議員おっしゃるとおり、チー

ムでやろうということを呼びかけておりますし、そし

て、このいじめについては、報告が多いからその学校

がだめだということは絶対ないということを学校に言

って、そして報告してもらってます。 

 ですから、いじめが多いということで、その学校の

評価を下げるということではなくて、いかに取り組み

をしないかということで評価をするというふうな視点

が大事だというふうに思っております。 

 以上です。 

○副議長（桑田鉄男君）  16番小野寺勝也君。 

○16番（小野寺勝也君）  ぜひ、そういうことで対応

しているということですが、矢巾の不幸な事件を契機

にして、再度いじめの調査をしていると思うんですが、

そういう点からすれば、よそのように、18件、11件が

ふえて報告になるというのは、よもやないと思うんで

すが、いずれ対応とすればそういう対応で、ぜひお願

いしたいというふうに思います。 

 それから、公民館の問題についてであります。私も

言いましたし教育長も触れましたが、いわゆる社会環

境、いろんな状況の変化で、公民館としての使命役割

がふえてきている、対応が責められる問題も多くなっ

てきているというのは、そのとおりだと思います。 

 しかし、そうはいっても、公民館の持っている使命

目的、社会教育法にうたっているところの使命目的に

は、これは、時代が変わった社会情勢が変わったとい

っても、その目的意義は、決して、私はうせるもので

はないというふうに思うんです。 

 もし、そうであれば、それを公民館の趣旨を踏まえ

て対応すべきであって、社会的状況が変わったから社

教法のあれも変わっていいんだということであれば、

その産湯と一緒に赤子まで流してしまうということに

もなりかねないと思うんで、その点についてお聞かせ

ください。 

○副議長（桑田鉄男君）  加藤教育長。 

○教育長（加藤春男君）  一般論でございますが、教

育の世界では、よく不易と流行という言葉が使われま

す。教育の世界で、変わらないもの、常に変わらない

ものと時代によって変化していかなければならないも

のがあると。これは、学校教育でよく使われますけれ

ども、社会教育でも同じだというふうに思っておりま

す。 

 以上でございます。 

○副議長（桑田鉄男君）  16番小野寺勝也君。 

○16番（小野寺勝也君）  最後です。確認します。公

民館運営の原則です。これは、いろいろあると思うん

ですが、一つは無料の原則、自由と健康の原則、均等

の原則、学習文化機関としての独自性の原則、職員必

置の原則、住民参加の原則等々上げられると思うんで

すが、これらについては、いわゆる公民館の運営の原

則としてそのとおりだという理解でよろしいんですか、

確認します。 

○副議長（桑田鉄男君）  澤里教育部長。 

○教育部長（澤里充男君）  その点については、変わ

りないものと思っております。 

○副議長（桑田鉄男君）  17番城内仲悦君。 

○17番（城内仲悦君）  小野寺議員の質問に関連して、

何点かお聞かせください。 

 まず、このいじめ問題について教育長にお尋ねしま

す。 

 先ほど、いじめについての実態が答弁であったとこ

ろですが、要するに、いじめそのものは、いわゆる人

権侵害だというふうに、私は思うんです。 

 やっぱり大人が、先ほどあった大人社会の反映とい

いますけども、大人社会でもかなり人権を侵害してい

る事態がいっぱいあるわけですけど、その反映だと思

うんです。 

 それが、現場の中で、先生方が大人として真剣に、

人権侵害について守っていくんだと、保障していくん

だということが、学校の教育には必要だというふうに

私は思うんですが、その人権侵害の中でいじめが行わ

れていると。子ども達の発達の成長の中でいろいろあ

りますけれども、しかし、そこのところをやることに

よって相手を傷つけてるし、逆に自分も傷つけられる
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こともあるんだけど、しかし、そのことがその人の人

格を否定することになっているんだというをやっぱり、

何回も教育の中で、生活の中で知らせていく、確認さ

せていく、納得させていくという、そういう現場で必

要じゃないのかって思うわけですが、本当に、特に矢

巾の中学校の問題で、先生方が発見できなかった。し

かし生徒が死にたいとか書いてあったにもかかわらず、

それを見過ごしてしまったということから発生してい

るわけですから、そこのところを、やっぱり敏感に酌

み取る先生の人間性といいますか、人権に対する真剣

さがどうも欠けているなという気がしますが、その辺、

どう思いますか。お聞かせください。 

○副議長（桑田鉄男君）  加藤教育長。 

○教育長（加藤春男君）  教師の仕事の一つは、やは

り常に研修し、みずからを高めていくこと、これは非

常に重要なことだと思っております。まさに私の仕事

の一つだというふうに思っております。そういう意味

では、人権感覚も、また勤務の中で磨いていかなけれ

ばならないというふうに思います。 

 人権という言葉を、普段、子供たちとこの言葉を使

って話しているかどうかは別ですけれども、人権に対

する感覚というのは、子供を通じて、子供たちがどう

いうふうな人間関係を持っているかというところから

も、やはり教師は学んでいく必要があるというふうに

思っております。 

 そういう意味での人権感覚スキルは、教師にとって

非常に重要だというふうに思っております。 

 なお、矢巾の件のお話もございましたが、「死にた

い」という言葉が書かれておったと。 

 実は、教師に対して、子供が、あるいは生徒が相談

する場合、こういうふうなことがあります。特に養護

教諭なんか多いんですが、「先生、誰にも言わない

で」と、「相談したいことがある」と。相談を受ける

ほうは「わかったよ、何でも言って」というふうに言

って相談を受けます。ただ、その内容が非常に重要な

もの、特に命にかかわるものであれば、これはすぐに、

生徒との約束を破ることになりますけれども、関係の

人間には話す。特に学校であれば、上司にはすぐ報告

して対応すると。これが鉄則だと思いますし、私は、

常にそのように教員には話をしております。 

 以上でございます。 

○副議長（桑田鉄男君）  17番城内仲悦君。 

○17番（城内仲悦君）  もう一つ、その中で、管理職

である教頭とか校長とか副校長とか、やっぱりその方

たちの人権に対する意識というのは、校長だからいい

んだということではないわけですから、さっき言った

ように、先生方がそういった意味では子供の命を預か

っている仕事をしている中で、やはり、みずからを

日々高めていく、いろんな勉強をしながらやっていく。

その中で、特に校長とか教頭の役割は極めて大きいな

と私は思います。 

 特に、さっきお話しあったとおり、評価が下がると

いうことについて言うと、むしろトップのほうがそう

いった点をよく言われますので、そういった意味では

トップが、本当の学校の現場の中で、「心配するな」

と、「何かあったらすぐ相談せえ」という、そういう

開かれた学校、のぞきガラスの話もありましたけれど

も、しかし、中身として、そこをやれるような状況を

つくる必要があると思うし、やはり校長会とか教頭会

等、そこをきちんと教育長のほうで議論なり提示なり

していく、そういう機会が必要だろうなというふうに

思うのですが、その点ではいかがでしょうか。 

○副議長（桑田鉄男君）  加藤教育長。 

○教育長（加藤春男君）  先ほど申し上げましたこと

と重複するかもしれませんが、教員にとっての評価と

いうのは、決して、生徒の中でトラブルがあったとか

いじめがあったとかということではなくて、それに対

してどのような取り組みをするか、どのような対応を

するかということが、まさに評価になろうかと思いま

す。 

 そういう意味では、クラスからいじめが出たから、

あるいはクラスでトラブルがあったから、だからその

教員がだめなんだということはありませんし、そのよ

うなことは校長、教頭には絶対にないように、私のほ

うからも指導してまいりたいというふうに思います。 

 以上でございます。 

○副議長（桑田鉄男君）  17番城内仲悦君。 

○17番（城内仲悦君）  次に、マイナンバーの問題に

ついてお伺いします。 

 実は、答弁を聞いていて、この問題について緊張感

がないって気がするんです。 

 年金の情報が漏れた、誰が責任とりましたですか。

どっかの会社で漏れた、漏れて申しわけなかったごめ

んなさいだけで済んでいるじゃないですか。私、重大
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だと思うんです。情報が漏れて、いろんな形で被害を

受ける、それになかなかこういった形で処分されたと

か、例えば罰則があったとか、見えてこないです。 

 あの年金問題で、国で漏れました。あそこで、どう

いう罰則なり、あのことで年金の機構の方々っていう

のは、どういう処分を受けましたか、お聞かせくださ

い。 

○副議長（桑田鉄男君）  中居副市長。 

○副市長（中居正剛君）  年金の情報漏えいの関係で

ございますが、どういうような処分を受けたか承知し

ているかということですが、それについては承知して

おりません。 

 以上です。 

○副議長（桑田鉄男君）  17番城内仲悦君。 

○17番（城内仲悦君）  私も承知してないですよ。な

かなか出てこないです。 

 そこで、先ほどの答弁の中で、大変な状況なので延

期してほしいということを要請すべきだということに

ついては答弁なかったんですけど、要請はしたんです

けど、私は今の状況の中で、この問題、非常に危惧し

なきゃならないって気が思うんです。 

 一つは、マイナンバーの危険性ということで、いろ

んな私もインターネットで調べましたが、一つは徴兵

制度の復活です。それから預金封鎖、個人の権利、自

由の制限が出てくると。さらにプライバシーの侵害と

いうことで、私は、国がこの番号制をつくって、全員

に番号を振って、もう名前要らないんです。これは、

人間の家畜化と言うそうです。人間が人間としてじゃ

なくて家畜として見るんだと。 

 これ、ちょっと私調べたら、戦前、ナチスがこれを

やっているんです。ユダヤ人を選別するために番号を

振って、そしてアウシュビッツに送っています。 

 それから、日本でもこういった形で、マイナンバー

をつけてやられておりますし、当時のドイツでは、人

間にベゴみたいに番号を墨で打っているんですよ。 

 私が危惧しているのは、今、安倍首相が戦争法案で

ごり押しをしようとしています。そういう戦争体制を

つくっていく中で、このマイナンバー制度が出てきて、

国民が総背番号を受けて、全ての情報を国が管理する

というふうになったときに、歴史を振りかえってみた

ときに、そういった使われ方がされていたということ

について皆さん方、認識はお持ちでしょうか。さっき

言った、ナチスがアウシュビッツに送るためにナン

バーをつけて送ったということについて、ご認識を持

ってますか、お聞かせください。 

○副議長（桑田鉄男君）  一田総合政策部長。 

○総合政策部長（一田昭彦君）  マイナンバー制度は、

今さらのお話でございますが、皆さん、おわかりのと

おり、国では行政事務が効率化され、国民の行政ニー

ズにこれまで以上に対応がされる、そういう形で使わ

れるということでございますんで、それが、即、徴兵

制度とか預金の管理とか、そういう部分につながるも

のとは認識しておりません。 

 以上です。 

○副議長（桑田鉄男君）  17番城内仲悦君。 

○17番（城内仲悦君）  そういう認識だから、先ほど

の緊張感のない答弁が返ってくると思うんです。本当

にこれは、ぜひ気をつけていかなければならないこと

だと思います。 

 それから、市が漏らした場合、この問題、どういう

ことになりますか。どういった処分になりますか。市

がマイナンバー制度で漏えいされたとなったとき、例

えば、なる可能性はあるわけです。これは絶対出てき

ます。 

 今、一番、マイナンバー制度をやってうれしいと思

っているのは、詐欺師たちですよ。今でさえ、さまざ

まな詐欺で何億ってお金が、お年寄りの懐から出てま

すけど、詐欺師たちが喜んでいる。 

 市が、もし漏えいしたら、誰がどう責任を持つんで

すか。その点をお聞かせください。 

○副議長（桑田鉄男君）  一田総合政策部長。 

○総合政策部長（一田昭彦君）  これにつきましても、

おわかりかと思うんですが、国、地方公共団体などの

役職員が、職権を乱用して個人の情報に属するそのよ

うな情報を記載された文章などを収集したりとかです

と、２年以下の懲役または100万円以下の罰金、また、

そのネットワークシステムの運営に従事する者や従事

していた者が、このネットワークシステムの業務に関

して知り得た情報を漏らした場合は、３年以下の懲役

または150万円以下の罰金ということでございます。 

 以上です。 

○副議長（桑田鉄男君）  この際、本日の議事日程終

了まで会議時間を延長いたします。 

 17番城内仲悦君。 
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○17番（城内仲悦君）  あともう一点だけお伺いして

おきますが、マイナンバーについて、日本弁護士連合

会の情報問題対策委員会副委員長を努めた水永さんと

いう弁護士が中心になって、マイナンバー制度は違憲

だということで、12月に仙台・東京・新潟・金沢・名

古屋・大阪・福岡、７つの地方裁判所に訴訟を起こす

と、これは違憲だと、やるそうですので、ぜひ、これ

は大いに関心を持って見ていただきたいと、極めて重

要だと私は思うんです。 

 マイナンバーの問題、そして情報の漏えい、マイナ

ンバーをマスターキーにした個人情報の乱用性、ある

いは成り済まし、その３点は非常に重要な問題だとい

うふうに指摘していますが、この点についての指摘に

ついては認識できますか、お聞かせください。 

○副議長（桑田鉄男君）  一田総合政策部長。 

○総合政策部長（一田昭彦君）  できるだけ、新聞等

情報収集して、いろいろ調べているつもりではござい

ますが、今のお話については承知しておりません。 

 以上です。 

○副議長（桑田鉄男君）  17番城内仲悦君。 

○17番（城内仲悦君）  承知していないとすれば、情

報として、ぜひ、今、差し上げましたので、確認して

いただきたいと思います。 

 そこで、次に、市道萩ケ丘配水場線、市長答弁では

検討するっていうお話でございました。 

 この路線について、端的にまずお伺いしますが、例

えばこの方たちは、ここの道路について、30年以上に

わたって、月１回、この道路について清掃しているっ

てことについて認識してますか。 

○副議長（桑田鉄男君）  中森建設部長。 

○建設部長（中森誠君）  清掃活動については認識し

ていませんでした。 

○副議長（桑田鉄男君）  17番城内仲悦君。 

○17番（城内仲悦君）  実は、ここの道路は未舗装で、

現場打ちの側溝が入っております。そして、東側には

杉木立、それから雑木がざあっと並んでおりまして、

とにかく葉っぱが落ちる。毎月１回清掃して、早朝起

きて、例えば、ここには萩ケ丘市道を愛する会をつく

って会の代表がいますけども、30年以上にわたって清

掃しているんです。そして、みずからの力で大事にし

ながら、この市道を守ってきております。 

 先ほどの答弁では、財政云々という答弁ですけれど

も、それで済まされない、私は問題だと思うんです。 

 そして、特にここは梅ケ丘と萩ケ丘の団地のちょう

ど境界線の道路です。例えば、この道路を改修をする

には、梅ケ丘から来ている道路が７本あるんです、こ

の道路につながっている道路が。私は、これまで梅ケ

丘について、民間の開発地だけども、しかし、もう40

年近く経っているんだと。しかも、こういった形で市

道があって、市道改修についていうと、当然、梅ケ丘

から来ている道路との接点がありますから、直してい

かなきゃならない。そのとき、まだ民地だというふう

になっているんです。道路も生活道ものり面も民地で

す、まだ。 

 これは、民間開発だっていう答弁しか返ってきませ

んでしたが、地主は、地権者は、市に対して、この用

地全て無償で譲渡したいと言っているんです。そうす

ると、この市道の萩ケ丘配水場線を拡幅したり道路を

整備するにも、市が寄附されて市のものになると自由

にできるわけです、基本的に。 

 そういった意味では、現状のままでやろうとすれば

側溝はできるかもしれませんけども、側溝が右側に入

ってますから、左側はその道路につながってますから、

その地権者とのかかわりが出てきますんで、そういっ

た点では、非常に問題が出てくるっていうふうになり

ます。 

 そういった意味で、この道路について、側溝の改修

と同時に、梅ケ丘との接点についてのことを考えたと

きに、地権者からの無償譲渡を受けて、抜本的に改修

していく必要がある市道だと思いますが、市長、いか

がですか。 

○副議長（桑田鉄男君）  遠藤市長。 

○市長（遠藤譲一君）  この路線について問題がない

とは全く思っておりません。住民の皆様がお困りだと

いうのも認識しております。 

 問題箇所はこちらの道路だけではないので、そこで、

こちらとしても、財源確保を含めて苦慮しているとこ

ろでありますので、市長が冷たいから問題ないだろう

ということで手をつけないとかっていう問題ではない

のですが、そこのところを、限られた財源の中で、ど

う優先順位をつけながら整備をするかということだと

思っています。 

 これまで、数十年にわたって放置されているという

こと自体も問題だと思ってますが、今、全部を特にこ
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の箇所を優先的にというふうに言われまして、それぞ

れの箇所で、問題箇所、いっぱいありますので、こち

らも問題だと思っています。 

 そういうことで検討をさせてくださいと。放置する

というふうな趣旨ではございませんので、ぜひ、気持

ちはおわかりいただきたいと思います。何とか、早く

解決していきたいなというふうな気持ちは、当然持っ

ております。 

○副議長（桑田鉄男君）  17番城内仲悦君。 

○17番（城内仲悦君）  いずれ、梅ケ丘団地の問題が

ありますので、ぜひ、柔軟に対応するっていうことが

大事だと思うんです。もう40年も経過したなかであそ

こに200世帯近い人が住んでいる。そういった中で、

ぜひとも団地の地権者が要望している形の無償譲渡を

受けて、ぜひ対応していただきたいですが再度お聞か

せください。 

○副議長（桑田鉄男君）  遠藤市長。 

○市長（遠藤譲一君）  問題箇所がたくさんあります

ので、そこのところをトータルで、どちらから手をつ

けるのかということの判断は、やはりせざるを得ない

ということでございますが、放置するということでは

ありませんので、何とかしたいという気持ちは十分あ

ります。 

○副議長（桑田鉄男君）  再質問、関連質問を打ち切

ります。 

～～～～～～～～～～～～～～～～～～ 

    散会   

○副議長（桑田鉄男君）  以上で、本日の日程は終了

いたしました。 

 本日はこれで散会いたします。 

    午後５時05分   散会   

 


